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プログラム

9:30 開会あいさつ
佐藤安信（名古屋大学）

第１部　パネルディスカッション：紛争時および紛争後の平和構築

9:40 １  緊急人道支援と平和構築
キャメロン・ノーブル（PWJ）

コーディネーター：
児玉克哉（三重大学）

２  DDR と NGO
松浦香恵（インターバンド）

３  和解・共生と NGO
木山啓子（JEN）

４  平和構築における人道支援と提言
高橋清貴（JVC）

11:10 討論

12:00 昼食休憩

第２部　パネルディスカッション：平和構築における各アクター間の連携と展望

13:00 １  平和構築事業における JICA と NGO の協力
土肥優子（JICA）

コーディネーター：
山本芳幸（名古屋大学）

２  平和構築における NGO、政府、研究者間協力の展望
佐藤安信（名古屋大学）

13:50 休憩　

第３部　国際シンポジウム：海外報告から考える紛争予防と平和構築活動

14:00 司会：
佐藤安信（名古屋大学）

14:10 １  紛争再発防止と司法の役割
コンサムオン（CDP）カンボジア

コメンテーター：
矢吹公敏 ( 日弁連 )

15:00 ２  北東アジアの紛争予防
イ・ヒョン・スク（WMP）韓国
朱成山（南京大虐殺記念館）中国

コメンテーター：
吉岡達也（ピースボート）
通訳：
孫明修

16:10 ３  2005 年紛争予防 NGO 会議の動き
ジニー ･マニポン（APA）香港
アニファー ･メズーイ（国連社会経済委員会）アメリカ

コメンテーター：
児玉克哉（三重大学）
通訳：
小野寺愛、劉京宰

17:20 閉会あいさつ　
佐藤安信 ( 名古屋大学 )

※所属などは 2004 年２月９日当時のものです。また敬称は省略しております。ご了承ください。
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はじめに

本報告書は、2004 年 2 月 9 日に、名古屋大学大学院国際開発研究科オーディトリ

アムで行われた平和構築研究会の主催の国際シンポジウムのテープ起しを基に、私が

編集・監修責任者としてまとめたものである。既に 2 年以上の時間が経過し、その間、

私は名古屋大学から東京大学に転任し、現在、東京大学大学院総合文化研究科「人間

の安全保障」プログラムを担当している。同プログラムでは NGO や国連との国際連携

を進めており、この「平和構築における NGO の経験と課題」から学ぶことはまだ多い。

とりわけ近時、外務省が平和構築のための人材育成のためのパイロット事業を始める

ということであり、その中身である研修内容を検討する上でも、当時の NGO や国連関

係者を中心とする報告と議論は大変参考になるものと思われる。このため、この時点

で平和構築研究会ブックレットとしてその議論を再現したものである。読者各位のご

批判を得て、さらに研究を深めたいと思うしだいである。

2006 年 12 月１日

佐藤 安信
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佐藤安信（名古屋大学）

平和構築に関する研究を、昨年から科学研究

費の助成金の下に始めております。今回は来年

度からの研究課題、研究方法を考える上で、紛

争国あるいは紛争後復興で現在がんばっている

国々や地域において支援をなさっている NGO、

非政府組織、あるいは J ICA など日本ベースの援

助機関など、あるいは国連、あるいは政府関係

者に声をかけまして、研究者にいろいろな示唆

̶̶今後こういう研究が必要だとか、こういう研

究をしてほしいというような声をいただく機会とし

て企画しました。

３部構成になっています。第１部、午前中は

今こちらに並んでおられますシンポジストの方々、

まさに日本を代表する援助関係の NGOの方から、

実際の現地の状況や困難さを含めたいろいろな

報告をいただきます。第２部では、JICAでも最近、

平和構築が ODA 大綱の重点課題として挙げられ

た関係で平和構築関係の問題に取り組んでいる

ので、J ICA の方のお話を聞いて、それから私か

ら研究者としての関わりについてお話させていた

だきます。最後の第３部は国際的な NGO の方々

をお招きしております。また、国連の経済社会理

事会の NGO 部長もいらっしゃる予定なので、国

連の視点から話していただきます。

では、マイクを第１部のコーディネーターである

児玉先生にお渡しします。時間がないということ

もあるので、初めのプレゼンテーションはできるだ

け短めにしていただいて、会場を含めたディスカ

ッションを中心にしたいと思います。よろしくお願

いします。

児玉克哉（三重大学）

まず簡単に、今日の議題と共に、どういうことを

中心に話をするのかということについて話してみ

たいと思います。

NGO の時代と言われまして、NGO がどのように

して平和構築に関わるのかということは非常に大

きな問題となってきています。その割に、NGOっ

て何なのかということがよく分かってない訳です。

しかも、それを研究のレベルでどう捉えるのかと

いうことは、ほとんどできてないですよね。今日は

日本を代表するグループの方々がここにいらっし

ゃっています。そういった実践をやっている方は

ある程度分かっておられても、他はそんなに分か

ってない。あるいは、全体の中でどのように位置

付けるのか、よく分かってないというのが現状だろ

うと思います。実際にどのような世界を作っていく

のか、その方向の中でこういった実践的な活動と

いうものをどのように位置付けていくのか考える機

会になればと考えております。

今日の午後にも話題になると思いますけれど、

武力紛争解決のための NGO の会議というものを

国連で 2005 年に開くということが決まっておりま

す。それに向けてアジアでも準備を進めるというこ

とで、一昨日・昨日といろいろな議論をしてきま

した。まさにそういう形で、国連も NGOとどのよ

うに協力していくのかということを考えつつある時

期でもあります。

今日は、日本で緊急人道支援や難民の援助で

非常に先行している方々から実践的な報告をして

いただきたいと思います。それでは、ピースウィ

ンズ・ジャパン（PWJ）のキャメロン・ノーブルさ

んからご報告いただきます。よろしくお願いします。

キャメロン・ノーブル（PWJ）
よろしくお願いします。PWJ のキャメロン・ノー

ブルと申します。今日は時間が限られていますの

でさっそく発表に入りたいと思います。

今日の発表のキーは２つあります。前半は PWJ

の緊急人道支援の活動をみなさんにご紹介した

いと思っております。それで PWJ や他の NGO の

援助がどのように行われているのかを、みなさん

に理解していただけると思います。後半は日本の

NGO が今、平和構築と緊急人道支援の分野にお

いていろんな課題に直面しており、その課題を取

り上げて問題点などに関していろんな対策、解決

案を提示したいと思います。
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時間がないので、PWJ については簡潔な説明

にとどめて本題に入りたいと思います。自画自賛

の話はあまり面白くないので、あとで PWJ につい

ての配布資料を読んでください。PWJ は日本の援

助関係の NGO の中では大手です。

活動は、緊急支援、復興・開発支援、政府・国連・

一般市民向けの啓発です。PWJ はこれまでこうい

う活動をしてきました。ほとんどの事業が緊急人

道支援から始まっています。今日はまず、実例と

してアフガニスタンを取り上げたいと思います。

PWJ は 2001 年の７～８月にアフガニスタンの

調査団に参加しました。その時点でアフガニスタ

ンでは 23 年続いた内戦と３年続いた干ばつのた

めに人々は本当に困窮していました。約 400 万

人が飢餓に直面していました。同時に約 100 万

人の国内避難民もいました。調査団は北部の奥

地まで行きました。カブールと違って北部では開

発がさらに遅れています。その場で PWJ は援助

活動を開始するということを決断しましたが、その

後予想外の出来事が発生しました。

調査団がアフガニスタンに入ってまもなく、アメ

リカの同時多発テロが起き、その後、空爆が開

始されました。その空爆によって支援の実施が危

ぶまれて、PWJ は結局、スタッフを退避させるこ

とを決めました。空爆が終了するまでの間、PWJ

のスタッフは隣国パキスタンなどで待機して、空

爆が終わったらすぐアフガニスタンの北部の方に

入りました。実は正直に言うと、この決断はあと

で後悔することになります。避難民が干ばつと内

戦でずっと悩んでいたのですけれども、空爆で彼

らはさらに大変な状態に陥ってしまったのです。

PWJ の内部でも、空爆があっても支援を行うべき

だという意見もあったのですけど、安全確保など

を考えて、結局撤退したのです。

一方、2002 年秋から 2003 年の春のイラク危

機・イラク戦争のときは、アフガニスタンの経験

も踏まえて、PWJ はイラク北部で支援をずっと続

けました。もちろん他の NGOも残っていましたけ

れども、援助や支援をし続けたのは、日本の団体

では PWJだけだったと思います。

どのような緊急支援活動をしてきたのかは、こ

の統計を見ると分かると思いますが、アフガニス

タンでは、テントや食料、日用品、そして避難民

が村に帰還する時にはいわゆるリターン・パッケ

ージを配りました。リターン・パッケージには食料

や石鹸、毛布などが入っていました。2001 年 11

月には僕は別の日本の NGO 職員として、11月に

このサリプルの難民キャンプに行きました。アフガ

ニスタンの北部は 12月になると雪が降るし、けっ

こう寒くなります。寒い中でも避難民はこういうボ

ロボロの布でできたテントで暮らしていました。こ

れは避難民の子どもたち。すごく寒かったから病

人も多かったです。老人や赤ちゃんとかが肺の病

気にかかっていました。支援開始前には水が不衛

生なので皮膚病や胃の病も少なくなかったです。

この子はすごいコブができています。幸いに近く

で国境なき医師団が医療活動しはじめました。こ

れは PWJ による食料の配布ですね。テントの配

給後は避難民たちは、このような本格的なテント

で暮らすようになりました。

今現在は井戸掘りの事業と、女性のための養鶏

と養蚕、農業支援、学校の建設と修復、道路や

橋の建設・修復などをしています。

ここからは、今後の課題の話に入りたいと思い

ます。アメリカの研究所によると、2001 ～ 02 年

に 20 か国で約 4200 万人が緊急支援を必要とし

ていました。その 20 か国の中で 11 か国が国内

紛争中、その上に６か国がちょうど紛争が終結し

つつある状況でした。この地図で見るとそれが分

かります。基本的に国内紛争は緊急人道危機の

主な原因です。もちろん自然災害とかもあるので

すけれども、紛争は明確な主原因です。本当に

関係が深いです。冷戦後は特にそうです。なぜか

と言うと、冷戦後の紛争の特徴として、市民が標

的になっているということが挙げられます。その上、

なかなか解決できないです。国と国との紛争なら、

第三国が介入したり国連で相談をしたりできるの

ですけども、国内では他の国がなかなか介入でき

ない。だから解決が困難です。それで紛争が長

引いて、そのために緊急人道支援の必要性も長

期化します。それで支援への依存度が高まってし

まいます。そうなると、かかわる側として支援がど
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のように紛争に影響を与えているのかを注意深く

モニターしないとだめです。

基本的に肯定的な影響と否定的な影響の２つ

の影響があります。援助をする側としては勿論肯

定的な影響を与えたいですが、そのためには紛

争への配慮の意識を高めることが必要です。英語

で言うと、Conflict Sensitivityですね。Conflict 

Sensit ivityって、なかなか日本語に訳しにくい言

葉ですけども、配慮の意識を高めるというのが一

番近いかと思います。それによって、プログラム

の有効性が増します。特に 1990 年代の半ばくら

いまで、日本の団体や政府はよく開発とか緊急援

助をやっていましたが、あまり紛争地域では活動

をしていなかったと思います。でも緊急支援は場

所によって実施方法が全然違います。例えば紛

争地域での緊急支援と、平和な場所での緊急支

援とでは、質や実施方法が全然違います。紛争

地域での緊急援助の新しい実践を学ばなければ

ならないと思います。

Conflict Sensitivity は何かというと、背景、歴

史、現状などその紛争自体を理解した上で、自ら

の介入と紛争との相互関係を理解することです。

自分の支援がどのような影響を与えていくのかを

理解することです。支援するのは良いこと。しかし、

紛争地域ではそうでもないかもしれません。やり

方によっては、いくら支援しても、状況を悪化さ

せてしまう恐れもあります。最終的には、その理

解を生かして、援助の否定的なインパクトを最小

限にして、肯定的なインパクトを最大限にするの

が目的です。

逆に否定的な影響は何かというと、例えば窃盗

があります。アフガニスタンで僕は食料を配給し

ようとしていたのですが、避難民たちに配給する

前に軍閥が来て、それを自分たちのために使って

しまうということがありえます。食料を自分が手に

したら、体力を回復させて、もっと戦えるのです。

食料を売って、その金で武器を買うというオプショ

ンもあります。また代用品の効果ということもあり

ます。通常は一般市民の福祉は政府の責任です

けれども、NGO がある地域に迅速にいっぱい入っ

てきて、福祉支援をやります。それで、政府はそ

れを見て、国際 NGO が全部福祉をやっているか

ら、「じゃあ、私たちがやらなくてもいいじゃない」

と勝手に思ってしまう。その代わりに福祉に使う

べきお金を戦争や武器を買うために使うという考

え方もあるのです。実施方法をきちんとしないと、

そういう結果になってしまうこともあります。今日

は時間が限られているので、これ以上は省略しま

す。

ここでひとつの問題点を紹介します。上の方に

ボイ NGOと書いてありますけれども、ボイはヨー

ロッパの緊急援助 NGO のネットワークの名前で

す。たくさんの NGO が入っているのですけど、紛

争に関するトレーニングをスタッフが受けているの

は７％の団体だけ。日本の NGO はたぶんもっと

少ない割合だと思います。

NGO 内において、スタッフの紛争への認識を高

めないといけないと思います。PWJ のミッションと

ビジョンの中に Confl ictという言葉は何回も出て

きます。しかし、最近まで内部の conflict への認

識は十分ではなかったと思います。数年前まで内

部には、「PWJ が紛争地域で Conflict Sensitivity

を持って働いているのか」、「紛争地域で事業を

実施する時、アプローチは普通の開発とどう違う

のか」という意識が少し欠けていたと思います。

しかし、ここ２年間で随分良くなってきているの

です。数年前まで PWJ において援助の紛争への

影響に対する意識は十分ではなかったが、その

ような問題は PWJ の問題だけではなく、日本の

NGO に一般的な問題だと思います。
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もうひとつのテーマは、ローカルスタッフです。

日本の NGO は大体うまく現地の人をスタッフとし

て雇っている。プロジェクトオフィサーやアドミン・

スタッフ、あるいはドライバーとして住民を雇っ

ています。事業の現場において、特に紛争地域

において、ローカルスタッフは一番よく状況を分

かっている人たちです。情報源としては一番信頼

できる人たちです。ローカルスタッフを紛争の分

析や関連する情報収集のためにも使って良いと思

います。専門家としても雇ってもいいと思います。

その上で、紛争分析のためのしっかりしたトレー

ニングを行うことが、日本人と現地のスタッフ両

方のために大事だと思います。

それから日本語の文献を増やすことも不可欠で

す。この業界で働くほとんどの人は英語を話した

り、読んだりできます。僕も日本語を読めますが、

英語の文献と日本語の文献が目の前にあったら、

どっちを先に読むかというと英語の文献です。日

本人の逆。日本語の文献が少ないです。日本語

の文献がもっとたくさんあったら、みなさんの意識

も高まると思います。研究もさらに進むと思いま

す。

日本の NGO 業界においてもうひとつの大問題

は人材の確保です。職員が長く働き続ければ、

長く働くほどスキル・アップし、トレーニングや経

験による知識がきちんと蓄積されていきます。組

織にとってもその人の重要性が高まっていきます。

一方で、せっかく誰かをトレーニングしてもその人

が辞めてしまったら、無駄になります。これは直

接には平和構築とは関係ないですけれど、一般

的な日本の NGO 業界の問題です。根本的に待

遇などを改善しないと、人材を確保できなくなり、

NGO はなかなか伸びないでしょう。平和構築や

ほかの分野の知識は時間をかけて積み重なるも

のなので、人材確保は大事です。

それから、NGOと政府、財団などとの間の協

力や調整がもっと必要だと思います。それで、情

報シェアリングやトレーニングを一緒にやったら良

いと思います。政府機関や民間財団が、そうした

トレーニングなどを支援すると良いと思います。

ファンディングに関して、もっと切れ目のないシ

ームレス・ファンディングが必要です。紛争後の

状況においては、緊急援助と同時にインフラの

復興支援や帰還支援も必要なケースが多いです。

何が緊急支援で、何が復興支援かは、あまり区

別ができないのです。この境界は非常にあいまい

です。この点について、最近、日本ではいろんな

良い展開が起きていますが、これは後で説明しま

す。

もうひとつの課題は、最低基準の作成です。例

えば、開発の分野にはスフィアーというプロジェク

トがあり、非常に高く評価されています。それは

難民には１日に最低何リットルの水を利用できる

ようにすべきだとか、テントの中では一人当たり

何平方メートルのスペースを確保すべきか、など

規定する基準です。国際 NGOが活動の際に準拠

している基準ですけども、そのような基準に従うこ

とは平和構築の手法にもなります。紛争の被害者

に精神的に余計なストレスを与えなくなるし、紛

争原因になる摩擦や不満もたまらない。緊急援助

の基準をしっかりと導入し、現場で実践するのは

紛争予防につながり、日本の NGO の評判が世界

的にも高くなります。

日本の NGO は、さっき言ったように、今までは

ほとんど開発事業や緊急援助をやっていて、日本

の NGO が持っている紛争予防や平和構築に関す

る知識は比較的少ないと思います。日本の NGO

にとっては、新しい、独自の平和構築のプロセス

を開始することよりも、従来の開発とか緊急援助

の事業に平和構築の視点を導入したほうが良いと

思います。PWJも大体このようなアプローチをと

っています。

プログラムの有効性を高めるために、大切なこ

とがあります。紛争地域と言っても、一般市民を

みると、ほとんどの人がその紛争に反対していま

す。平和を願っている人や団体は必ずいます。そ

ういう人々や団体をサポートすることが大事です

ね。

今までは NGO が紛争を分析する時、原因だけ

を考えがちでした。いわゆる紛争の Root Causes

ですね。それを調べて分析するのは大事ですけど、
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その上に、平和のための機会、平和の原因を分

析するのも本当に大事だと思います。紛争地域に

は、必ず平和を願っている人がいます。寛容を

促進する機会があります。相互理解のチャンスが

あります。そのような要素をどのように生かせばい

いのか、どのように強化すればいいのか、という

研究・分析が、紛争原因と少なくても同じぐらい、

大事です。

最後に、マンデートとして「人間の安全保障」

という概念は、特に日本の NGO には良いのでは

ないかと思っています。今、緊急援助とか開発支

援というと、食料不足などに対応しているのです

けども、「人間の安全保障」という概念ではその

上に、暴力からの安全保障とか、生命とか生活

の基本の衣食住の欠如からの安全保障という考え

も入っています。人間の安全保障の考え方は平

和構築と密接にリンクしていると思います。

先ほど発言した「良い展開」について紹介し

たいと思います。その一つはジャパン・プラット

フォーム（JPF）での動きです。JPFというのは、

NGOと経済界と政府の緊密なパートナーシップで

す。有識者や国際機関、メディアなども入ってい

ます。今までは JPF のマンデートは緊急援助だっ

たのですけども、マンデートを拡大して「人間の

安全保障」という概念も含めようという意見が参

加 NGO の間から出始めています。JPF の構造は、

この図表で分かると思います。

これは全く私の個人的で、JPF の正式なもので

はないのですが、海外にある団体と提携したりし

てはどうかと思っています。例えばアメリカには

Interactionというネットワーク NGO があります。

その中に Transition Conflict and Peace 紛争平

和移行委員会というのが存在します。イギリスに

もカナダにも同じようなグループがあります。そう

いうグループと提携し、研究や事業実施するのも

良いのではと思っています。

JPFも平和構築のトレーニング場を提供すれば

いいと思います。JPF の下でトレーニングなどをや

るのです。

もうひとつ最近の良い展開は、J ICA のイニシア

ティブで平和構築のグループが設立されました。

今、私と JBIC の田川さんがその中心的な役割を

しています。今までに２回だけ集まりました。だ

から本当にこれからですけども。今までは NGO や

外務省、J ICA、JBICとか、民間財団が入ってき

ていますけども、これからはもっと学者とかメディ

アとか国連機関にも入ってもらいたい。それから

究極的な目的は、日本の NGO̶̶NGO だけで

はなくて、日本として JICAとか、外務省とか、民

間財団とか、いろいろな平和構築活動の資質の

向上です。まだどうなるか分からないですけど、

一緒にトレーニングしたり、情報収集や研究など

をやっていく。本当にこれからの課題だと思いま

す。それで、いろんな主体間の協力や調整が強

化されると思います。

以上です。

児玉克哉（三重大学）

ありがとうございました。時間があまりありませ

んので、質問などは後ほどの討論の時間にうかが

いたいと思います。

感想も含めて少し述べさせていただきます。緊

急人道支援と紛争解決、あるいは平和構築の問

題がどのようにリンクするのか、いろいろと考えて

おられるなと感じました。最近、NGO の調査能

力や分析能力が非常に高まってきているのを感じ

ます。今の報告を聞いても、これからどのように

するのかということについて、いろいろな分析をさ

れつつあるように思います。となりますと、大学あ

るいは研究者のレベルと NGO のレベルとが、か

なり一体化してきているなと。それをどのようにダ

イナミックに進めていくのか。私たちが進めている

研究が非常に重要になるということを改めて感じ

させていただきました。

それでは次にインターバンドの松浦香恵さんに

お願いします。
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松浦香恵（インターバンド）

こんにちは。よろしくお願いいたします。インタ

ーバンドというNGOで今、事務局長代行をして

おります松浦香恵と申します。

パワーポイントを使って、少しインターバンドの

説明をさせていただきます。まずインターバンド

という団体は 1992 年に設立されまして、設立当

初から紛争、平和再建、平和構築というものを

謳いまして、1994 年にルワンダの大虐殺があっ

たことはみなさんの記憶にも新しいかと思うので

すけれども、そのルワンダの虐殺を契機に国民再

融和をテーマにしてプロセスを開始し̶̶これは

現在、タスクフォースという形で、アフリカ平和再

建委員会というNGO に引き継いだ訳ですけれど

も̶̶その後、98 年に民主化支援、それから今

回、選挙制度改革というものの一端として選挙管

理支援、そして最近では、本日のテーマでもあり

ます DDR̶̶DDR の中の R の部分なのですけど

も、除隊兵士の社会復帰プロジェクトというもの

に携わっております。

事務局スタッフとしましては現在３名で事務局

を展開しておりまして、無給およびインターンで

約 13 名の事務局です。それから海外事務所とい

たしましてはカンボジアのバッタンバン州とコンポ

ンスプータケオ州という所に、現地スタッフ約 10

名とプロジェクトを展開しているといった NGOで

す。

この中で DDRという言葉をご存知の方はいら

っしゃいますか。（挙手を求める）ありがとうござ

います。近年、非常に取りざたされている言葉

なのですけれども、何人かの方がまだご存知な

いということなので、今回、このシンポジウムを

きっかけにぜひこの DDRという言葉を知ってい

ただきたいと思います。言葉に表現されているよ

うに、元兵士から小型武器を回収する。これが

初めの Disarmament。小型武器を回収して破壊

し、兵士を除隊させて（Demobil ization）、そし

て一般市民として社会復帰させる (Reintegration)

というプログラム。これはセキュリティ確保の役割

も同時に果たすものです。この Disarmament、

Demobilization、Reintegration の頭文字を取っ

たものが DDRです。プロセスとしては破壊を行っ

て、その武器焼却や、武器回収と引き替えに農

具を与える。そして動員解除で、生活必需品です

とか、市民として生活するために必要なものを与

えて、最後に社会再復帰を促すための支援を行う

ということになっています。

この表は、私たちが平和構築支援をしていく上

で使用している表です。平和構築支援というもの

を「軍事的枠組み」、「政治的枠組み」、「開発援

助」、この３つで捉えた国際協力機構のアイディ

アを表す表です。この表の中で言いますと、DDR

の分野というのは、最初の「軍事的枠組み」の

中に従来扱われていたものです。成果国における

DDR、特に DDR の分野は PKO が主に取り組んで

いた分野で、これから話をするカンボジアも正に

1991 年のパリ和平条約を経て、UNTAC（国連

カンボジア暫定統治機構）の下で行われた 1993

年の総選挙を前にこの DDR が行われました。今

申し上げた自由で公正な選挙を行うためには、武

装勢力から銃を回収することは必須で、この DDR

がうまくいくことが、選挙が成功し、その後の民

主化の定着というものに貢献するという、正に重

要な岐路になっているということです。そういった

意味でこの DDRという分野は、紛争終結国が民

主的な道を歩むためにも重要なプロセスだと考え

られていました。

こういった中で、私たち NGO は、今までは PKO

ですとか、そういった軍事的部門の枠組みの中で

行われていた DDR に対して、NGOとしてどういっ

た支援活動・展開が可能なのか。そして、私た

ちのプロジェクトというものが、この DDR の分野
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においてどのように貢献できるのかということを述

べていきたいと思います。それと同時に、兵士が

社会復帰を果たすということ、プラスアルファどう

いったことが必要なのかということを、手元のレジ

ュメに簡単にインターバンドのプロジェクトの概要

について書きましたので、それをご覧になってい

ただければと思っております。

まず私たちが除隊兵士の社会復帰に乗り出した

背景には、大きく言って２つの理由があります。

まずレジュメにもありますように、戦闘によって被

害を受け、自らの手だけでは生活再建が困難な

元兵士に対し、開発支援のノウハウが生かされる

のではないかという視点。２つ目は小型武器の

生産や流通を規制する。つまり、現在、世界に

おいて、特に紛争国を中心にしてですけれども、

そういった世界の中で流通している５億丁もの銃

̶̶その中でも非合法に流通しているというのが

４割から５割と言われていますけれども̶̶そう

いった被害が拡大している中で、銃を必要としな

い状況、つまり銃を手に取って戦う以外の価値を

人々が見出さない限り、人々は銃を手放すことは

ないという仮説の基に、そのような戦闘状況を作

り出さないためには、人々が市民社会で満足した

生活を営めるような状況を作り出すということ。そ

ういった２点に私たちの活動の意義はあると感じ

ています。

これから私たちの方法について簡単に述べさせ

ていただきます。私たちは 20ドルの少額資金を

６か月与えまして、資金を提供するということ。そ

して、利益のお金や状況に合った起業を考えると

いうこと。つまり、元兵士というのは、カンボジア

の例では、ほとんど農地を持たないので、小規模

ビジネスによって副収入を得るというやり方。プロ

ジェクトの援助と共に考えていくというやり方を採

っています。

この方は 20ドルの少額資金で、自分が布づくり

もできるということで、そういった副収入も多いで

す。それから家畜ですね。家畜ではリスクの低い

家鴨ですとか、鶏ですとか、そういった飼育から

少しずつ豚などの利益の多いものにシフトしていく

ということ。そういったものを現地のカウンセラー

と共に一緒にやっています。この中でやはりカン

ボジアでよく見られる状況は、隣の家が成功する

とそれを真似てしまうという状況があるのですけれ

ども、そういったことではなくて、例えば、川に近

かったら魚捕りをしてそれを副収入にしたりですと

か、それから道の先に観光地があったら、そこに

人が通るのでオートバイ修理をしたりですとか、そ

ういった立地条件にあったビジネスを考えるという

ことを行っています。

こちらも、左側がオートバイを直しているところ、

右側は左足を無くしてしまった人が家の軒先で小

規模ビジネスをやっているところですね。兵士とい

うのはやはり戦闘の中で戦っていましたので、そ

ういった人たちが市民社会に戻るというのは非常

に難しいものがあります。ですから、仕事を通じて、

いかに市民社会の中で通常の人たちとどのような

コミュニケーションをとっていくかということ。それ

から右下の方になりますと、仕事への動機付けで

す。つまり地雷で脚を失ったけれども、仕事への

モチベーションが非常に高く、そういった意味で

生活再建が可能であるということ、そういった人

たちを中心にしています。

あとは、病気や身体に障害のあるという人たち

が非常に多いですので、資金以外に薬などを必

要とする兵士には、ローカルマネーという地域通

貨を使って、地域の薬屋などに協力を求めるとい

った試みをしています。

支援は兵士に限ったものではなくて、兵士に生

活再建能力ですとか、その意思が見られない場

合には、その妻や娘を積極的に支援活動に巻き

込んでいくことを活動の中に取り入れています。

この方は家でワインを作る起業をなさっている

訳ですけれども、兵士の能力に合わせて多角化

̶̶最初は小規模ビジネスでしたけれども、次第

に中規模ビジネスに移していって、そしてビジネ

スを多角化して、他の兵士との差別化というのを

行って、開発の視点をこういった兵士の社会復帰

に転用していくというプロセスです。

私たちの支援ではどうしても生活再建が困難な

ケースもあります。それはレジュメの「元兵士の

社会復帰を阻害する農村社会の現状」というとこ

ろに書きましたけれども、この兵士のようにですね、
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精神障害を伴ったケースです。その他にも戦闘の

中のトラウマでアルコール中毒に走ったり、それ

から子どもに暴力をふるったりといったケースもあ

ります。そういった二次的な被害を防ぐためにも、

そのような重度の兵士の支援は急務と思われま

す。

そういった中で、私たちの除隊兵士支援の意義

ということで３つポイントとしてまとめました。ま

ず、元兵士は一般住民と同様に戦争の被害者で

あり、戦争による心身の後遺症のある人も、支

援を必要としている人々であるということ。今まで

は兵士というのは戦争に加担する側ということで、

支援の対象とならなかった訳ですけれども、地域

のセキュリティ確保のためにも兵士の支援というの

は重要になってきたということ。それから２番目と

いたしましては、除隊兵士の社会復帰、自立を支

援するということは、紛争の再発を防ぎ、経済発

展にも寄与するということ。３つ目の視点といたし

ましては、除隊兵士の健全な社会復帰は、地域

の安全確保をもたらし、銃器の市民社会への流出

を防ぐということです。

除隊兵士支援の今後ということで最後にまとめ

てあります。私たちは今、カンボジアのバッタンバ

ン州、コンポンスプー州、タケオ州というところで

プロジェクトを行っている訳ですけれども、昨今、

除隊兵士支援というものについて、兵士を中心に

した、兵士のみの支援を行っていることにかなり

疑問視・問題視されるケースが多くなってきまし

た。というのは、もともと戦闘に加担していた者

のみを支援するということで、他の地域の人たち

とのバランスが崩れるのではないかということ。そ

れから除隊兵士であれば、支援金が得られるとい

うことで、偽の除隊兵士証明書を持ってきて、そ

してそれで支援を行ってしまうというケースが見ら

れるようになりまして、昨今はケア・インターナシ

ョナルとか、そういうところも始めましたけれども、

除隊兵士を含めたコミュニティ・デベロップメント

という形̶̶通常の人たちの中に兵士も含めてコ

ミュニティ・デベロップメントという形で開発支援

をしていくという視点にアプローチが移ってきてい

ます。

DDR を巡る昨今の議論といたしましては、最

近アフガニスタンで支援をされている方とお話

しする機会があったのですけれども、小型武器

を回収して、武装解除を行い、そして最終的に

社会に兵士を Reintegrateさせるということより

も、むしろ兵士が社会復帰できるという環境があ

ってこそ初めて、小型武器の回収及び武装解除

というのは進むのではないか。つまり、DDRじ

ゃなくて、RDD なのじゃないかという意見を言

っておられました。この２人の方はアフガニスタ

ンに関わってらっしゃるのですけども、中心的に

関わってらっしゃる方は、政治的にけじめを付け

る上でも、武装解除、つまり軍閥をいかに解体

していくのかということは、戦時から通常の市民

社会に戻す上で非常に重要なプロセスであるか

ら、やはりDisarmament Demobilizationそして

Reintegrationという説がある。その一方で、や

はり市民社会というものを構築していかない限り、

小型武器を回収するということは困難なのではな

いかという議論もあります。

それから私たちの独自性といたしましては、先

日も発表する機会に恵まれてお話したのですけれ

ども、小さな村でやっているプロジェクトで、そこ

だけのケースをとってどうなるのかというお話をさ

れたのですけれども、そうではなくて、やはり除隊

兵士支援をするということがやはり通常の生活に

いかに兵士を戻していくか、つまり銃を取らない

社会をいかに作っていくかということで、不法取

引というものを最終的に規制させていくという、そ

ういった私たち NGO の持つ力としては、ネットワ

ークを強めていく上では、小型武器回収活動とい

うのは特に重要になってきていると思います。

2006 年の武器禁止条約の締結に向けて、様々

な NGO がキャンペーンをしていますけれども、こ

うした私たちの除隊兵士支援をきっかけにして、

こういった条約に結実させていくということ、そ

ういった成立に結び付けていくということこそが

NGO の強みである。つまりネットワークですとか

キャンペーンを展開していくことで、将来的に小

型武器の不法取引というのも根源的に絶っていく

という、そういった活動は非常に重要なのではな

いかと思っています。
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以上です。

児玉克哉（三重大学）

ありがとうございました。戦争が終わっても、戦

争の傷跡はすぐには癒えないということで、それ

をどのように解決していくのか。非常に考えさせら

れる問題です。紛争という時にも、予防から始まり、

その紛争をできるだけ早く止めさせる、そしてそ

の紛争が終わった後にはどのようにコミュニティを

再形成していくのか。総合的に考えていかなけれ

ばならないということを、改めて考えさせられまし

た。

それでは次に JEN の木山啓子さんにお願いしま

す。

木山啓子（JEN）
おはようございます。JENという団体の事務局

長をしております木山と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。JEN は、日本緊急救援 NGO

グループ、Japan Emergency NGOs の「J」「E」「N」

をとりまして JENですけども、名前が長くてなかな

か覚えてもらえないということで、改名して JENと

いうふうになりました。私は前のお２人よりも、も

っと現場の現場の話をさせていただきたいと思い

ます。

JENで平和構築のプロジェクトと言えるものは２

つあります。ひとつは 1994 年にセルビア－モン

テネグロ、当時、新ユーゴスラビアと呼ばれてい

たのですけれども、そのコソボとモンテネグロ以

外の全土で行った平和教育のプロジェクトです。

それは小学生を対象に平和教育のプロジェクトを

行ったのですけれども、今日はもうひとつの方の、

ボスニア－ヘルツェゴビナで 1996 年から計画を

始めまして 97 年から実行したプロジェクトについ

てお話しさせていただきたいと思います。

「平和構築」「平和構築」と言いましても、じゃ

あ一体平和構築すべき「平和」って何なのかと

いうのはすごく難しいですが、平和をイメージす

る前に、その平和構築がどうして必要であったか、

どんな紛争状況であったのかということをお話し

たいのです。

ボスニアは激しい戦闘があった地域がたくさんあ

りまして、例えば JENで働いてくれていた現地ス

タッフの１人なんかも̶̶みんな兵士だったので

すね̶̶ある日、前線を奪回するために部隊で潜

伏していたのが、ある日も戦闘を行った。その日

は朝、山を出る時、山の天辺から山の下まで前

線を挽回するという作戦だったそうですけれども、

朝出る時は 200 人いたのだそうです。で、山の

ふもとに着いた時には全部で８人になっていたそ

うです。そういう厳しい、激しい戦闘を繰り広げ

ながら行われた４年間続いた戦争が、ボスニアで

した。92年から始まった戦争だったのですけども、

95 年の 12月に和平条約が調印されまして、戦

闘は終結しました。黄色と緑とに色分けさせてい

ただいているのですが、緑の方がムスリムとクロ

アチアの連合地域、黄色の方がセルビア人地域

です。で、民族の三つ巴の戦いと言われていた

のですけども、クロアチア人、セルビア人、ムスリ

ムの人たちの民族紛争と呼ばれていたものです。

実際、民族同士の軋轢がすごく大きかったのです

が̶̶矢印がたくさんあるのですけれども、セル

ビア系住民は青、緑がムスリム系住民で、クロア

チア系住民が赤で示しているのですけれども̶̶

つまり、セルビア系住民は戦争の後セルビア人地

域に逃げ込んだ。ムスリムやクロアチア人たちは

ムスリム、クロアチア人地域に逃げ込んだというよ

うな状況です。もちろん残っていた人もいまして、

その人たちは住み続けていたのですが、戦闘によ

って、迫害を恐れて、敵地域もしくは少数派地域

だった所から多数派地域にみんな移動を行いまし

た。

そういう背景があるのですが、ボスニア自体

350 万人とも言われる国なのですね。そうすると

国土も小さいし、人口もかなり少ないということで

̶̶旧ユーゴという国が６つの共和国に分かれて

しまったのですけれど、戦争前は国全体で機能し

ていたので、国同士の断絶が行われてしまうと、

なかなか経済なんかも再発展していかないので

す。例えば、薬品会社ひとつを取ってみても、ク
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ロアチアの薬品会社とセルビアの薬品会社とスロ

ベニアの薬品会社とでそれぞれ作っている薬が違

う。現実にそうだったのかは分からないのですけ

ども、例えばクロアチアでは風邪薬、セルビアで

はおなかの薬、スロベニアでは痛み止めとか。そ

のように場所によって役割が違って、みんながひ

とつで機能していたというような所なので、それを

まず回復していくために、復興のために平和構築、

つまり民族共生、もしくは和解が必要だということ

で、民族共生が急務となっていたと考えています。

これは Peace Building のプロセスと呼んでいるの

ですけども、最初は Reconciliation、和解のプロ

ジェクトって言っていました。ただ、なかなか和

解が進まない中で、和解するというのは、確かに

殺し合った人たちがすぐに何かのプロジェクトで和

解するというのは難しいのではないか。当時、こ

の事業を一緒にやっていた UNHCR の方針転換も

ありまして Coexistence、民族共生のプロジェクト

にしていこうと方向を転換していきます。つまり、

気持ちが一緒にならなくても、一緒に住むことを

なんとか始めていこうということでした。

これを振り返ってみますと、４つの段階に分か

れていたと考えています。４つの段階とはどういう

ことか、細かくお話しいたします。

フェーズ１なのですけれども、ひとつのスライド

に入らなかったので２枚になっていますが、実施

は 97 年から 98 年です。96 年から計画を始めま

したが、まず 96 年に私たちが平和構築のプロジ

ェクトをやろうと思っている、Reconciliationをや

ろうと思っていると言ったら、同僚の戦闘をしてい

たナショナル・スタッフが「あなたたち、頭おかし

いです」って言われたのですね。「東ボスニアで

あんな戦争が繰り広げられた私たちが和解できる

と思っているのですか」と言われたのですね。でも、

私たちはよそ者だったので、「やれるのじゃないで

すか」と。この国が民族同士が一緒にならないで、

どうやって発展していくのだということで計画を始

めましたが、かなり緊張が高かったです。で、境

界線を越えて行き来することがものすごく心配なこ

とだったのです。一応、デイトン和平合意によっ

て、行動の自由 f reedom of movement は保障

されると言われていましたけれども、実際にはチェ

ックポイントがあって、身分証明書の検査があっ

て、そこで迫害が行われるようなことがたくさんあ

りました。ですからチェックポイント、自分が少数

派になってしまう地域に行く時には、人々はものす

ごく恐れていたのですね。その境界線を IEBLって

いうのですけれども、 Inter-Entity Boundary Line

̶̶日本語ではたぶん “実体間境界線” とかって

呼ばれていたと思いますが、ここでは IEBLと言わ

せていただきます。IEBLを越えて、向こう側に行

って、無事に帰ってこられるかどうか分からないと

いうことで、 IEBL を越えて安全に帰ってこられる

場所があるのだ、つまり境界線の向こう側にいる

人たちも自分たちと一緒に何かやっていける人な

のかもしれないということを再び思い出してもらう

ものでした。

ただそれだけと言っても、参加する人たちのイメ

ージが沸きにくいので、異なる民族の人々が単発

のイベントに一緒に参加してもらうということを計

画しました。ですけれども、大人同士だとまたケ

ンカしてしまってはいけないので、戦闘中、隣同

士で顔も知っていた人たちが戦い合ったというこ

となので、小学生を対象に絵画とポスターと詩と

チェスのコンテストをするということになりました。

前もって集めていた絵画を、境界線のこちら側と

向こう側で、１日ずつコンテストをする。そして

２日目に両方の勝者を決める。両側から集めて

いたので、集まった全ての中から１位を決めると

いうものだったのですね。たまたま絵画とポスター

と詩と、コンテストの１位の人たちがそれぞれの

民族から出たので、わざとじゃないのですけども、

平和構築としても良かったと思っています。その
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時に小学生に、境界線の向こう側に移動してもら

って、２日間やりました。当時、9.11 前だったの

で、国連の白いバスに乗っていくと襲われないと

いうのがかなりはっきりしていたので、UNHCR の

バスを借りまして IPTFという国際警察組織が護衛

して、サポートしてくれました。で、みんなが参加

できるように、コンテスト形式にしました。実際に、

無事に帰ってくるということで、信頼醸成につなが

ったと思っています。

フェーズ２なのですけど、２週間のコースやサ

マーキャンプに一緒に参加してもらうということを

やりました。コンピューターコースなんかをやった

時にも、ムスリム、セルビア人、ムスリム、セル

ビア人と隣同士に互い違いに座ってもらってコン

ピューターコースをやる。そうするとコンピュータ

ーのコースなので、ちょっと判らないことがあると、

必ず隣の人同士で相談し合うということで、結構

話はできて、休み時間もみんなでコーヒーを飲み

に行くということなどもしていました。

これは一定期間、同じ活動を一緒にすること、

それからその人たちが友好関係を発展させること

が目的だったのですけれども、特にその地域のリ

ーダー的存在の人たち、それも平和構築もしくは

民族共生に理解のある人たちに参加してもらうよ

うにしました。それで参加する前に、このコース

が終わったら地元に戻って必ず民族共生の話をし

てください、民族共生をプロモートしてくださいと

いうことを約束していただきました。とにかく戦争

後、失業率が何十％か数えるのも難しいけど̶̶

なぜかみんなが 70％と言っていたのですけれど

も、ほとんど働く場所がないので、コンピュータ

ースキルを持っているというのはすごく良いことだ

ったのですね。ですから参加したい人たちは熱心

に参加します。それも約束を守って、地元に戻っ

たら必ず相手側の人たちと仲良くやっていた話を

していただくということをやりました。これも２週

間、相手地域のコンピューターコースに通ってもら

うので、今回は普通のバスだったのですけれども、

IPTF に護衛をしてもらいました。実際にこの人た

ちが地元に戻ってから、どんなに普通だったのか、

IEBL の向こう側に行っても迫害されないで、地元

の人たちと、元々戦っていたはずの人たちと一緒

に仲良くお茶を飲むことができたかっていうことを

話してもらうことによって、「明日も行くのだったら、

昔、友だちだったあの人の様子を見てきてくださ

い」とか「今は怖くて戻れないけれども、破壊さ

れているという噂の自分の家を見に行ってくださ

い」というようなこともありました。

フェーズ３は、1999 年くらいから始まったので

すけど、これはもう実際に少数派が定期的に IEBL

を越える。最初は単発の１、２日のプログラム。

次は２週間。次は何か月のスパンで、定期的に

取り組む。それから、実際に利益を生み出す行

為を一緒にやってもらうということで、協力関係を

更に強めてもらうというものでした。直接の受益

者は収入向上事業、今回は養蜂をやったのです

けれども、蜂蜜づくりを一緒にやる意欲のある人

たちに参加してもらってやりました。職業訓練コー

スをまず最初に、３か月くらいのコースを一緒に

やって、それから蜂蜜づくりに励んでもらうと。直

接、蜂蜜づくりだと、圧搾機とか大きな機械が

たくさん必要なのですけれども̶̶巣箱は１人に

２、３箱とかあげられるのですけれども、圧搾機

は１人に１台あげても無駄なので、みんなで共有

してもらうということになりました。

最後は、せっかく作った養蜂の技術とその協力

関係をそのまま続けてもらうシステムを作る、共

同事業を継続させるシステムを構築して、その維

持をしてもらうということをやりました。つまり、私

たちよそ者が関わらなくても、利益のためでも何で

も良いので、一緒に働いていくということを自分た

ちでやる。で、実際には民族共生の養蜂組合を

設立してもらって、それは自分たちで運営してもら

うことにしました。これは実際に養蜂組合のマネ

ジメントもやるための、マネジメントチームのトレ

ーニングコースもやりまして、自分たちで運営して

いけるようにしました。特にその事業を成功させて

もらうように、訓練でよくやれた人、もしくは成績

でね、巣箱をもらえるとかそういうことでモチベー

ションを高めるように努力しました。

この事業自体はかなり成功したと考えているの

ですけど、環境としていくつか成功の要因があっ

たと思います。この環境の中のひとつは、和解す

るべき対象が明確であった。この場合は東ボスニ
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アということで、はっきりとムスリム、もしくはムス

リムとクロアチアと対セルビアの和解だったので

すね。ですから、その両者がはっきりしていたこ

と。それから、ムスリムとセルビア人なのですけ

ど、使っていた言語は同じでした。ですから、ひ

とつの活動を一緒にやってもらうというのがとても

やりやすかった。もちろん他にも、今まで一緒に

住んでいた人たち同士が戦争になってしまったの

で、文化的背景もかなり近かったのです。宗教的

行為はそれぞれ違うのですが、その他の部分はほ

とんど一緒だった。だから、成功の要因のひとつ

でもあると思います。

それからやはり、治安がかなり確保されていた。

確かに緊張はすごかったですけれども、戦闘がは

っきりと終結していて、その先にいつどこで何があ

るか分からないというよりは̶̶例えば、ちょっと

元敵側の警察に引っぱられてしまう、ちょっと痛め

つけられてしまうかもしれないけど、ちゃんと国連

に言って、それなりの手続きをすれば、返しても

らえることの方が多いという程度には治安が安定

していた。それから、これは 97 年から 2000 年

まで間のプロジェクトでしたので、その間にだいぶ

全体経済状況が向上したのですね。つまり、ボス

ニア、旧ユーゴスラビアっていうのは相当の支援

が一時期に入りましたので、他の人たちからの支

援もすごく効果を上げていた。サラエボなんかは

“援助団体銀座” と呼ばれたくらい、他の援助団

体も一緒になって支援をしていたので、生活も少

しずつ向上していったということも要因のひとつだ

と思います。

それからやはり歴史的なしがらみが少ない日本

の団体、第三者が関与できた。たまたまだった訳

なのですが、ボスニアの中のムスリム側とセルビ

ア側とに対して、日本というのはお互いに、どち

らにも味方と思える人たちだったということもあり

ます。

それから戦争中に被害を受けた酷さも、等しく

酷かった。例えば、片側だけがあまり戦争の被害

を受けなかったということだと、なかなか意識も

共有しづらいと思うのですけれども、さまざまな意

味で感情の背景が似ていたのだと思います。

事業の計画の部分での要素もいくつかあると思

います。それは、とにかく共通の利益に重点を置

いたということと、それから参加したことの意味を

すぐに感じられる、「あっ、この事業に参加して良

かったな」とすぐに実感できる利点があったという

ことです。それから参加している人たちだけでは

なくて、周りに影響力を及ぼせるような、コミュニ

ティに影響のある参加者を特定できたということも

あると思います。

これは他の地域になんとか生かせないかと、い

ろいろと考えてみたのですが、環境の部分では私

たちが変えられる部分はかなり少ない訳なのです

ね。例えばアフガニスタンや今のイラクで、なん

とかできないかなとは思うのですけれども、環境

の部分で関われるのは支援を投入すること、つま

りこの平和構築のプロジェクトだけじゃなくても良

いのですけれども、生活の実感として状況が好転

していると感じられるための支援をする。それから

第三者である̶̶日本が第三者ならばなんですけ

れども、第三者が仲介に入るということです。そ

れから事業に関する要素では、実際に使えるもの

もあると考えています。全ての支援の状況はそれ

ぞれ個々にユニークなのですけれども、できる限

りこの経験を生かして、他の事業にも使っていき

たいと思います。

96 年の計画段階以来、JENではこういう、なる

べく平和構築に資するようなプロジェクトをしたい

ということで、活動してきました。なるべく平和を

意識できるような事業にすること。それも、状況

によってはなかなか難しい。解決方法を今日はみ

なさんと一緒に考えていきたいと思います。よろし

くお願いします。

児玉克哉（三重大学）

ありがとうございました。

ユーゴスラビアの紛争の研究で、ヤン・オーグ

ウェルという研究者がスウェーデンにおります。彼

が非常に憤慨していたのは、空爆する時には大き

な予算を使って簡単に破壊するのに、それを復

興する時には本当にお金が出てこないということ
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です。それを含めて、復興をどのように行ってい

くのか。国があまりやってこなかった部分を、今

NGO がいろんな形でやっているということになる

のかもしれません。

それでは次に JVC の高橋さんに報告していただ

きたいと思います。

高橋清貴（JVC）
みなさん、おはようございます。日本国際ボラ

ンティアセンター、JVCで調査研究を担当してい

ます高橋です。

今日は、いろいろな話をしますが、事例とし

てはパレスチナの話をしたいと思っています。映

像等をお持ちしたので、準備する間に、ちょっ

と JVC の団体の紹介をさせてもらいます。JVC は

1980 年に作られてから、もうかれこれ 20 年以上

活動しています。で、活動地も結構多岐に広がっ

てきまして、アジアからアフリカのソマリアやエチ

オピア、南アフリカでも活動を展開し、最近では

91 年の湾岸戦争の前後から中東でも活動してい

ます。それで、振り返ってみると JVCも結構、紛

争地で活動をしていることが分かります。先ほど

PWJ の方のコメントの中にも、「うちは平和構築と

違う」という話がありましたけど、JVC の中でも「平

和構築はこれだ」というはっきりしたものは正直な

いのだけれど、その概念や考え方は大事だと思っ

ています。むしろ、これから日本の中で平和構築

という、ある種これは輸入された言葉だと思うの

ですけども、これをどうやって日本の中で位置づ

けるかということが大事であり、そのことを市民と

共に一緒に考えていくプロセスが大事だと思って

います。私の、すなわち調査研究という立場は、

JVCでの役割としてまさしくそこにあって、緊急救

援の活動を一方でしながらも、カンボジアで復興

から開発までかれこれ 20 年以上やってきていて、

そこに「平和構築」のあり方を考える上で貴重な

教訓がたくさんあると考えています。例えば、カ

ンボジアでは、難民救援から徐々に復興・開発と

いうフェーズに移っていき、カンボジアでの現在

の活動は農村開発が中心です。しかし、そこには

日々の暮らしの安全という一貫したつながりがあり

ます。

JVC の活動の中には開発と緊急とが切れてしま

う場合もあります。例えば、今日お見せするパレ

スチナとかアフガニスタンやイラクでは、緊急援

助活動と復興・開発の活動を断続して行わざる

を得ない状態にある。そういう状況の中でつなぐ

ものって一体何だろう、政治情勢に惑わされずに

どうやって継続性を持たせることができるのかとい

うのが、正直まだはっきりしていないが議論が必

要なところです。これは、平和構築を議論してい

く上での、ひとつの大きなポイントだと思うのです

ね。ギャップという話なのですけども。ポイントは、

単純な時間的な流れに生まれるギャップだけでは

ないということです。緊急救援があって、その後

に徐々に徐々に復興に向かっていき、その後開発

に進むという単線的なシナリオは描けなくて、そ

こで生じる援助スキームの違いという問題ではな

い。実はもうひとつ、様々なレベルの関係アクタ

ー間のギャップ、すなわち縦のギャップがあり、こ

ちらの方が深刻です。

JVC は NGOとして現場で活動をしていますけれ

ども、それは草の根レベルでの活動です。そこか

ら見えてくるのは、一般に言われていることと違

う。例えばカンボジアですと、91 年の和平協定

ができて、それがすべての始まりであるように見

えます。その前から活動していた JVC は、91 年

の和平協定があっても、必ずしも草の根レベルの

人々に平和が来る訳じゃないってことは、はっきり

言って分かりました。実際、その後 97 年にクー

デターが起こる訳ですけれども、その間、農村の

人々はポルポトの残党が残っていたこともあって、

本当に平和じゃなかったのですね。97 年にクーデ

ターがあって、二首相制に収拾がついてようやく

安心したっていうのです。夜も町に出て行けたり、

それから農村においては、いわゆる長期的な投資

̶̶例えば、ため池を村で作るとかですね̶̶を

するようになった。そういうことが 98年頃から徐々

に始まるようになったのです。いわゆる人々にとっ

ての「平和」というのは、政治的なレベル、すな

わち和平協定とかで決まるのではなくて、日々の

暮らしを安心して営めるかと見た時には、そこに

は時間差、すなわちギャップみたいなものがある
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ということが JVC がカンボジアで教訓として学んで

きたことです。

今日、私の前に話してくれた３人の方々は緊急

救援がご専門で、そこから「平和構築」のことを

考えてらっしゃる方々で、お話はそうして言うと大

体できるだけ非政府的な部分に焦点を当てる方

向になる。つまり、インターバンドの松浦さんだっ

たら例えば Reintegration 社会復帰を対象にして

コミュニティ・デベロップメントを対象にしたみた

いなことをおっしゃる。それから JEN の木山さん

は民族共生という話をされた。いわゆる和解とい

う、対立している部分を直面しなきゃいけないと

いう話よりも、むしろとにかく一緒に住んで暮らし

てみることを提案しています。つまり、政治的なと

ころを落としていこうとお話をされていると思うの

ですね。

今日、僕は、JVC は緊急救援もやっていますけ

ども、むしろ逆に開発の方から緊急救援の活動を

見て、みなさんとのコントラストを描き出してみた

いと考えています。異なる視点から「平和構築」

をどう考えたらよいのかという話をしたいと思いま

す。

それで、さきほどのギャップの話を思い出して

下さい。今日お見せするパレスチナもそうなので

すけども、緊急援助にしろ、開発にしろ、私たち

の活動だけでは、一向に状況は打開しない。本

当に安定した生活は訪れない。つまり何かってい

うと、政治レベルの話っていうのは、どうしても平

和づくりに欠かせないのですね。一所懸命、草の

根でやりますけども、それだけでは必ずしも平和

は来ないという現実です。時間の流れの中で活

動の一貫性を図る横のギャップの解消に努力して

も、平和を本当に作るのであれば、政治と草の

根の連携、つまり縦のギャップにどうやってアプロ

ーチするのかが大事だと思うのです。私は、ここ

が日本の平和構築議論で一番弱いところだと思っ

ています。私自身というか、JVCも含めて多くの

NGO には「アドボカシー」とかを「政治的な活動」

と言って拒否するところがあるのですね。これは、

いわゆる援助そのものが、いわゆる「脱政治化」

というか、「非政治的」であるということによって、

他国や人々の暮らしに介入していく現実の一面に

目をつぶっているところがあると思うのです。ある

いは、「NGO は非政府」ということを、「政治から

自由」という行動の可能性の価値で理解するので

はなくて、「NGO は非政治的存在なので安全」と

いう一種のお守りのように使っているのです。これ

は日本の長い、いろんな平和運動も含めて、いろ

んな社会運動の歴史に対する一種の政治的アパ

シーみたいなものがあり、広く支持を得たい NGO

は政治を語るのを自粛するのだと思います。実は、

平和構築を議論するとき、そこが今、結構大事

なポイントとして問い直されているのだと思うので

すね。開発から平和構築に歩み寄った NGOとし

ては、平和構築の政治的な部分をどう見るかとい

うことが気になるのです。

レジュメに平和構築を政治的に見た場合の基本

的問題点を書いてあります。特に 9.11 の後の国

際情勢というのが変な方向に進んでいるとか。「平

和構築」は、言葉は取りざたされるけれど、むし

ろ本質的にやりづらくなってきている状況になって

きています。政治的な部分に私たち市民が、声

を届かせづらくなっているというのが最大の懸念

です。

それから、これは日本の問題として指摘してお

きたいのですけれど、どうも今の平和構築議論は

「何をする」「何を作る」ということに焦点が当て

られ過ぎています。平和づくりにプラスなのは何

かを議論するのは大切なことです。ただ、あまり

に大きくそちらの方に振れてしまって、何かを傷

つけない、何かを崩してはいけない、という行動

の原則みたいなもの。その一線は踏み越えちゃい
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けないという最低限の原則についての議論が疎か

になっていないでしょうか。守りと攻めというのは

一種のバランスみたいなものがあって、平和を作

る時に一体何を守って、何を攻めるのかを考えな

ければいけない。多分、みなさんはもう想像着く

と思いますけど、日本の平和憲法を蔑ろにしたり、

自衛隊という軍隊が人道支援をやることは、やっ

ぱり踏み越えちゃいけない一線を越えているので

すね。

それから３つ目は、これは正当性問題と言って

いますけど、平和の担い手は誰なのかということ。

誰が平和を作るのかという問題です。平和構築を

実践するのは、他国に「積極的な介入」をする

ことです。つまり、私たち外部者が「平和」とい

う目的のために介入をするわけですが、本当の平

和は誰によって作られるのかということを考えて、

そこにおいて私たちができることは何かを考えな

ければいけない。活動の正当性は、誰によって

担保されるのかを考えていかなければならないと

思っています。

レジュメに「構造問題」について書きました。

これは、平和構築ということをやっぱり構造で考

えていきたい。開発 NGO から言うと、貧困や社

会的不公正を解決しなければ、恒常的な平和は

訪れないと思うのです。そういう意味で、構造問

題というのは平和構築の大事なポイントです。特

に今考えてみたいのは、グローバルレベルで、平

和を脅かす構造がどうなっているのか、それに対

してどのような行動を起こさなければならないの

か。

まず、国際的な枠組みの信頼性というのが、今

失墜し始めている感じがします。これは国連に対

して米国が、自国の意に沿わないと言って批判し

ているからではあります。しかし、例えば紛争ダ

イヤモンドの話を考えてみれば分かります。本当

に国際的な枠組みが失墜していれば、ダイヤモン

ドを巡ってアフリカで紛争が起こっている問題をど

う解決すれば良いのでしょうか。こういう管理の行

き届かないダイヤモンドの規制は、国際的枠組み

で管理するしかないでしょう。国際的枠組みの信

頼性を疑っていたら、グローバルな平和構築をど

うつくっていけるのでしょうか。

それからもうひとつ、「ミレニアム開発目標

（MDGs）」と唐突に書きましたが、これは 2000

年に１日１ドル以下という貧困で生活している人

の数が今約 12 ～ 13 億、５人に１人いると言わ

れていますけれど、これを 2015 年までに半分に

しようという国際的な合意を指します。この「ミレ

ニアム開発目標」、特にアフリカ中心に貧困層が

多い訳ですけど、これの達成というのが今かなり

危ぶまれてきています。そして、危うくしている原

因のひとつが 9.11 なのです。

日本など援助先進諸国がどのように援助資金を

配分しているかを考えてほしいのですけど、例え

ば去年 10月 23日のイラクの復興会議で、日本

は無償資金協力で 15 億ドル、約 1600 億円をイ

ラク一国に一年間配分すると決めました。これに

円借款を加えて４年間で 50 億ドルの ODAを配

分するという話です。その前年には、日本はアフ

ガニスタンの復興援助に ODA の配分を集中しま

した。しかし、あまりに米国やメディアが注目す

る国や場所に集中しすぎではないでしょうか。忘

れられたアフリカでは、貧困や紛争でどんどん人

が死んでいっているのです。例えばコンゴでは、

1998 年から 2001 年まで内戦で 300 万人の人が

死んでいる。それから、BBCで特集していました

が、2010 年にはボツワナという国は高いエイズ

の感染率のおかげで国が消滅するというショッキ

ングな報道をしていました。つまり「援助」という

もの、特に日本の ODA は、極めて政治的な思惑

で配分されていくようになっているという事実を踏

まえる必要があります。

それから３つ目、武器の管理や軍事費の問題。

世界の軍事費はどんどんと増えています。小型武

器については、さっき松浦さんがおっしゃっていま

したけど、まだ完全にコントロールできている訳で

はありません。

こういった問題を差し置いておいて、私たち

NGO が草の根で、現場でひとつひとつ活動する

ということは、それはそれで大切なことですけども、

やはり同時にこういう問題にも取り組まなければい

けないということを強く思います。今、日本では

人々が集合して社会を変えていくという運動に距

離感を感じる人が多いようですが、社会運動とし
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てきちんと声を上げなければ、こういう構造的な

問題はやっぱり解決しないのではないでしょうか。

現場でこつこつと活動をしながらも、より良い社

会をつくるためには、どうやってそうした社会運動

と連携していくのかということをこのところ考えて

います。

次に、私なりの「平和構築」の考えを述べます。

この概念自体は相当に広く、観方や期待感によっ

て色々なことを込めると止め処なくなってしまいま

す。ですので、JVCというか、「開発」をやる人

間の側から見た場合の、いくつかのポイントを話

します。この定義をみなさんに押し付けるつもり

は全くなくて、あくまで私自身がこういうふうに思

っていますよということです。

ひとつは、手段としては「非暴力」であるとい

うこと。いわゆる治安確保のためには、ある程度

の武力行使は仕方がないという意見を持つ NGO

もいるかもしれませんが、私たちは活動の原則と

して非暴力を徹底したいと考えています。

２番目は、平和構築は長期的に取り組まれな

ければならないということです。先ほどの時間軸

上でのギャップの話をしました。JVC はカンボジア

で 20 年以上、南アフリカもアパルトヘイト以前か

ら活動しています。そして、今でも、それらの国々

に関わっていて分かるのは、平和を脅かす問題が

その時その時に色々と出てくるのですね。カンボ

ジアで言えば、最近は貧富の格差というのが大き

な問題。森や水の資源を巡って、外国民間企業

と住民との間の武力衝突みたいなものを起こし始

めています。武力衝突になっているところもある。

これは戦後の小型武器の回収がきちんと行われ

て来なかったからということもあると思います。一

方、長期的に関与するというのは、それはそれで

また難しい問題を孕んでいます。どこまでやれば

良いのだろう、平和構築の終わりはどこにあるの

だろうという問題です。これを考えるポイントのひ

とつは、現地の人のオーナーシップだと思います。

これは、先程の縦のギャップの話につながるので

すけども、緊急救援は最も脆弱な人々をターゲッ

トに、どうやって支援を届けるのかという発想をし

ますね。しかし、徐々に現地の状況を理解してい

くと、むしろ脆弱な人々よりはそこでのリーダー的

存在、いわゆるトップと草の根の中間にいる人た

ちをどう引き込んでいくかということの重要性に気

づきます。いずれにしても、コミュニティという地

域自治がどのようにつくられていくのか。また、そ

れに地元の人々がどれだけ主体的に参加している

のかというのが欠かせないと思います。

少し飛ばします。そういう問題意識から見て、

日本の NGO は今どういうところにあるのでしょう

か。日本の NGO の現状を少しお話しすると、国

際協力として活動している NGO は約 400 団体あ

ると言われています。これは全然多くないですね。

海外なんかでは万単位でありますから。扱ってい

る金額は総額で約 150 億円。日本の ODA は約

1 兆円ですから、これは 60 分の１くらいしかな

いですよね。この比率は、例えばアメリカだと 3.6

対１とかもっと小さくて、それなりに NGO がやっ

ぱりインパクトを持つセクターとして位置付けられ

るのですけど、日本の場合ははるかに少ない。有

給職員にしても 2400 人しかいない。これは例

えば、OXFAM みたいな有名な NGOだと、本部

に 700 人とか 900 人とかいたりする。SAVE THE 

CHILDRENアメリカなんかだったりすると 1200 人

くらいいたりするということで、日本 NGO 全体が、

ひとつの国際 NGOと同じ規模だということです

ね。ボランティアを含めてようやく28 万人です。

こういう状況の中で今、どういうふうに日本の

NGO は議論されているかというと、２つの方向性

があります。ひとつは、各 NGOが規模を拡大する。

単独でのスケールアップという話ですね。しかし、

これは気を付けなくてはいけないのは、増員する
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ためのお金をどう確保するかというところで、政治、

特に政府のお金にある程度期待するという状況が

生まれることです。もうひとつはネットワークです。

自分のところだけでは規模は小さいけれど、でき

るだけネットワークを組んで、規模の大きな問題

にも効果的に対応しようということですね。これに

も２種類あって、ひとつはセクター毎に、保健な

ら保健、教育なら教育の活動をする NGO 同士で

ネットワークを作っていくやりかた。もうひとつはイ

ンター・セクターというかですね、セクターを越え

てネットワークを作っていくという形ですね。緊急

援助の場合はどうしても必要としている人に対し

て何かを提供するという側面が強いのですが、今

後は徐々に徐々に住民参加のエンパワーメントや

アドボカシーで政治的な課題へのチャレンジなど

にも、平和構築をネットワークの共通テーマとして

一緒になって取り組んでいけるようになればと思い

ます。

しかし、先ほどから述べている 9.11 の後の新し

い情勢の中で、どういうふうに日本の NGO が反

応しているかということを考える上で、ひとつの参

考例としてアフガニスタンで最近起こっていること

PRT（Provincial Reconstruction Team －地域復

興チーム）の問題を考えてみたいと思います。こ

れは、国連によって裏付けられた ISAF は、カブ

ール周辺でしか治安活動を行っていませんから、

米軍が地方の治安維持を復興とセットでやろうと

始めたものです。ただ米軍の真意は、アフガニス

タンで続けているテロ掃討作戦を如何に効果的に

行うかという狙いもありますので、PRT の活動は、

軍と NGOの境界をより曖昧にするという問題を孕

むのです。

この PRT に対する NGO の反応なのですけど、

ACBARというアフガニスタンの NGO ネットワーク

の担当者から聞いた話なのですが、大きくは３種

類に分かれるそうです。ひとつは、PRT 問題は、

いろんな意味で NGO 活動に影響を与えるから積

極的に提言していこうと考えるグループ。それか

ら、これは多分一過性の問題だから、米国の今

度の選挙が終わるまでの問題だから、特に気にす

る必要はない。事が収まるのを待とうよというグ

ループ。最後に、米軍といえども復興の資金をそ

こに大量に注ぎ込むので、これをビジネスチャン

スとして、もっともっと PRTと一緒になって援助事

業を展開していこうというグループです。最後の

グループには、やるせないものを感じますが、果

たして日本の NGO はどのグループに属するのでし

ょうか。

最後にパレスチナの写真を何枚かお見せしま

す。パレスチナ問題については、すでにある程度

の情報はみなさんも共有されていると思います。

1947 年の国連総会での分割決議案、ここから発

端があるというふうに言われています。長い歴史

のある紛争問題です。JVC は 92 年から援助を始

めています。オリーブの植林ですとか、地域医療

ですとか、平和教育ということをやってきました。

これは有名なジェニンの難民キャンプです。テ

ロリストがいるといってキャンプ全体をイスラエル

軍がブルドーザーで壊した時の写真です。関西で

の大震災のような状況ですね。イスラエルのパレ

スチナ対策というのは非常に組織立っていて、交

通、コミュニケーションを寸断することでイスラエ

ルに入ってくるのを制御しようとしています。例え

ば、主要な道路に大きな穴を掘っておいたりする。

そうすると限られた数のチェックポイントを通らな

いといけなくなりますから、時間がかかって行き

来がしづらくなったりするのですね。しかし、パレ

スチナの地域というのは国内は貧困状態で、例え

ば高度医療に関してはイスラエル側に行かないと

受けられないという場合もあります。そういう外部、

特にイスラエルへの依存状況にあるので、医療や

就職、雇用の面、経済的な面で実質的にイスラ

エルのコントロールを受けることになってしまうの

ですね。そこまでだったらまだ理解できるのですけ

ど、そこに自爆テロへの恐怖ということがあります

から、イスラエル軍は救急車が通ろうとしても、こ

れにテロリストが隠れているのではないかというこ

とで、発砲するのです。実際に 2000 年の９月か

ら 2002 年の４月までに、救急車に発砲した事件

は 180 件以上に上ります。

紛争はパレスチナ側への影響が大きいですが、

イスラエル側へもないわけではない。まず、軍事

予算を回さざるを得ないということがあるでしょう。

福祉予算が 25％カットされています。
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JVC はそういうパレスチナ紛争において、植林

や医療活動のほかに政権や一般の人々に訴える

アドボカシーを行ってきました。新聞広告を作っ

たりもしました。これはハーレツというイスラエル

のリベラル系の新聞ではあるのですけれども、ポ

スター広告です。下に３つの団体の名前が書い

てあります。JVCとイスラエルの PHR、それか

ら UPMRC̶̶これはパレスチナ側の医療関係を

やっている NGOです。ポイントは、このイスラ

エル側の NGO の PHR － Physician for Human 

Rightsという団体です。イスラエルの人でも、お

医者さんたちは、救急車を攻撃したりするのは国

際人道上許される問題ではないと主張していま

す。ここに書いてあるのは、救急車を攻撃するの

は国際人道法に違反するよということです。それ

からここに描いている絵は、私たちがパレスチナ

で出会った子どもたちに描いていただいた絵です。

この３団体がネットワークを組んで、初めてできた

新聞広告です。

緊急救援のネットワークという話をちょっとしま

したけど、単独ではなかなかできないことがたく

さんあります。例えば、コンボイと言って、いくつ

かの NGO が協力し合って車の車列を作って、私

たちは医療支援の目的でパレスチナに行きますよ

ということをちゃんとイスラエル側に通達して、中

に入るということをしたりしました。この場合もネ

ットワークが機能して可能になったと言えると思い

ます。パレスチナの実情を知れば知るほど、紛争

の根本に構造的問題があることに気づきます。土

地は、非常に細かく分断されているのです。そう

いう実情をよく見ていただきたい。そして、さまざ

まな面でイスラエルに依存し、コントロールされ

ている。パレスチナとイスラエルの人口の比率が

300 万人と 600 万人に対して、水の配分が１対

９なのです。水のほとんどはイスラエル側が握っ

ているという話です。こういう構造的な問題も考え

ていかないと、本当の平和構築は成り立たないと

実感します。

ありがとうございました。

児玉克哉（三重大学）

ありがとうございました。かなり重要な問題に触

れていただきました。

いろいろな形で援助をしていきますと、どうして

も政治と絡んでくる。これをどう捉えていくのか。

先ほど言いましたように、このシンポジウムの前に、

紛争予防における NGO の役割の会議の準備会

議に出席していました。２月７日は北方領土返還

の日ということで靖国神社一帯などに行ってみる

と、右翼の勢力がかなり強くなっているのを感じ

ます。そういう中で、JVCも関わっていると思いま

すけれども、例えば北朝鮮への人道援助をどのよ

うに考えるのか。これは政治性を帯びざるを得な

い。これはかなり重要な問題として、これからま

すます出てくるのではないかと思っております。

続いて、フロアを交えてのディスカッションに移

らせていただきます。聞きたいことがあれば挙手

でお願いします。今日はいろんな方が参加してお

られますので、所属と名前を言っていただけると

ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

質問者 A
私は新聞記者をしております Aと申します。今

日はジャーナリストというより、非武装・非軍事に

よる平和構築への貢献をライフワークにしたいと

思っている研究者の１人としてお話しさせていた

だきます。

まず、PWJ のキャメロンさんへの質問です。

NGO が紛争地において軍事組織と一線を画すた

めのポリシーについて、PWJとプラットフォーム組

織である JPFそれぞれについてうかがいたいです。

私自身は記者としてアフガンやイラクの戦場でず

っと取材をしながら、ここにいらっしゃるみなさん

方の、NGO のスタッフの活躍ぶりには敬意を表し

ているのですけれども、いつも私自身が非常に悩

ましく思うのは NGOと政府の関係で̶̶キャメロ

ンさんは先ほどの発表の中で政府と NGO の協力

を非常に肯定的に捉えていたようなのですけれど

も、政府というものが紛争地で現れる時には、ひ

とつは軍事組織、ミリタリーとして現れることが非
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常に多い訳ですね。例えば占領軍として。軍隊

を持ってないはずの日本も、人道援助をするのに

自衛隊という軍事組織を出している訳です。JPF

の中にはいろんな NGO があると思うのですけども

̶̶例えば、いろんな世界の NGO や人道援助

組織にもミリタリーと一線を画すというルールを明

確に持っているところもありますけれども、JPF の

中の、例えば難民を助ける会という組織は人材や

資材などを運ぶ時に自衛隊機を利用することにつ

いて肯定的だと私は聞いています。それから PWJ

は、私も大西さんによく取材をするのですけど、ミ

リタリーとは OXFAM などと同じように厳しく一線

を画した方が良いと。逆に言えば、そういう人道

援助がしにくくなるということもあると。そうすると、

PWJ のポリシーはどういうものなのか、それから

JPF にはそういうものがあるのかどうか。

もうひとつ非常に気になることは、例えば JPF に

は政府が入ってきている。そうすると、JPF ができ

る時に、例えばアジア太平洋資料センターという

NGO が入ろうとした時に、ひとつの綱領を作ろう

とした。それは、高橋さんが少し言われましたけ

れども、あくまで NGOというのは非武装・非軍事

で行くのだということとか、日本国憲法の理念を

実現しようということだと思うのですけれども、そ

れから日本の国益とかそういうものから独立して

NGO はやるべきだと、そういう綱領を作ろうとし

たけどうまくいかなかった。そのことと、今の JPF

のポリシーは関係あるのかどうか。

ちょっと長くなりましたけど、よろしくお願いしま

す。

キャメロン・ノーブル（PWJ）
私は JPF の職員ではないですから JPF の正式な

ポリシーについてはあまり話せませんし、JPFと軍

との関係に関するポリシーについてコメントできる

立場ではないので、その関連のコメントは遠慮し

ます。

PWJ はイラクへの自衛隊の派遣に関して賛成し

てないと言いながら、日本のイラクの復興への参

加には賛成しています。cost-eff ic iency、費用

対効果などの立場からみると、軍隊的組織よりも

NGO の方が復興支援事業の経験が豊かで、人件

費も非常に低いです。PWJはイラク北部を中心に、

100 人以上の現地のスタッフを雇って、1996 年

から活動しています。経験もあるし、現地の状況

も分かっています。日本人スタッフは２～４人く

らいで、その給料は普通ですけど、現地のスタッ

フの給料は安い。でも、現地にも優秀な人はいっ

ぱいいます。イラクでは特にそうです。だからそう

いうことを考えると、費用対効果は自衛隊よりすご

く高いと思います。自衛隊は「軍隊」ではないで

すけど、イラクでは他の国の軍隊と同じような役

割を果たしていますよね。高い給料とか、手当と

か、保険とか、お金はものすごく高いと思います。

それと PWJ の政府との関係です。日本の

NGO、少なくともこのテーブルに座っている NGO

は何らかの形で、ある程度日本政府からお金をも

らっています。PWJ は全体の予算の中で、直接

政府からお金をもらったのは、2001 年は 15％で

した。去年は多分 10 ～ 15％くらいになると思い

ます。比較的少なかったです。国連機関や民間

財団、海外の外務省、財団など、いろんなところ

からもらっています。

JPF は政府の資金が大きな資金源になっている

のですけども、他の民間財団とか企業、それから

一般市民からも資金は入ってきます。でも、通常

の政府の援助とは違って、その資金をどう使うの

かは、政府が単独で決める訳ではなく、政府、日

本経団連、NGO、民間財団、学識経験者などの

代表が一緒に決めます。政府と NGO の間のワン

クッションみたいなものなのですね。政府が勝手

にこういうふうにお金を使いましょうとか、NGO に

対して言えないのですよ。簡単に NGO が政府に

利用されないです。

そしてすごく緊急の時、イランとかですね、JPF

が迅速に活動して、すぐ日本の NGO が活動でき

るような資金が拠出されました。その資金に関し

てはみんなで決めました。政府との関係が JPF に

はあるのですけど、肯定的な意味での関係だと思

います。
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質問者 A
例えば PWJとか、その他のここにおられる NGO

の団体には、ミリタリーの軍事的組織とはオペレ

ーションにおいて一線を画すみたいなルールとか

ポリシーとか、そういうものは持っておられるので

しょうか。

キャメロン・ノーブル（PWJ）
PWJ の場合はたぶん書いてないと思いますね＊。

実はアフガニスタンでの支援活動と関連して、高

橋さんが言った PRT、地域復興支援チームとの関

係が議論になったケースがあります。PWJ が活動

しているアフガニスタン北部でイギリスの PRT が

活動し、その PRT が NGOとも協力していました。

PWJ はイギリス国際開発省（DFID）の助成を受

けて、今、橋と道路の修復の事業をやっていま

す。しかし、アフガニスタン北部の PRT は、この

DFIDとイギリスの軍隊によって構成されていたの

です。このことについては、内部でもまだ議論が

あります。

松浦香恵（インターバンド）

私たちは特にないです。もちろん東ティモール

などで自衛隊の人達と協力するということはあると

思うのですけれども、今キャメロンさんのお話にも

あったのですが、海外の紛争地に行くと現地の軍

人と、例えば私たちが移動する時に警護してもら

うこともありますし、むしろ軍人と協力することと

いうのは、ある種当たり前になっています。ただ

自衛隊の人達は、憲法の問題とかいったことがあ

るので、軽はずみな協力は控えなくてはいけない

と思います。国内で言われているパートナーシッ

プの現状と紛争地に行っている現状というのはか

なりギャップがあるのではないかというのが私たち

日常の認識です。

木山啓子（JEN）
JENも、例えばボスニアでは̶̶軍事組織とい

ってもいろいろだと思うのですけれども、国連軍

を軍事組織と呼ぶのかも不勉強でよく分からない

のですが̶̶少なくとも軍用機に乗せてもらって

活動したりしますし、戦闘行為は止まっていても

実際に前線を越えて向こう側に行く時には、国連

軍の戦車にエスコートしてもらって行ったりするこ

とはありました。

質問者 A
国連軍そのものは今はないと思います。例えば、

多国籍軍だとか PKOだとか。ちょっと定義しない

と。

木山啓子（JEN）
ええ。ですから、それは例として。当時の国連

軍にやってもらったのですけど、安全を守るため

に必要であればそういう人たちの協力を仰ぐこと

はある。ただし、自分たちが武器を持たないとか、

そういうことについては Code of Conductという

ものがありまして、それにサインをしています。赤

十字の Code of Conductです。実際、今回のイ

ラクのバグダッドで活動する時にも、現地の NGO 

Coordination Committee、NCCIというのがある

のですけど、その他の NGOたちとも話し合って、

Code of Conduct にサインをして、自分たちは武

器を持たないということを約束および宣言してい

ます。

＊実際には、PWJは、国際赤十字・赤新月社連盟と NGOが定めた行動指針「IFRC NGO Code of Conduct」に

署名しています。この行動指針の中には、人道支援は政治的な目的のために使われてはならず、政府や軍隊的

組織の活動とは明確な一線を画すべきであることが明記されています。なお、JPFの NGOユニットに参加し、

助成を希望する NGOには、この行動指針への署名が条件づけられています。
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高橋清貴（JVC）
JVC は幸いと言って良いのか、軍隊と関係を持

つとか、共同でやるというのはこれまでないです

ね。それは、でも、行くべき所に行ってなかった

ということがあるのかもしれません。つまり現場に

出れば出るほど、また NGO 間の競争などでより

危険な場所で活動する場合も生じてくるという現

実があるということも分かっている。ただ自分た

ちとしてはできるだけそういう環境、軍隊とお付

き合いをして人道支援の中立性を損なわせない

ため、あえてそういう領域に行かないように活動

の領域を決めていたというところがあるのですが、

今後は現場の要請と原則の狭間で悩むことが多く

なると思っています。多分そういう分野に出て行

かざるを得ない。出てきた時にどうしようかという

ことはあると思います。今からようやくその議論を

始めるところですから、むしろ他の３人の方々か

らいろいろと教えていただきたいというのが正直

なところです。

質問者 B
名古屋大学の国際開発で開発政治学を教えて

います Bといいます。３点ほどおうかがいしたい

です。

１点目は政府との関係ですね。先ほど JVC の

人がその辺が弱いとおっしゃってちょっとびっくり

したのですけども、コーテンが NGO 活動の４段

階と言ったのはもう 20 年も前だと思いますけど、

そういう４段階を、更にそれをミックスさせるとい

うものがまだ一般的になっていないのかと非常に

奇異な感じがしました。ただ政府と言いましても、

紛争国というのは大抵は破綻国家状況ですから、

そこで政府とのパートナーシップをどう築いていく

のか。破綻国家の場合は、現地政府の役人の見

極め̶̶本気で国の再建のために活動している

のか、あるいは単に自分が儲けようとしているの

か̶̶が必要だと言われていると思うのですけれ

ども、その辺をどう見極めるのかというテクニック

を含めて、もう一歩突っ込んだ認識はされていな

いのかというのがひとつの疑問点でした。

２点目はアフガニスタンの復興なんかでも、上

から下からという議論、戦略構想を専門家が書い

ているのを読んだことがあります。下からというの

はやりやすいと言いますか、コミュニティで村役場

をいかに再現していくか。村役場の場合は直接

民衆と関わるのでやりやすいし、そこで村におけ

る再生産機能をいかに再建するのか。最初の人

の報告ではリターン・パッケージということが言わ

れて、難民を帰す食料・石鹸・毛布を持たせて

帰らせるということが言われました。でも、それは

頭打ちするプロジェクトだと思うのですよね。事実、

アフガニスタンでは何百万帰って、何百万がまた

パキスタンに出て行った訳ですよね。村に帰って

も生きられないと。それは村での再生産軌道に乗

らないということな訳です。だから水利をどうする

のか、道を作ってマーケットとどう結び付けるの

か、更に大きな問題は土地所有権をどうするのか

̶̶20 年いなかった人が帰ったら、当然、残っ

た村人が耕している。その土地の所有権をどうす

るのか。それと小規模起業システムをどうするの

か。その辺の基本的なものがない所に帰しても全

く意味がないと思うのですけれども、その辺はどう

なっているのか。ヨーロッパでは当たり前ですね。

一般に言われるようになった subsidiar ity、補完

性の原理̶̶下の方でなるべく解決して、下で解

決できないものを上に持っていく。郡に持ってい

き、県に持っていき、国に持っていくという補完

性の原理から、上の方に要求していくというシス

テムをいかに作っていくのかということを考えない

といけないと思うのです。どうもコミュニティ・デ

ベロップメントと言いますか、農村開発というもの

の村役場の再建、そこから民衆のための上の政

府をどう作っていくのかという視点が誰からも示さ

れなかったのですけども。

３点目は、カンボジアの例が挙がりまして、他

の村人とのアンバランスが出てくるから兵士だけ

ではダメだと。これはもう平和構築では当たり前

の議論なんじゃないか。直接的には東南アジアの

経験で、90 年代の半ばから出てきている議論だ

と思いますけれども、要するに特定のグループに

集中すると、他のグループが「何であいつらだけ」

ということで必ずケンカになって、対立を更に深

めて、国際援助が地域により大きな不幸をもたら
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すと。その辺のことが当然のはずなのに、何でそ

んなことを言うのかなと。で、問題はそこではなく

て、コミュニティ・デベロップメントに焦点を当て

ていくとした場合に、コミュニティ・デベロップメ

ントというのは開発学でもう 50 年代からやられて

いる議論なのですよね。で、どうもコミュニティ・

デベロップメントだけをやっていて、農業やそれ

以外の収入を何とかとやっていたのではどうしても

限界があると。今いろんな仕事で副収入を増やす

というふうに言われて、なるほどと思いましたけれ

ども、要するに生活できる収入は上げられないで

す、はっきり言って。片足を失った兵士の人が着

物みたいなものを売って、それで生活できるのか

というと、若干のプラス収入にしかならないです

ね。それではちょっと困るなと。で、日本の村お

こしの膨大な研究と実践があって、その経験から

言って、結局マーケティングをどうするのか、都

市市場といかに結びつくのかと。で、1930 年代

日本の大恐慌下における農村再建の経験がある

のですけど、ものすごく努力をして、結局ほとんど

は失敗しているのですが、それは国の景気が悪す

ぎてマーケティングができないというものがありま

したよね。だから、国全体の景気、経済をどう建

て直すのかということと連動しないとコミュニティ・

デベロップメントはあり得ない。その辺の話をもっ

と交えた形で展開する必要があるのではないかな

という疑問がありました。

それから、小規模ビジネスと中規模ビジネスを

やろうという話もありましたけれども、グラミン銀

行の幅広い経験の蓄積の中で、中規模になって

儲かるとなると商人が参入してくる。だから負ける

と。グラミン銀行の幹部の人がおっしゃっていまし

たけど、結局グラミン銀行は横に広がって、非常

に労働集約的であまり儲からないけどやるみたい

なところで、初めて商人が入ってこない形で、貧

しい人たちの生活向上ができるのだと。それをど

う副収入から主収入に変えていくのかなというの

は、なかなか難しい問題があって、まだ行き詰ま

っている面があると思うのですけど。その辺の経

験も交えて、コミュニティ・デベロップメントを展

開してほしかったと思います。

松浦香恵（インターバンド）

コミュニティ・デベロップメントのお話がありまし

たので、３点ほど思い付いたことを。

カンボジアの現状において、1950 年くらいから

コミュニティ・デベロップメントという形では行わ

れて、さまざまな取り組みや実験が、国際開発学

の中でもなされてきたと思います。ただ私たちの

視点といたしましては、武装解除というものが行

われて、そしてようやく10 年経って初めて兵士の

社会復帰に対しての必要性が認識されるようにな

ったということ、それからそういったものに焦点が

当たって、より実質的になったという、そういう視

点からの社会復帰の取り組みであって、もちろん

コミュニティ・デベロップメントという形での、い

かにカンボジアの中においてコミュニティというも

のが存在していたのかというところから、私たち現

場ではそういった問題に向き合わざるを得ない。

カンボジアにおいては国民選挙が 2002 年の２月

に行われて、J ICA の支援でようやく民法が成立し

たというような状況で、もちろん私たちの中でも土

地の問題、例えば帰った時に土地がない、その

中でまず再定義をする時にはどういったことが必

要かという法律に則った定義というものも、解決

していく上で非常に必要なのですけれども、やは

り正義というものが地域の中で根付いていない。

かつ、そういった法律上での解決を求めた場合に

でも、やはり多額な費用を弁護士に対して渡さな

ければいけないという現状がある。そして、闇金

融が非常に発達していまして、娘を売りに出さな

くちゃいけない。そういった社会の中の、なかな

か公正とか正義ってものが成り立ってない中で支

援していくことがいかに難しいか。そういったアプ

ローチで私たちは現状を解決しています。

あとは、93 年に武装解除は行われましたけれど

も、やはりその時に UNTAC のやり方は失敗した

と思っているのですけど、やはりその選挙の成功

というのは紙一重であったと。つまり武装解除が

行われなかった。三派連合に関しての武器回収

は行われたけれども、ポルポト派が武器回収とい

うものを拒絶したことによって、他の勢力に対して

も武器をもう一度戻さなくてはいけない。そういっ

た中で、武器が市民社会に流出してしまった。市
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民社会に取り残された小型銃器の問題、別個に

流通した AK47とか M16とか、そういったもの。

脅威は本当に大量破壊兵器とか化学兵器とかで

はないということですね。やはり停戦後の緊張と

いうものをもう少し見据えた上で、コミュニティ・

デベロップメントを考えていかなければいけないと

いうのが、やはり平和構築をする私たちのこれか

らの課題だと思います。

高橋清貴（JVC）
JVCも農村開発とつながりがあるところもあるの

で、少しコメントをさせていただきたいと思いま

す。その前に行政組織の話ですが、うちもカンボ

ジアなんかでは、直接それをやるということはしな

いですね。できるだけやはり「カンボジア人によ

る」ということを中心に置いていまして、カンボジ

アの場合でも ADHOCというNGO がいて、人権

教育とかしている NGOですけども、そこと協力し

た経験があります。ADHOC は、いわゆる実験的

な活動も含めて、それこそカンボジア警察を対象

に Problem Seek ing のトレーニングをするとか、

そういうことをしたりしています。それからカンボ

ジアには CDRIというシンクタンク活動を行うNGO

があって、これはカンボジア行政スタッフのための

トレーニングをしていました。

２つ目にコミュニティ・デベロップメントですけ

ど、これは僕自身のもうひとつの専門分野で、タ

イの農民の借金の話をずっと追って来たりしてい

たのですけども、そこから分かったのは途上国の

農村には徹底的な情報の非対称があるということ

ですね。マイクロクレジットを巡っては、貸付側と

借り手側の非対称というものがあって、それが様々

な問題を引き起こしている。特に、紛争の直後

というのは情報の入手性という部分では人々の間

でかなりギャップがありますから、小規模であれ、

安易な資金の投入は、気をつけないとネガティブ

なインパクトをもたらすだろうということが、十分

に想像されます。では、どうしたら良いのかという

ことなのですが、実はカンボジアでもそうだったの

ですが、やはり「ここぞ」とメディアの注目が集ま

った時に、お金がガッと集まってきてしまう。そう

するとひとつひとつの活動に対する細かい配慮と

いうのがどうしても欠けてしまうのですよね。実は、

私が「平和構築」という概念を持ち込むことによ

って期待しているのは、木山さんが言っていました

「ゼロ・サム」という考え方とも関係するのです

が、支援や物をもたらすことがどういう不和やイン

パクトをもたらすかということに対する Sensit ivity

を高めることです。つまり、援助にまつわる政治

性の問題です。そういうことから、私はむしろ逆に、

「平和構築」における小規模金融の政治性の問

題をフレーム・アップすることで、コミュニティ開

発一般においても政治性が議論になるようになっ

てもらいたいと考えています。

最後に付け加えますが、JVC が軍隊との関係に

おいて明確なものをお見せしないのは、あくまで

も明文化した文章を持っていないというだけの話

であって、組織的にはそこにはきちんとした原則

に関する議論がありますし、これまでも様々な機

会に意見表明をしてきておりますので、その点誤

解されないようにお願いします。

キャメロン・ノーブル（PWJ）
先生はコメントの中で「なかなか難しい」とい

う言葉を何回もおっしゃったと思いますけど、その

通りです。私のプレゼンテーションの中で、援助

によって起こりえる否定的なインパクトについて、

５つのポイントを紹介しましたけれど、その中の

３番目に配給の効果が書いてありましたね。Aグ

ループと Bグループがあって、Aグループだけに

支援をしたら、Bグループが自分たちはなぜ何も

もらえないのかと。それで反発してしまう恐れが

あるのですね。さっき高橋さんがおっしゃった Do 

No Harm 手法の中にこの概念が出てきますけど、

例えば民族間の紛争地域において Aグループと B

グループがあり、Aグループのニーズが非常に高

いが B の方はニーズそんなに高くない。それで、

“A 民族だけに援助をあげる” という基準で配給す

ると、必ず摩擦が生じる。だから、そのようなケ

ースなら、別の基準で配給先を決めればいいので

す。例えば、当事者の両側に必ず、病人がいる

でしょう。A 民族のニーズが本当に高いなら病人
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の数も多いはずです。Bグループの方にも病人が

いれば、その人たちを支援しなければならないが、

結果的にはニーズがより高い Aグループが主に支

援され、Bグループにおいて不満が生じない。別

の基準で配給の仕方を決めたら、そういう問題を

避けることができると思います。

木山啓子（JEN）
何もない所に帰してどうするかとおっしゃったの

ですけども、多分私たち緊急をやっている団体の

辛いところでもあると思うのですね。私たちが帰そ

うと思って帰している訳ではないです。もともと、

いろんなところで、例えば難民の方々にお目にか

かると、どんな状況でも帰れるのであれば帰りた

いという気持ちの強い方が多いです。そうすると、

何もない所だから帰さない方が良いよと言っても、

地雷がたくさんあるから帰らない方が良いよと言っ

ても、帰ってしまう状況が今までたくさんありまし

た。緊急援助の団体としては、帰ってしまった人

たちがそこで生活していけるようにするには、配

布などもせざるを得ない状況もあると思います。

ただし、今キャメロンさんがおっしゃったみたいに、

基準に従って配布をすると。その基準を、もし時

間的な余裕さえあれば対立している人たちの間で

話し合って、共有してもらうと。そういうところか

ら緊急援助でも平和構築のベースを作っていくこ

と、平和構築を進めていくことに役立つような実

施の仕方はできるのではないかと思います。

児玉克哉（三重大学）

今の議論を聞いて、NGOも新たなレベルに来

ているなと感じました。つまり、緊急人道援助を

しているだけではダメで、どのように分析し、これ

からを考えていくのか。かなり専門性を持って活

動していかなければならないという段階にまで来

ているのだと思います。

質問者 C
立命館大学大学院の学生をしています Cと申し

ます。

キャメロンさんの報告の中で、JPFとか、NGO

同士の、あるいは NGO 以外の主体との連携をも

っと広げていかなければいけないというお話が出

てきました。また、他の方々の報告でも、コミュ

ニティに根ざしたプロジェクトをしなければいけな

いというお話もありました。でも、みなさんそれぞ

れ専門分野、特化しているところが違います。そ

れぞれの団体が、それぞれのポリシーやプライド

で、それぞれにエリアを選定して、プロジェクトを

展開する。それは NGO にとっては良いことだと思

うのですが、規模が非常に小さいとか資金の問

題があるという中で、単体の NGOだけでプロジェ

クトをやっていくのは、その時の受益者には非常

にメリットがあるかもしれないけれども、長期的に

見た場合、非常に限定的な効果になってしまうの

ではないかと思います。規模が大きくなって、何

でも自分たちでできてしまう団体になれば良いの

かもしれないですけど、「医療しかできない」「調

整に重点を置きたい」など、それぞれのプロジェ

クトがバラバラに行われていたのでは、効果はや

はり非常に限られてしまうし、自己資金に限界が

あるなら長期的にやっていくのは難しいと思うの

ですね。いろいろ問題がある中で、長期的にとい

うことと、効果の発展性ということを考えた時に、

とりあえず連携と言うけれども̶̶JPF の場合に

は、お金の面では非常に効果があったと思うので

すね。緊急時にすぐに資金が入って、すぐに活動

ができるという効果があったとは思うのですが、例

えば中長期的な面で見た時に、資金だけの話で

その連携が終わって良いのか。全ての活動がそう

だとは思わないのですけど、もっと NGO 同士が、

例えばひとつのエリアを選定して、それぞれの分

野を生かして連携していく。そこに、政府がお金

だけではなくてコーディネートするような立場で入

ったりとか、J ICAと連携したりとか。お金だけで

はなくて、平和構築や人間の安全保障という段階

で、もっと実質的な連携ができないのかなと。連

携という言葉だけがひとり歩きしていて、お金だ

けで済んでいるのではないかというのが気になり

ます。
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児玉克哉（三重大学）

中長期的な戦略、あるいは長期的な展望という

ことも含めて、かなり根本的な問いです。

キャメロン・ノーブル（PWJ）
その通りです。でも、例えば JPF の話をしまし

たけれども、資金の面だけで協力している訳では

ないです。例えば、今イランで PWJと NICCOと

いう京都の NGO、BHN、JEN などが活動してい

ます。PWJも JENも緊急援助の専門的な団体で

す。BHN は通信、衛星電話が専門で、元 NT T

の方が定年になって立ち上げた NGOです。それ

ぞれの専門性を活かして、協力しています。それ

は NGO 間だけではなく、例えば J ICAとの関係で

もあります。PWJ は東ティモールで J ICAと協力し

ています。東ティモールにはコーヒー農園があっ

て、そこにコーヒーの専門家が来て、いろんなア

ドバイスをしてくれました。そういういろんな形で、

現場で協力しています。経済界との連携でも、日

本のコーヒー業者から専門家が東ティモールに来

て、うちの事業を見て、いろいろなアドバイスを

してくれました。だからそういう連携や協力は非

常に大事だと思います。

資金的には、JPF のマンデートが拡大する可能

性があるので、緊急援助だけではなく、もっと中

期的・長期的なサポートができるようになれば良

いと思います。緊急援助の段階での協力は、時々

難しいですけど、中長期的な支援になると協力関

係がもっと作りやすくなると思います。

松浦香恵（インターバンド）

まず１点目が、今の質問の中で小さなコミュニ

ティ・デベロップメントとか、受益者がその村だ

けというのは意義がないのではないかと。私たち

NGOというのは、むしろ実験性というのが非常に

大事だと思うのですね。それでギャップ理論という

のは、先ほどの高橋さんのお話でもありましたけ

れども、その紛争と開発の過程におけるギャップ

というものをどのように埋めていくのか。このギャ

ップ理論をどのように理解するかということで、か

なりNGO のアプローチというのは変わってくると

思います。私たちはやはり失われた社会を取り戻

すためには、最小限のものであっても、その社会

を代替できるような実験的な社会というものを作

り出していくこと。何がギャップというものを埋め

ていくか、何が紛争によって失われて、かつ取り

戻されることが必要なのかという、そういった実験

性を持ったプロジェクトが必要であるということ。

それがよりインパクトがあり、かつそれを政策提

言に結び付けていくというので、私たちのプロジェ

クトも今 300 人ですけれども、そういった意味で

の政策的に結び付けていく上で非常に意味がある

ということ。

それから２点目は、NGO の問題ということで、

平和構築というものをテーマにした政府と NGO の

連携というのができれば良いのではないかという

お話は、私もその通りだと思います。ただ NGO

自体が、やはりまだ成長時期であるということ。そ

してプロジェクトベースにはお金は出るのだけれど

も、組織形成の上での資金というのは政府から潤

沢に得られるような体制がきちんと整っていないと

いう現状についても、やはり認識していただきた

いと思います。欧米の NGOと比較してはいけな

いというのは、やはり欧米のような潤沢な資金源

がないということと、それから寄付社会になってい

ないということ、それから NPO 法人を取ったとし

ても２年間の実績があり、かつ NPO 法人格の認

定 NPOということにならないと税金の控除の対象

にならないとか、そういう組織を運営していく際

に、NGOという言葉がひとり歩きしていますけれ

ども、やはり組織である以上、組織を形成するロ

ジスティックスというものに対しての潤沢な資金と

いうものが、やはり市民社会の中で、もちろん政

府もそういったところに資金を提供していくことを

私たちも強く求めますし、そういった市民社会とい

うものの形成のあり方が NGO の成長の上でも必

要であるというふうに思っています。
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高橋清貴（JVC）
多分みなさんもこの問題についてはひと言ずつ

しゃべりたいと思うので、できるだけ短くして、木

山さんにマイクを譲りたいと思います。

２つあって、ひとつは、調整の話は現場レベル

というのが何よりだと思うのですね。やはり日本側

で調整するというより、現場レベルでの調整をどう

するのかということを優先的に考えるべきだろうと

思っています。JVCでもパレスチナでの活動に於

いては、必要な時に他の団体とコンタクトしたりす

る訳です。これは通常の「開発」でも同じで、現

地にはやはりNGOのネットワークというものがあり

ますから、そことはきちんと連絡をとりながらやっ

ています。

２つ目に、将来の NGO のあり方というテーマに

ついてちょっと言うと、僕は何も総合型 NGO̶̶

いわゆる総合商社のように、複数もの機能がひと

つの団体に入っているような、例えば OXFAMと

か、CAREとか、SAVE THE CHILDRENとか、日

本の NGO がああいうものに育っていくことが必ず

しも良いことだとは思っていないのですね。むし

ろ、NGO の中でも多様化が進んでいくと、いわゆ

る総合型と専門型だけではなくて、いわゆるアプ

ローチ型とか機能型と言われるような NGOができ

てくると思うのです。例えばメディア出身の OB に

よって作られたコミュニケーション・ノウハウを教

えるような NGOとか、あと国境なき通信団みた

いに紛争地で通信ファシリティーを提供する NGO

などができたりとかですね。NGOって、もともとそ

ういう隙間を見つけ出すのがうまいということがあ

ると思うので、そういう意味で、今必要で、かつ

日本の中で生まれる可能性があると思っているの

は、そういう機能型とかアプローチ型 NGOです。

例えば、さっき話に出ましたけども、元メディアの

方々、元 BBC の OB が NGOを作ってメディアの

使い方などを教えてくれる NGO がイギリスにはあ

ったりするんです。あと、調査研究型というのが

必要かと思います。やはりNGO は、歴史は短い

ですけどそれなりの経験や情報の蓄積がある。貴

重な現場情報がそこに行けばデータベース化され

ていて使えるなんてことも、今後の NGOでは必

要になってくることだと思います。

もうひとつ、今日 JICA の方がお話しされますが、

J ICA が独立法人化になって、外務省からある程

度独立性を保てるようになる。そうすると、J ICA

は既に大きな NGOであるという考え方もできるの

ですね。しかし、その時、J ICA は僕たち NGO に

とってパートナーなのか、それとも競合相手なの

か。これは今、どうなるのかなという感じで見てい

るのですけど、パートナーになるという可能性もあ

り得なくはないですね。J ICA がたくさんのお金を

政府からもらっても、そしてそこから J ICA が希望

する NGO に資金を出しても、外務省は全く口を

出さない。外務省にも口を挟ませない。それは今

後の NGO 業界の成長にとっては、ひとつの試金

石になるような気がします。

木山啓子（JEN）
連携なのですけれども、以前よりはよほどやるよ

うになったと思うのですね。その影には、JPF が

できたことも大きいと思います。発端はどうであっ

ても、連携を始める大きなきっかけにはなってい

ると思います。で、例えばターゲットエリア・アプ

ローチみたいなものはどうかとおっしゃっていたの

ですけども、それがやり切れる時は良いのですが、

なかなかそうはならない。確かに日本の団体はか

なり規模が小さいので、他の団体だったらできた

かもしれない全体的なアプローチが、日本のひと

つの団体だったらできづらいということはあると思

うのですね。ですけれども、支援する以上、コン

ビネーションというのは絶対にすることで、足りな

いところをやってくれる人たちを連れてくるという

のも力の内のひとつだと思うので、日本の団体に

限らず、例えばこの地域で医療が必要で、十分

な団体が医療をやる力がないということだったら、

医療をやってくれる団体を探してきて、連れてくる

ということくらいは、みんなができるようにはなっ

ていると思います。

絶対的に支援が足りないということが一番大き

な問題だと思うのですね。それは日本の NGO が

小さいからとかではなくて、壊すよりも作るほうに

お金がよっぽどかかるのに、壊す方によっぽど大

きなお金を使っているという話がちょっと出たかと
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思うのですが、例えば 2002 年９月にアフガニス

タンの学校をユニセフが 200 校直すということを

発表したのです。向こう３年間で 200 校を直す。

200 校か、すごく良いなと思われるかもしれない

のですけども、その時に発表された数字っていう

のは、アフガニスタン全土で 7563 校の学校が必

要だと。そのうち、2500 校は新設が必要だ。存

在している 5000 校のうち７割は修復が必要だ。

とすると修復だけで 3500 校、プラス 2500 校の

新設が必要、全部で 6000 校が必要だということ

だったのです。そうなると、国連機関のユニセフ

でさえ、アフガニスタンひとつでさえニーズが満

たせない。必要である学校を提供できないのに、

世界中で他のいろんなニーズがあって、それをい

ろんな団体が、国連機関を含めてやっている中

で、やはり自分たちの能力を最大限に発揮できる

所でやっていくというのが、現実的には仕方ない

部分ではないかと思います。

佐藤安信（名古屋大学）

先ほども先生の方から鋭いご質問・コメントが

あってですね、私としてもまさにそういう意味で

は、名古屋大だけではなく広く研究者に紛争につ

いて理解していただきたいという思いもあります。

というのは、以前高橋さんともお話ししたのです

が、やはり日本の NGO の場合、お金の面だけじ

ゃなくて、まだまだプロフェッショナリズムという

かですね̶̶先ほどアドボカシーについて日本の

NGO は十分にできていないというご指摘があった

のですが、これはまさに事実でありまして、その

理由のひとつはプロの参加なり、いわゆる研究者、

アカデミアの参加があまりないということなのです

ね。

J ICA が中心になって平和構築の研究も進めて

いますが、その背景にはカナダの支援があってで

すね、カナダの NGOでは、NGOといっても実際

には多くの学者グループが入って、政府との間で

中立性を保ちつつ、ある種のオピニオン・リーダ

ーになり、政策に大きな影響力を持っている。こ

の辺は、やはり我々研究者ももう少し考えていか

なければいけないだろうと。このような NGOとか

との研究開発はあまり学術性がないとか、いろい

ろ問われる場合もある訳ですけども、今はそうい

う社会貢献が求められている時代でありますし、

部屋の中で研究書を読むということだけでなくて、

現場に出かけていく、NGO に参加してみると。な

かなか社会科学の場合は実験というのはないと思

うのですけど、先ほどの実験というのはまさにひと

つのキーワードだと思うのですね、研究者にとっ

ては。やはり実際の紛争地の中に入って、本当

にその理論が実際に機能するのかという検証可能

性を見るべきだろうと思います。そういう意味で、

私も学者ながら NGOとも、特に JVC には関わっ

ています。

ぜひ今日を機会に、学者と特に NGOとの今後

の力強い連携を深めていきたい。これは第２部で

JICAのアプローチも含めてお話したいと思います。

先ほど J ICA が独立法人化で NGO になるのでは

ないかという話も出ましたが、名古屋大学も４月

から独立法人化されますので新たな展開があると

思います。
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土肥優子（JICA）
こんにちは。J ICA 環境・女性課の土肥と申しま

す。

みなさん多分、環境・女性課と平和構築に何

の関係があるのか不思議に思われた方もいらっし

ゃるかと思いますけれども、環境・女性課は英語

の名称では Global Issues Divisionと言いまして、

グローバルレベルの課題を扱っている課です。平

和構築以外には例えば、環境、ジェンダー、ガバ

ナンス、障害者、貧困等の課題を扱っております。

J ICA の中では特に新しい課題を扱っておりまし

て、その新しい課題に関する方針の策定等を行っ

ています。実際に平和構築支援事業を行ってい

るのは J ICA の中ですと地域部や事業部、それか

ら NGOと JICA の連携に関しては国内事業部があ

ります。本日は平和構築の分野において、NGO

と J ICA の連携について、環境・女性課の観点か

らお話しさせていただきたいと思います。

発表のポイントですけれども、J ICAと NGO の

連携の現状を話す前に、まず J ICAで平和構築を

どのように考えているか、それからこれまでどのよ

うな取り組みを行ってきて、今後の課題は何であ

るかということを簡単に説明させていただきたいと

思います。その後、平和構築支援分野での NGO

－ J ICA 連携に係る現状と、今後どのような形で

どのような分野で連携させていただきたいと考え

ているのか、についてお話しいたします。

まず、J ICA における平和構築支援の定義につ

いて、平和構築支援といった場合に紛争前、紛

争中、紛争後を含む総合的なプロセスと考えてお

ります。J ICAとしては、主に紛争前の紛争予防

を目的とした支援と、紛争終結後の復旧復興支

援、それから、復旧復興の後の開発支援を中心

に行うとしております。午前のセッションでキャメ

ロンさんから Conflict Sensibilityの構築が重要だ

という話がありましたけれど、J ICA の中でも平和

構築支援の全体のプロセスを通じて、紛争予防

配慮の視点が重要であると考えています。

J ICA における平和構築支援の枠組みについて、

主に７つの分野に分けています。和解、ガバナン

ス、治安回復、社会基盤整備、経済復興、社会

的弱者支援、人道緊急支援。午前のセッション

で平和構築の定義をどこまで広げるのかという話

が JVC の高橋さんからあったと思いますけれども、

ご覧いただく通り、J ICA の平和構築支援の定義

というのは非常に幅広いものです。各国の紛争の

状況というのは全く異なって、要因も異なる、紛

争の与えるインパクトも異なるということで、この

メニューの中から各国のニーズにそれぞれ異なる

支援をしていくというアプローチをとっております。

これまでの J ICA の取り組みについてお話する前

に日本政府によるイニシアティブについて、1999

年に中期計画、「政府開発援助に関する中期計

画」が出されました。その中で、紛争というのは

開発援助による成果を破壊してしまう、したがっ

て平和構築は、開発の観点からも国際社会の大

きな課題であるとされました。それから、その翌

年の 2000 年に「紛争予防のための G8 宮崎イニ

シアティブ」、それから「紛争と開発に関する日本

からの行動」が発表されまして、この中でも開発

援助を通じた紛争予防の重要性というのが強調さ

れています。そして 2003 年、昨年でありますけ

れども、新 ODA 大綱の中で、ODA の目的のひと

つとして新たに平和構築が加えられました。

このような流れの中、J ICA が何をやってきたか

という点について、2000 年から 2001 年、平和

構築の概念整理と開発援助の役割について外部

有識者を交えて調査研究を行いまして、そこで平

和構築の概念と開発援助の役割についてまとめま

した。それから 2002 年、平和構築の中でも、復

興支援の部分に焦点を当てまして、その支援のあ

り方、それから J ICAとして組織と制度のあり方に

ついて提言を行いました。それから 2003 年にこ

れを受けまして、J ICAとして平和構築支援にどの

ように取り組んでいくかという基本方針、J ICAで

は課題別指針と呼んでいますが、これを作成しま

した。手法という意味で、これは後で触れますけ

ど、NGOとの連携によって、「紛争予防配慮」の

視点を盛り込むためのプロジェクトマネージメン

ト手法（PNA、peacebuilding needs & impact 

assessment 、平和構築アセスメント ) 平和構築

支援をする際の手法を開発してきました。それか

ら 2003 年、J ICA が独立行政法化したという話
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が午前のセッションでも出ておりましたけれども、

J ICA 事業の目的のひとつに平和構築支援を入れ

ることになりました。またその間、カンボジア、ボ

スニア、東ティモール、モザンビーク、アフガン、

スリランカ等の紛争が終結している国で復興支援

を行ってきました。

このような取り組みを行ってきまして、復興支援

を新生 J ICA の事業の目的のひとつとしてあげて

いる中、今後どのような課題があると考えている

かについて、大きく２つ̶̶事業レベルの課題と

組織体制レベルでの課題──―があると我々は

認識しております。

まず事業レベルの話ですけれども、１つ目に、

平和構築支援事業を拡充していくということで、

その中でも復旧・復興支援を中心に取り組む、と

しています。先程、平和構築支援の政治的側面

と開発援助の関係性というお話がありましたけれ

ども、J ICAとしては、政治的プロセスに対して直

接働きかける、ないしは介入できることは限られ

ていると思いますが、可能な限り、和平プロセス

を促進するような形で援助を行えないかというこ

とを最近の新たな課題として考えております。２

つ目に、なるべく迅速に、そして開発援助機関

として蓄積してきた中長期視点を持って、支援

を行うということです。紛争終結後に住民が平

和になったということを実感できるように、なるべ

く J ICAとしても支援をしなければならないと思っ

ております。それから３つ目に PNA、これは先ほ

ど述べました平和構築のための事業を管理する

ための手法でありますけれども、これをきっちり

実施して紛争予防配慮の視点を事業に導入して

いくことです。これは、キャメロンさんの Confl ict 

Sensibi l i ty のアプローチが重要だという考えと、

同じ考え方です。

次に組織体制レベルの話について、第一に、

冒頭で紹介しましたけども、今は環境・女性課の

中で Global Issue のひとつとして平和構築を扱っ

ております。今後はそうではなく、専門部署をつ

くって平和構築支援をやっていこうということで、

４月１日を予定に平和構築支援室を設置する予

定であります。それから２つ目、平和構築支援を

拡充していく中で、なかなか J ICA の中でも専門

性を持っている人間が非常に少ないのが現状で

す。ということで、職員の育成プラス、J ICA 内だ

けでなく J ICA 外の人材も含めました専門家の養

成が必要と考えておりまして、まさに今日から新た

に平和構築支援専門家養成コースを立ち上げて

おります。その中には NGO、コンサルタント、大

学関係者等からも出席していただいております。

それから３つ目は、実施体制の強化。迅速に事

業を行ない、紛争予防配慮の視点を強化してい

く必要があると考えていますが、それに合わせて

実施体制を整備していかなければならない。最後

に、安全管理体制、スタッフの安全管理も強化し

ていかなければならないと考えております。

以上、これまでは、JICA の平和構築の取り組み

と課題についてお話しさせていただきましたけれ

ども、このあとは、このような考えのもと、NGO-

JICA 連携の現状と今後の話に移ります。

まず現状について、平和構築支援も含めた分野

で、NGOと J ICA がどのように連携しているのか

についてお話します。まず、事業レベルにおいて

は、草の根技術協力事業、PROTECO、通常の

技術プロジェクト、これは事業の取り組みの名前

なのですけれども、こういった取り組みを通じて連

携事業を実施してきております。それから研修員、

これはアジア諸国のリーダーとなるような人たちを

日本に受け入れまして、NGOと J ICA 共同でセミ

ナー等を行うものです。それから、NGO の職員が

国際開発協力に関するアプローチや考え方を学

ぶ際の支援として「NGO 人材育成研修」、NGO

の職員が大学院に通う際の支援をする「NGO 国

内長期研修」、大学院の方が NGO の現場にイン

ターンを行われる際の支援「NGOインターン」、

あと NGO の方が現場に技術者を派遣する、特に

新しい分野で技術者を派遣する時の支援としての

「NGO 技術者派遣」があります。最後の「NGO

技術者派遣」というのは聞いたことがない方もい

らっしゃると思うのですが、これは最近できたスキ

ームです。平和構築分野での最近の例ですと、ス

リランカに地雷除去の専門家を育成するための技

術者を派遣しております。
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それから組織間のネットワークについては、い

くつかフォーラムがあります。１つ目が「NGO －

J ICA 協議会」、これは３か月に１回行われている

ものです。そのフォーラムでは、全体の方向性に

関する議論がなされております。それから２つ目

は「NGO － J ICA 連携事業検討会」、これはもっ

と実務レベルの話でして、ほぼ１か月に１度開催

されています。それから「NGO － JICA 相互研修」

といいまして、NGO の職員と J ICA の職員が一緒

になって、特定のテーマをベースにして相互研修

を行うというものです。これが全体の連携の現状

です。

次に平和構築分野に焦点を当てまして、これま

で NGOと J ICA の間でどのような連携がなされて

きたかということについて簡単にお話しします。ま

ず、１つ目は NGO － J ICA 共同で平和構築支援

の協力のあり方を検討しました。それともう一つ、

先ほど述べました紛争予防の視点を盛り込むため

の分析手法（PNA）を共同で開発してきました。

先ほど佐藤先生から 2000 年から 2001 年、カナ

ダと日本による平和構築の共同研究があったとい

う紹介がありましたが、その一環として、日本の

中で NGOと J ICAと政府が一体となって、プロジ

ェクトのレビューを行ってまいりました。レビュー

を通じて教訓の習得をしたり、平和構築事業の

ための手法（PNA）の実効性を検討してきたりし

てきました。レビューの結果としては、平和構築

支援においては人材育成が重要であるとか、自

立発展性が課題ですとか、こういった結果が出さ

れていました。それから手法に関しても、NGOと

JICA共同で手法の改善すべき課題も注目しており

ます。手法については、2001 年から 2002 年に

かけてだと思うのですけど、合同勉強会を 10 回

位実施して、手法の検討ならびに開発を NGOと

共同で行ってきました。

それから、これまでの合同評価調査を受けて、

その結果のお披露目会という位置付けで、2003

年の９月ないしは 10月、エチオピアで域内ワー

クショップを開催しました。これはアフリカ諸国で

活動している日本の NGO、それからこれはカナダ

と合同でしたのでカナダの団体でエチオピア周辺

諸国で活動を行っている NGO を招待しまして、

結果をお披露目、平和構築担当者間のネットワー

ク構築、あと平和構築支援にかかるアプローチや

手法の紹介と実用性の検討、そういったことを狙

ってワークショップを開催しました。この中で出さ

れた提案のひとつが担当者レベルでの定期連絡

会、これは現地レベルでの話です。２つ目として、

共同で開発支援プロジェクトの実施という提案が

出されました。それから３つ目、復興支援卒業

国、これはモザンビークが例として挙げられていま

したけれども、そういった経験を共同で発信する、

もしくは活用してはどうかという提案が出されまし

た。

事業レベルでどういった連携をしてきたかです

が、あまり深く説明するつもりはないのですけれど

も、治安回復の分野では、午前のセッションで松

浦さんから紹介がありましたカンボジアのプロジェ

クトの除隊兵士の自立支援。社会基盤整備の分

野ですと、アフガニスタンのノンフォーマル教育

や東ティモールの保健医療、スリランカにおける

地雷撤去支援等。それからガバナンス関連では、

カンボジアの法制度整備支援。社会的弱者支援

の分野ですと、カンボジアにおけるトラウマケア支

援等が挙げられます。

これまでの NGO-JICA 連携の現状をざっと

お話しさせていただきましたけれども、今後

J ICAとして、平和構築分野でどのように NGO

と連携を深めていきたいと考えているかについて、

簡単に、一方的な提案になってしまいますけれど

も、提案させていただきます。

１つ目が、より効果的な事業に向けた更なる情

報交換̶̶特に地域、国別レベルの情報です。

特に復興支援の初期段階で情報が限られている

中、それから NGO、JICA 双方が計画段階にある

中で、もう少し機能的に情報交換できないかと考

えております。それは一般情報の共有だけでなく、

双方が行っているニーズアセスメントの結果̶̶

先ほどから出ております PNAというのが J ICA の

平和構築分野におけるマネジメント手法なのです

けども、その結果を J ICA 側からは供与して、意

見交換もしくは NGO の方からもインプットしてい

ただく。あと、初期段階における支援計画を共有

したり、お互いに意見交換を行ったり、そういっ
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たことを制度化できないかと考えております。今、

スリランカで連絡会のようなものが立ち上がってお

りますが、その他の国においてもこういったものを

制度化できあにかと考えております。

それから、NGOと JICA が連携することによって、

どのような事業が考えられるのかということですけ

れども、いろんな内容が考えられるのかと思いま

すが、その中でも J ICA 内でもっと増やしていくべ

きと考えているのが、紛争地域に住む住民の人た

ちが平和になって良かったと感じられるプロジェク

トです。これは、人間の安全保障というコンセプ

トが午前中でも出てきていましたけれども、このコ

ンセプトに関連してきます。J ICA の中でも最近、

人間安全保障の視点を強化していこうという方針

になっております。人間の安全保障と言った場合、

政府を通じた人々やコミュニティの安全保障を確

保していくアプローチと、住民やコミュニティを対

象としてコミュニティ・エンパワーメントを通じて

人間の安全保障を確保することが重要だと言わ

れております。J ICAとしては前者は何らかの形で

やってきたのかなと思いますが、後者に関しては

JICA はなかなか十分に支援をしてきていないと認

識しております。そこを強化していこうというのが

最近の方針なのですけれども、そこを強化するに

おいては NGOとの連携が不可欠であると考えて

おりまして、そこで事業の内容として連携を強化

できないかと考えております。具体的には、和解

促進のための国内避難民の帰還促進とか、午前

中にありました平和教育ですとか、あとは紛争に

よって影響を受けている社会的弱者への支援です

とか、これ以外にもいろいろあるとは思うのです

けれども、このような支援ができないかと考えてお

ります。こういった事業を通じて、J ICA なりNGO

なりのそれぞれの専門性を活用した形で、住人に

もう少し平和の配当を実現できるようなプロジェク

トを実施できないかと考えております。

更に、新 ODA 大綱では、ODA の指針のひとつ

として平和構築支援を挙げていまして、平和構築

支援事業を拡充していく流れにあると思うのです

けれども、それを実現するにあたっては日本全体

として体制を強化する必要があるのではないかと

考えております。

１つ目に、ネット人材登録、どこにどういう人材

がいて、どういった活動をされているのかという全

体像がまだ把握されていない状態です。それを把

握するために、今「パートナー」という、これは

データベースの名前なのですけど、各 NGO の人

材と J ICA の人材を把握できるようなデータベース

を立ち上げています。将来的にはこの枠をもっと

幅を広げて、日本全体でどういう人材がいるのか

ということを把握できればと考えております。

２つ目に先ほどから出ております、やはり人材

の問題です。専門性を持った人間をもっと増やし

ていくということで、先ほども紹介させていただき

ました専門家養成コースを立ち上げました。今回

は NGO、コンサルタント、研究者、J ICA の人間

が集まって、ひとつのコースで研修している形な

のですけれども、もしかしたら NGO ならではのニ

ーズ、コンサルタントならではのニーズ等あるの

かなと思うので、今後はテイラーメード型で実施

した方が良いのではという議論を内部でしており

ます。

３つ目に、双方からの人材の流動化です。

NGOと J ICA の人材が流動的かと言うと、決して

そうではありません。もっとあっても良いかなと思

うのは、例えば J ICA の人間が NGOで OJTを行

うとか、その反対ですとか。そういう形で、双方

の人材の流動化を図れないかと考えております。

最後になりましたが、NGOと J ICA の連携は重

要で強化していく必要があるのですけれども、そ

れだけではなくて、大学やコンサルタント、シン

クタンクといった幅広いネットワークを更に強化し

て、日本全体として平和構築に取り組めないか

と、理想的ではありますけれども、考えております。

その際に重要なのは、相手国の中にも、政府や

有識者、活動家、研究家等々のネットワークがあ

りますが、そういった現地のネットワークと日本の

ネットワークを繋ぐ形で事業を実施する体制を国

ごとに作れないかと考えております。

急ぎ足になってしまいましたが、以上です。
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山本芳幸（名古屋大学）

どうもありがとうございました。NGOと J ICA の

連携だけではなく、J ICA 全体の中での平和構築

の位置付けも分かって良かったと思います。実際

にどれくらい NGOとの連携が機能しているのか

は、NGO の人にもいろいろ来てもらっているので、

ディスカッションに参加してもらうと良いかもしれ

ません。

続いて、佐藤さんには NGOと政府、研究者間

の協力ということで、どのような展望や可能性が

あるのかということを話してもらいます。よろしく

お願いします。

佐藤安信（名古屋大学）

それでは大学としてどういう取り組みがあるのか

ということを中心に、スライドを交えながらお話し

たいと思います。

言うまでなく、冷戦の崩壊が各地域に紛争とい

うものを表面化させて、9.11 によってそれがまた

世界中に拡散してというある種のシンボル的な状

況があり、その状況が続いているという現状認識

が学者の中にもあると思います。昨年の ODA 大

綱の中の平和構築という新しい柱をどのように今

後、国際開発研究の中で位置付けるのかという

問題意識がある訳です。

これは平和構築という概念を、我々なりにイメ

ージし表にしたものです。まず、開発援助。これ

は平時を前提にしていた訳ですが、それに対し

て平和構築というのは紛争後というのが元々の発

想です。92 年、当時の国連事務総長であったガ

リさんの報告書『平和への課題』の中に出てくる

「PKO、平和維持活動を含めた国連の平和活動

への課題」という中で、平和構築というのは紛争

予防を言い換えたような形になっていた訳です。

その時に同時に出てきた概念というのは平和創

造、つまり紛争中にどうやって和解なり停戦に持

ち込むかという国際的な外交です。それから紛争

直後、まあ人道支援だとか平和維持ですね。そ

してこの平和構築。そして、さらに紛争中の平和

執行。これは、要するにソマリアなどで失敗した、

国連自らが平和を執行するために武力を用いると

いう課題があったのですけれど、これが現在は全

てを包括するような形で、いわゆる包括的 PBO

̶̶Peace Building Operationということで、元々

はカナダが言い出したことのようですけれども、概

念的にこのように各時期的に分けられるとしても、

一体どこからが紛争なのかと。イラクやアフガンの

問題を見れば分かるように、明確に紛争後という

ことを定義できないばかりでなく、紛争後も結局、

紛争予防をしていくという課題がある訳で、これ

らの課題というのは同時並行的、包括的に取り

組まなければ実現できないということから包括的

に取り組むという視点が主張されて、それが今、

OECD のガイドラインなどでも採用されていて、い

わゆる包括的な平和構築活動、PBOというふうに

言われております。こういったものに正面から取り

組まざるを得ないだろうと思っております。

それで、じゃあ具体的な中身は何かということ

なのですけれども、まずは紛争の平和的処理と

いう課題です。これは平和とは何かといった時に、

「何も起こらない」という、いわゆる「墓場の平和」

ということではなくて、むしろ「社会あるところ紛

争あり」ということで、健全な社会であれば紛争

があって然るべきで、むしろ紛争がある意味では

社会を変えていく、進歩させていく。あるいは開

発ということ自体が、そういう紛争などを内包した

プロジェクトである訳ですから、そういった意見の

対立という紛争が武力的な対立・暴力にならな

いように処理するという紛争管理という問題を言

っています。私は法律が専門ですから、法律的

に言えば、裁判とか法の支配というところの定義、



39

あるいは民主主義というのは正に投票活動によっ

てコンセンサスを取っていくというプロセス̶̶こ

ういったある種、社会科学が研究対象としている

紛争を平和的に処理するという課題をもう一度改

めて、特に紛争社会を前提にした上で、どういう

ふうに構築していくかという課題がある訳です。

さらに、武力紛争に至った原因そのものにもや

はりメスを入れるということですね。なぜ武力によ

る手段しかなかったのかという、あるいはテロとい

う形でしてくる問題もある訳ですけど、その原因。

これは先ほどから言われている構造的な問題̶̶

貧困の問題や差別の問題とかと、それから多分

きっかけになるいろんな外交的な問題を含めたも

のを探求していくということですね。そういう原因

に対応し、それをいかに取り除いていくのかとい

う課題。この点も、先ほどキャメロンさんの発言

の中で、単に原因究明だけじゃなくて、平和の機

会を見逃せないというような話がありましたけれど

も、これもある種、同じコインの表と裏ということ

だと思いますけれども、要するに、あらゆる紛争

社会の中には既に経済的なものにしろ、社会的な

ものにしろ、紛争を前提にした社会構造がある訳

ですから、そういったものに関して平和的な社会

に構造をどう変えていくかという大きな課題がある

訳です。

さらに紛争中あるいは紛争直後の難民の救済か

ら緊急人道支援というのがある訳ですが、ここは

もともと開発研究では課題と考えていなかった部

分ですけれども、当然その緊急人道支援をワーク

させるためには、その後の復興というものを睨ん

でいかないといけない。つまり難民に毛布や食料

を与えて、とりあえず命を救ったとしても、その難

民たちはどこでどうやって生活していくのかという

課題がある訳です。そういうギャップの部分をどう

扱っていくのかという課題がある訳です。

我々としてはもうひとつの軸として、長期的な平

和定着というものを挙げております。平和が永続

するために文化的な、あるいは民族的なものも含

めたトータルな教育を背景にした、長期的な展望

を持っていく。そのための課題は図で分かるよう

に、簡潔になっている訳ではなくて、もっとゴチャ

ゴチャした、紐がこんがらがったような状態です。

こういうのがおそらくシェアになるのだろうというイ

メージでやっています。

これは今後、こういう形でやっていきたいなと思

うのですけれど、カテゴリーというのは先ほどの４

つのシェアを並べてみたのですけども、平和的な

紛争処理、それから紛争原因の分析など、それ

から人道復興支援、長期的な定着ということ。そ

れで今、大学は学術分野というのが当然ある訳で

すが、こういった形で、とりあえずのものとして代

表的な学術分野で言えば、紛争原因であるとお

そらく大きいのは経済的な問題や社会的な問題。

それから人道復興支援の場合にはおそらく医療の

問題とかロジックの問題。そして４つ目の長期的

なものについては人文学的な文化や宗教、教育

など。このように、ありとあらゆる関係ある学術分

野が出てきてしまう訳ですね。さらに、これらは地

域を無視しては語れない、それぞれの特殊性が

ある訳ですので、とりあえず４つのイメージとして

書いたものなのですけど、うちの大学だけでは分

からない。もっと他の研究者を入れていかないと

できないということなのです。

こういった背景に、平和構築という概念が背景

として、もともと平和という問題のために、この消

極的平和というのは̶̶逆に言うと積極的平和が

ある訳ですけれども̶̶この時、平和と開発とい

うのはあまり重なり合うという意識はなかった訳で

す。しかしその後、ガルトゥングが言っているよう

に、積極的平和、これはつまり直接的な暴力が

ない社会が平和なのではなくて、むしろ構造化さ

れた暴力がない社会̶̶構造化された暴力という

のは、例えば貧困とか、差別とかですね。そうい

う表面的に直接の暴力としては出てきていないけ

れども、社会の中に構造化されている、つまり抑

圧されている、そういうものを取り除いていく。そ

ういうものがない社会が積極的な平和な社会だと

いう平和概念の拡大というものと、それから同時

に今度は開発学そのものが、経済開発という経済

成長によるパイを大きくすることから、公平な分配

ということでの社会開発、それから人間の本来的

な潜在能力を開発していく人間開発というような、

こういう新しい開発学の取り組み。これが重なり

合ってくる。その重なり合ってくるところがある種、
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人間の安全保障という新しい領域として意識され

てきていると思うのです。

我々の研究会として目指そうとしているものは、

まず平和構築学ということを打ち立てるための、

ある種の体系的な作業です。先ほどのいろんな

学問領域がある訳ですので、それをどう整理して

新しい学問として構築していくかという大きな課

題があると思うのですが。それから実際に使える

学問、いわゆる実学として実際に行動される学問

̶̶私自身としては平和構築学というのを総合的

な応用学として、しかしその平和構築システム、

一種の平和構築のシステム化というか、いろんな

モデルをそれで作って、これをひとつのシステムと

して捉えていく平和構築になりますけれども、現

実の紛争やそれを平和に持っていく平和構築とい

う活動を、事例研究を含めて、集約していって、

一種のシステムを構築するというようなかなり大き

な話なのです。

先ほど評価の問題が出てきましたが、平和構

築をある種、数値化するような試み。これもなか

なか不可能だというような話もある訳ですが、何

らかの形で客観的に評価できるようなデータ処理

によるインデックスができないかと。そういう意味

で平和構築という課題についても、何らかの共通

の土俵を作っていくということが考えられるだろう

と。で、最終的にやはり大学は研究だけじゃなく

て、それを実務に応用するだけじゃなくて、教育

という形で継続的に活動を回していくということか

らすると、教育への応用も考えなければいけない

ということで、そういったいろんなデータとかいろ

んなモデルといったものを実際にシミュレーション

化して、授業に使えるようなものを構築したいとず

っと思っています。具体的なものはない訳ですが。

いろんな世界中の研究所とか、そういう機関でも、

こういうシミュレーションによる授業というのもいろ

いろあるようなので、そういったものも今後開発し

ていかなければいけないと考えております。

平和構築の研究拠点を目指そうということで、

アドバイスや政策提言をやっていくような、ある種

のシンクタンクを目指すということ、現地調査をど

んどん応用していくという形で開発戦略をしていく

という方針です。必ずしも現地の人たちと対話だ

けでなくて、日本の中に避難民として救いを求め

てきた人たちにインタビューをして、そこから紛争

の実態を追求できる。今回は NGO の方がいろん

な話をした訳ですが、なかなか日本の中ではいわ

ゆる単一民族思考という考え方があるので、異質

なものに対する不充分な理解があると思うのです

が、それだけにそういう難民を経験した人たちか

ら実態を聞いてくるというのは、非常に重要だと

思います。こういう手法を用いて分析できないか

と考えています。

土肥さんの発表の中にもネットワークというのが

ありましたが、私の大学を中心にした場合には、

国連の関係では私も UNTAC におりましたし、山

本さんも UNHCR におりました。そうした開発援助

関係の国際機関やそれから大学ですね、うちの大

学院だけでもいくつかの大学院との提携がありま

すので、そういった所との連携の中で教育してい

くとか。それからいろんな日本政府の関係機関、

それから JEN や JICA 等と、いろいろなアクターが

いると思うのですけれども、どうやってするのかは

今後の課題で、とりあえず第１回として一番身近

でやってらっしゃる NGO の方々からお話を聴こう

ということでこういう機会を設けました。まだまだ

連携と言っても、私自身の頭の中でも十分整理し

きれていない面がありまして、むしろ今回は教え

ていただくということで企画をした訳ですが、午前

中のお話を聞いただけでも非常に混乱していまし

て、整理をするどころか、余計に頭がゴチャゴチ

ャになってきたというのが正直な所です。

後半は具体的な政府機関、NGO の方の話を

含めて、いろいろ議論をしていただきたいと思い

ます。いずれにしても大学としても、特に国際開

発というものを看板に掲げている大学院において

は、現実問題として紛争の問題は避けて通れな

い。その中で、もともとそれぞれの先生も紛争に

関心がなかった訳ではないと思いますが、我々も

手探り状態でありまして、そういう訳ですからいろ

んな知見をいただいて、これからもやっていきた

い。ですから、今後もこの研究会をもっといろん

な角度でやっていきたいと思います。
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特に国際的なネットワークとして、今考えている

のは、他の国際的な平和構築の研究プログラム

というのがありまして、ひとつはハーバードが 10

年越しでやっているジャスティスプログラムがあっ

て、こちらに研究会で一緒にやっている先生が行

って、いろいろと人的な交流も始まるでしょうし、

それから先ほど少し児玉さんからお話がありました

ように、児玉さんのやってらっしゃる国際平和研

究学会の関係で招待するヤン・オーグウェルさん

というスウェーデンの平和の研究をしてらっしゃる

方をお招きして、この夏くらいから１週間の集中

のワークショップを考えています。これはうちの学

生だけではなくて公開でやろうと思います。また、

今年の後期からは平和構築という授業を新しく立

てようと思っています。さらに再来年、平成 17 年

４月から、平和構築をテーマに、実務者をターゲ

ットにした１年の修士コースを作りたいと思ってお

り、現在ニーズ調査しているところです。こういっ

た中で、人材育成を行いたいと私は思っているの

ですが、うまくいくには皆さんのサポートが必要だ

と思います。よろしくお願いします。以上です。

山本芳幸（名古屋大学）

どうもありがとうございました。今のお話で質問

があればお願いします。

大平剛（北九州市立大学）

北九州市立大学の大平と申します。平和構築

研究会に参加しております。土肥さんに２点質問

させていただきます。

１点目は PNA のことですね。PNAという手法

が新たに作られた訳ですけれども、例えば、何ら

かの介入を我々はする訳ですね、開発とか人道

救援とか。それによって状況は変化する可能性が

あるのですが、こういった状況の変化というもの

は取り上げられているのでしょうか。これは午前中

のセッションでもありました格差の問題ですね。何

らかの格差が生み出されてしまうということを、ど

う回避するのかということと関係してくると思いま

す。

それからもう１点は連携という言葉なのです

が、これは実は私事で申し訳ないのですが、ボ

スニアの方で今、J ICA が取り組んでいらっしゃい

ます CBR̶̶Community Based Rehabilitation 

center programというのがありまして、６つほど

リハビリテーションのセンターを作ってらっしゃる

のですね。それは J ICAとカナダの CIDA、それと

カナダのクイーンズ大学の３者で一緒に取り組ん

でいるということで、私はこれを連携協力の案件

として取り上げたのですが、J ICA の方がこれは連

携協力の案件ではないとおっしゃったのですね。

ですから、連携という言葉を J ICA はどのように考

えてらっしゃるのかよく分からないので、その言葉

をもう少し、なぜボスニアの案件が連携協力じゃ

ないのかということを合わせて、お答えいただけ

ればと思います。

土肥優子（JICA）
１点目の PNA に関してですけれども、ご指摘し

ていただいた通り、紛争経験国というのは刻々変

化しているということで、我々の中でも PNA は１

回限りではなく、PNA ver.1、PNA ver.2というこ

とで状況が変化するごとに PNAをもう１回し直さ

ないといけないというふうに認識しています。例え

ば、今、スリランカで最初の PNA を、確かです

ね一昨年の 10月に実施したのですが、かなり状
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況が異なっておりまして、その後何度も調査団を

出しておりますが、その調査団を出す度に、一応

全体の枠組みを見直しています。

それから連携に関してですけれども、ボスニア

の CBR 案件が、連携する場合、誰との連携なの

かということにもよると思うのですが、連携ではな

いと J ICA 側からの回答があったというのは、私は

ちょっと分からないのですが、CIDAとの連携案

件ではあります。ただ、その他のアクターとの連

携があったかどうかというのは、おそらくそこでの

違いになるのかなと思うのですが、うちの中では

CIDAとの連携案件とはしております。

大平剛（北九州市立大学）

カナダの CIDA の下で、クイーンズ大学が実

際に活動している訳なのですけれども、おそらく

J ICA 側の答えとしては、J ICAとクイーンズ大学と

は直接には関わってないので、連携ではないとい

うことなのでしょう。私としてはその三者間でひと

つの案件をやっていますので、間接的ではあれ、

連携協力ではないかなと考えたのですが、そこは

連携ではないと捉えるのでしょうか。

土肥優子（JICA）
連携の言葉に統一された概念があるかというと、

私の知っている限り全体の中ではないのですよ。

国内連携促進課という課がございまして、そこに

連携とはこういうものですという大枠はあるのです

が、直接の案件に落ちた場合に、担当者の意識

の違い等で出てくるのかなと思うのですけれども、

環境・女性課の場合、うちで使っている連携は、

プレゼンテーションでもたぶん分かっていただけた

と思うのですが、幅広く取っております。間接的

な連携も含めて、連携という言葉を使っておりま

す。

質問者 D
私も J ICA の方に質問があります。J ICAと NGO

の連携による研修の具体的な中身についてお伺

いしたいです。現在やっておられる研修あるいは

これからの研修で、具体的に、例えば非暴力トレ

ーニングのようなものは入っているでしょうか。入

っていないとしたら、今後入れられる予定はある

のでしょうか。

なぜこんな質問をするかというと、平和構築に

今後積極的に関わっていくならば、NGO にとって

も、要するに紛争地に入る時に、自らの身を守ら

なければならないし、銃を持った兵士にどう対応

するかとかですね、武装集団が襲ってきた時にど

う対応するか、非常にニーズがあると思います。

もちろんこれは新聞記者も一緒なのですが。

土肥優子（JICA）
現在やっている研修の中では非暴力トレーニン

グですとか、メンバーの安全をどういうふうに守る

のかといったことは扱っておりません。平和構築

支援の中身の話の研修でして、例えば JEN の木

山さんからもお話がありましたけれども、ああいっ

た事業の内容をどのようにするかですとか、その

後インターバンドさんから DDR の紹介がありまし

たけれども、どんな支援が考えられるかとか、支

援の意義の研修が主です。

安全管理に関しては、J ICA の中でもこういった

研修を十分に受けてないのではないかという認識

で、内部でもこういった研修を行う必要があるの

ではないかと考えております。１週間くらい前だ

ったと思うのですけれども、UNHCR の安全管理

担当の方に来ていただいて、自らの安全をどう守

るのかとか武装集団の問題等々は内部ではやっ

ていますけれども、まだ外部にはやっておりませ

ん。
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質問者 D
２か月くらいの期間で、初めに東京で２週間く

らいの座学をして、そしてスリランカなどで行って

いる研修。あれは違うのでしょうか。

土肥優子（JICA）
それがそうですね。その中で平和教育や治安、

DDR の問題などを扱っています。

質問者 E
佐藤先生にコメントですが、プレゼンテーション

の中に表があって、そこには例えば平時、軍人が

何をする、軍隊が何をするとかが書かれていまし

た。それらが全部、最後に平和構築になると示

されたと思います。この問題は高橋さんのプレゼ

ンテーションにも出てきたのですけれども、平和

構築の定義の問題ですね。佐藤先生の表には平

時の欄に「開発」と書いてありました。非常に大

事なポイントは、開発と平和構築はどう違うのか。

個人的には平時の単なる開発は、平和構築では

ないと思います。紛争地域でも従来の開発のよう

なことをやるだけでは、それは平和構築ではない

と個人的に思います。その事業の目的によって、

単なる開発なのか、あるいは平和構築なのかが

違います。この点、気を付けなければいけないと

思います。

佐藤安信（名古屋大学）

ありがとうございます。ご指摘の点はそうなので

すけれども、あのプレゼンテーション自体が平和

構築学というものを理解してもらうために、いわゆ

る開発を前提にした上での平和構築というのは、

開発自体は平時を前提にしたものなのだけど、そ

れを紛争地あるいは紛争になるだろうというよう

な視点で見た場合に出てくる開発の問題という位

置付けです。だから、さっき平和と開発の問題が

どんどんとくっついてきて、それが重なった部分

が人間の安全保障だという話をしましたけれども、

開発をやることにいろいろなパラダイムが存在し

ていて、人間の開発というふうなことで、それ自

身が平和の問題に強く関係してくる訳ですけれど

も、ただ我々の今までの研究のテリトリーというの

は、DDR のようなものとか、あるいは難民の保護

とかというものは、ある種、開発の課題ではなか

った訳ですけれども、平和構築というものの中で、

ODA に含まれているから、開発の課題のひとつと

して考えられるだろうと。ただ、従来型の開発で

は捉えきれない部分で、そういう意味で広く考え

ざるを得ないだろうと。

それともう１つは、開発の問題。これは自衛隊

の問題もあるのですが、自衛隊は違憲だから、そ

の辺はやっぱり役目じゃないというような意見もあ

るように聞くのですけれども、自衛隊の人が入っ

てきた時に受け入れるかどうかとかもあると思うの

ですけれども、いろいろその辺も考えなければい

けないのですけれども、でもやはり軍隊とか、そ

ういった武力を持っているということも含めて考え

ていかないと、現実的な対応はできないので、含

まざるを得ないだろうと思っています。政治的に

どう考えるかというのは、また別問題なのですけど

も。

質問者 F
佐藤先生に意見なのですが、この平和構築の

研究は４年間のプロジェクトでなされるということ

で大変うれしく思っております。当然、中国とアジ

アもこの平和構築のカテゴリーの中に入ると思う
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のですが、私は中国の南京地域を代表して、特

に南京には国際平和研究所というものもありまし

て、平和研究の拠点として、平和構築研究のひ

とつの仲間として受け入れてくれないかという提

案をさせていただきます。ありがとうございます。

佐藤安信（名古屋大学）

どうもありがとうございます。加わっていただけ

るのは非常にありがたいのでお呼びしたという部

分もあるので、後半にぜひその辺の話をしていた

だきたい。こちらに来る前に東京でも東北アジア

の紛争予防の会議があってですね、韓国の方、

中国の方のいろいろな発言もありました。特に北

朝鮮の問題を含めて議論する中で、日本がまさに

戦争を起こした、どういうふうに起こしたのかは時

間もないのでお話しませんけれども、つまり日本

は戦争というものに縁がなかった訳ではないので

すよね。だからそういう意味で、日本の反省を含

めた形の平和構築ということを考えなければ、や

はり他のアジアの国々からは理解を得られないと

思うのですね。つまり日本は平和構築に対する何

らかの責任があるのではないかという視点です。

山本芳幸（名古屋大学）

どうもありがとうございました。もう時間も来てい

ますので、質問はまだあると思いますけども、レ

セプションの時にでも個々の研究者や発表者に質

問してください。

強引にまとめる必要はないと思うのですけれど

も、NGOとか一般の人にとっては、今日のお話は

「研究者は平和構築をこう考えている」とか「JICA

は平和構築をこう考えている」というふうに受けと

めて、ここから連携の出発点にされたら良いので

はないかと思います。私は国連と J ICA や研究者

との連携ということを、常に宿題のように考えてい

るので、その意味でも大変意味のある発表でした。

どうもありがとうございました。



国際シンポジウム：海外報告から考える紛争予防と平和構築活動
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コンサムオン（CDP）
こんにちは、コンサムオンです。Cambodian 

Defenders Projectというところから来ました。よ

ろしくお願いします。Cambodian Defenders 

Projectというのは 50 人のスタッフ、30 人の弁

護士がいて、これからその任務についてお話しし

たいと思います。

1994 年の３月から今まで１万件くらいの案件

はあるのですが、いわゆる刑事被告人、被疑

者の弁護をするということが主な活動です。現

在、登録されている弁護士というのはカンボジ

ア中で 300 人いまして、そのうち半分の 150

人が実際に活動をしています。公的ないろい

ろな主張とか、対談でのいろんな意見交換を

します。それから教育の援助やトレーニングを

します。NGO の法的なトレーニングなどをしま

す。トレーニングするのは裁判官や検察官、弁

護士、その他の法律に関わる政府の役人などで

す。それから土地の紛争とか、違法な薬物の取

引などの問題にも関わったりします。あと、92

年の後に行われたカンボジアの最小地方自治体

の単位ですね、その行政的なものについても関

わっております。それから３番目の活動で、い

ろんな法制度を作ることにおいてもいろんな助言、

提唱をしております。人権関係の法律などで、よ

り良い法律を作るためのいろんな活動もしていま

す。初めはやはり法律を起草するのは非常に困

難だと思いました。今では政府の方も、できるだ

け素案の段階で、こちらの意見を求めてくるので、

それに対する意見を述べるという形で実際に協力

をしております。しかしながら、まだ秘密にされて

いるものもあります。

カンボジアは 2000年以上の歴史がある国です。

アンコールワットに象徴されるように非常に文化的

にも高い国であったのですが、最近の内戦などに

よっていろいろと失われてしまいました。100 年

近いフランスの植民地支配が 1953 年まであった

訳です。植民地になる以前も長い間、保護国と

して支配されていた訳です。1970 年の内戦によ

って、更にカンボジアの国は荒廃した訳です。ア

メリカの介入によって非常に苦しんだということで

すね。1975 年から 79 年まで、ご存知のように、

ポルポトの支配下にジェノサイドといわれるような

大量虐殺がありました。その後、ベトナムの介入

があって、全土が荒廃したということです。ベトナ

ムの介入というのはクメール・ルージュによってポ

ルポト派を追い払うという効果があった訳ですね。

その代わり、ベトナムの支配下でいろんな問題が

あったということです。フランスの支配下ではフラ

ンス法が基準になっておりまして、いわゆる大陸

法の国になる訳ですが、その後クメール・ルージ

ュの統治の段階ではこうした法律は全て廃止され

た訳ですね。そしてその後、82 年に裁判所のシ

ステムが一応復活し、社会主義の国としての法律

が制定されるようになって、92 年に高等裁判所

ができて、93 年に民法システムができていくとい

う状況です。大陸法を基準にしながら、いろんな

新しい法律も入ってきています。

紛争によっていろんな人間のニーズ、食べ物と

か衣食住の関係の必要性というのが出てきている

訳です。心理的なものとしても安全の問題ですね。

自尊心とか。開発としてのニーズというのも、コミ

ュニティの問題や正義や自由といったものですね。

ここで紛争の原因というものについて考えたいと

思います。異なった意見の対立というものが紛争

の根底にはある。コミュニケーションの問題がある

し、仕返しや復讐のようなものとか、不公平さと

か、そういったいろんな問題があります。競争と

いう中から貧困という問題が出てきてしまう。

紛争にも良い面と悪い面があります。その両面

ある訳ですが、どうしてそれが良くて、どうしてそ

れが悪いのかと考えてしまいます。イラク戦争の

前提として「フセインが悪い奴だ」というのがあ

った訳ですけれども、ブッシュの考えではむしろサ

ダム・フセインは他の悪い者を抑圧する、抑える

という意味で良い面もあった。こういうことです。

このように民事や商事、政治などでいろんな紛

争があります。特に、政治的紛争について話した

いと思います。やはり紛争を管理するという問題

がある訳です。政治的な権威というものが、そう

いったものになっていくのです。
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紛争の解決という点をちょっとお話したいと思い

ます。カンボジアの和平協定を受けて武装解除す

るということだったのですが、ポルポト派がそれを

聞かなかった。お互いの信頼というものが必要な

のですが、そのようにはならなかった。結局、パ

リ和平協定があっても、97 年まではポルポト派と

いうのは存在し続けた。97 年にクーデターという

のがあった訳ですが、要するに政府の権力者がク

ビになったということです。結局、UNTAC の失敗

というのはポルポト派が残って武力を持っていた

ということです。もちろん新しい憲法ができたとか、

国際的に認知されたということはあります。

私は司法というものは紛争解決には２番目に

重要だと思います。１番目ではありません。まず

政治的な交渉というのがある訳ですね。カンボジ

アではまだ裁判制度というのが非常に弱いですか

ら、国民が信頼していない。アメリカなどにおい

ては、最終的には裁判所が解決するということは

ありますけども。カンボジアではそんなことはあり

得ないので、政治家というのは裁判所による正義

というのは信じていない。要するに司法の自立と

いうか、司法の独立が十分じゃないために、人の

権利が十分に守られない。

最後に私なりの提言ということですが、まずはメ

ディアの役割というのは大事ですね。プロフェッシ

ョナルグループ間の協力というのも大切です。民

主的な国では人々が権力を持っている訳ですが、

実際に執行するという段階では誰か代表を立てる

ということが必要になる訳です。そこで NGO がそ

ういった役割を果たすべきでしょう。私としては、

Non-governmentalということではなく、むしろ

People’ s Organization、人民の組織という言い

方をしています。まだ NGOというと反政府組織

みたいに言う人がいます。その考えは間違ってい

て、人民が主人公だから人民の組織ということな

のですね。ですから人々が集まって、一緒に働け

る、それを政府が支援するということが必要なの

です。私たちは人々の権利を守るために戦うとい

うことで、政府と交渉したりする訳です。そうした

NGO が人々を代表して、いろいろな政策提言を

していく。NGO は民衆のひとつの部分でもあるか

ら、政府よりもそうした人々のニーズをよく分かっ

ている。そういう意味で、平和構築に重要な役割

を果たし得ると思います。紛争処理においては、

紛争の要因を特定して、それを処理していく必要

がある。法を整備したり、貧困を解消したりとい

うことがあります。そういう意味で、効果的に取り

除いていくためには、公的な情報を共有していく

ということが大切だと思います。

ありがとうございました。

矢吹公敏（日弁連）

日本弁護士連合会の国際部の矢吹です。若干

コメントさせていただきます。

これまで午前中のお話も聞いて大変感銘を受け

ましたけれども、私たち法律家はガバナンスの面

で平和構築に関与していると思います。私どもの

弁護士会もカンボジアで８年間、他の地域でも若

干の活動をしておりますけれども、rule of lawそ

れから貧困層の裁判所へのアクセスという面で活

動することが、いかに平和構築になるかということ

を痛感しています。やはり適正な裁判によらなけ

れば、権利を制限されたり、義務を課されたりし

ないという rule of law の構築というのが、人々が

安心して、公平感を持って暮らすことにつながる。

それが進むと紛争予防にもなるし、Post Conflict

でも早急にリカバーしなければいけない問題だと

思います。
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ただ２つの点で注意点があります。ひとつは、

何らかの制度が存在している時の支援と、それか

らまさに Post Confl ictで全てのシステムがなくな

ってしまっている時の支援というのは非常に違い

があると思います。前者であれば、すでにあるも

のをブラッシュアップする役割̶̶例えば、弁護

士他の法曹家の育成ですとか、完全な法令の履

行というものを支援することがありますが、全くそ

ういうものがないところでは、ある一定期間、強

いサポートをして、そこに残っている専門家の人

たちとある一時的な Tr ibunal を作って、公平な

裁判が行われるように活動しなければいけないと

いうことがあります。

この後者の面で、Post Confl ict の活動の場合

に重要なのは、先方のガバメントの支援と、そ

れから UN を含めた国際的な機関の支援が不

可欠です。司法制度というのは国の制度のひ

とつですので、先方の何らかの要請がなければ

できませんし、Post Confl ict では、UN のよう

な International Organization のサポートがな

ければできないと思います。今、世界的な弁護

士の団体でも、 International Legal Assistant 

Consor t ium̶̶ILACと言いますが、そういう組

織を作りまして、これまでスリランカ、アフガニス

タン、イラク、そして今はアフリカの国の方に行こ

うとしていますが、こういう活動もひとつの例だと

思います。

カンボジアは、コンサムオンさんが発表したよう

に、大変厳しい時代をこの 15 年間乗り切ってき

て、今、私が申し上げた活動のひとつの証明であ

ると思いますし、今後、彼らの組織も含めた活動

が、私たちのひとつの教科書になるのは確かだと

思います。

イ・ヒョン・スク（WMP）
みなさん、こんにちは。イ・ヒョン・スクです。

本日このような場にお招きを預かりまして、名古

屋大学の佐藤教授をはじめ、この場を準備してく

ださったみなさまに、深い敬意と感謝の念を表し

ます。私はこの場で朝鮮半島における紛争防止

における NGO の役割について報告し、共に平和

な東アジアを作るために私たちは何をすることが

できるのかという点に関して話を深めていけたらと

思っています。

みなさんもご存知の通り、今、私たちの暮らす

北東アジアに２つの危機が存在します。ひとつは

朝鮮半島における北朝鮮の核危機です。そしても

うひとつはみなさまも非常に心を悩ましておられる

ことと察しますが、日本のいわゆる再武装に向け

た動き。この２つの動きが北東アジアにおける新

しい脅威を与えている訳です。

朝鮮半島の不安定要素について主要な要因が

３つあると私は把握しています。１つ目は朝鮮半

島における軍事的な Confl ict。２つ目は北朝鮮

自身が経済的に非常に困難に陥っているという現

状。そして３つ目は、北東アジアに朝鮮半島を

中心にいまだに残っている関係諸国間の敵対的

な関係。

朝鮮半島では軍事的な Confl ict̶̶実際に戦

争にまで発展し、この 50 年間、南北コリアの敵

対関係というのは残存し続けてきました。そして

朝鮮戦争が終わった後も、現在までいわゆる停戦

協定という形で停戦状態にあり、平和協定には転

換をしていません。そのような状況下で、これま

で北朝鮮からの脅威に備えるために、非常に不安

な中で私たちは半世紀間を過ごしてきました。し

かしながらクリントン政権が登場した後、米朝間

での協議、ジェノバでの会合を通じて、一定程度

その緊張というものが緩和に向かった訳です。し

かしながらブッシュ政権が登場してから、アメリカ

の政権が取っている新しい安保戦略の下で、北

朝鮮の核危機というのがその主要な対象のひとつ

に挙げられています。また、ブッシュ政権は朝鮮

半島における問題解決のために、先制攻撃も辞さ

ないという政策的オプションを公言しております。

そのために今、非常な脅威を受けています。

２つ目の北朝鮮の経済難については、ここでお

話しするまでもないことだと思います。

３つ目のこの地域に残っている敵対的な諸国間

の関係についてです。南北コリアの間にもいまだ

に Conflict があります。そしてそれ以上に、米朝

関係や日朝関係において非常に敵対的な関係と
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いうのがいまだに残っていますし、この関係自体

が更なる緊張関係を高めていく要因にもなってい

ます。

そして、今挙げたような平和を脅かす要素を取

り除いていくための活動に、韓国の市民社会はこ

の数年間集中してきました。

では次に、朝鮮半島で展開された平和のための

NGO の活動の領域について説明したいと思いま

す。みなさまのお手元にあります資料の３ページ

をご覧ください。現在の韓国における平和運動の

領域と主体について列挙しております。

領域としては、反戦平和運動。そして２つ目に

統一運動。３つ目に軍縮および国防政策に関す

る市民社会側からの監視運動。４つ目に米軍犯

罪の根絶運動および韓米駐屯軍地位協定の改定

運動。そして５つ目に日本に対する過去の歴史

精算および軍国主義の復活に対する反対運動。

６つ目に平和に関する論理や言説というもの、お

よび平和文化を創造していくという活動です。

そして次に、４ページになると思いますが、そ

ういう運動を進める主体について分類しました。

１つ目は、軍基地周辺の被害住民であるとか戦

争や軍隊の被害告発活動というものに取り組む

運動の場合は、被害者プラス NGOプラス市民大

衆という形で運動が取り組まれています。２つ目

には NGO が安保、外交や統一政策に対する監

視を行うことで始まる運動の場合は、市民団体、

NGOプラス学者および専門家という形で進められ

ております。３つ目に国家間の Confl ict や人道

的な支援、国家主権に関連したマクロ的な外交

事案に関しては、NGO、市民大衆、そして学者

及び専門家が結合して運動の主体になっていま

す。そして今進められている南北コリア間の交流

に関しては、NGOと専門家たちが主体になってい

ます。

その次に、運動のいわゆる方針のオプションと

して 10 個列挙しました。特にこの間で特徴的な

ものをお話ししますと、最初のところですと、市

民や NGO が政策提言して、それを説得して回る

というロビーツアー̶̶ロビー活動するためのツ

アーを行ったということが目新しいですし、またさ

まざまな事案に対して積極的な論評活動を行って

います。そして３つ目ですと、市民が大衆的に参

加できるような被害者や犠牲者に対する追悼祭。

そしてまた、日本でも報道されたことがあると思う

のですが政治家の落選運動、あるいは当選キャン

ペーンを行ったりします。そして最近では、国際

組織における活動や、民衆法廷などの国際会議

などに関しても活発に取り組んでいます。

続きまして、平和運動の方向や特徴についてお

話ししたいと思います。今、短期的には戦争・武

力紛争が起こるという事態を防止することが最大

の課題になっています。そして２つ目は冷戦秩序

の解体です。みなさんご存知の通り、世界レベル

では冷戦秩序というのは基本的に解体してきた訳

ですけれども、朝鮮半島においては依然として残

存しています。最も代表的なのは朝鮮半島の分

断ということが冷戦秩序の存在を証明しています

し、そしてその分断体制というシステム自体を維

持してきたさまざまな社会的、法的なシステム、

文化的な慣行、そうしたものがいまだに残存して

いる訳です。そのような冷戦的な、旧来の古いシ

ステムを新しい平和的な社会システムに変えるた

めに、統一運動、南北交流及びそうしたさまざま

な具体的なシステム自体を変更させていく、改善

させていくということが課題な訳です。つまり、分

断された冷戦秩序というものを具体的に支えてい

る制度̶̶具体的に列挙いたしますと、まず国

家保安法という韓国における人権弾圧法がありま

す。そして、韓米同盟の、いわゆる冷戦下での

あり方を規定している、より特徴的には韓米駐屯

軍の地位協定を変更すべきという問題。そしてま

た、韓国と日本における歴史教科書において事

実を誤って記述して、教育しているようなシステ

ムの問題。そして兵役制度、軍隊内における暴力、

そして新たな軍備増強につながるような兵器の導

入。そうしたことに対するさまざまな法制、制度

を変えていくということです。そしてそれと合わせ

て、南北コリアの敵対的な関係を信頼と友好的な

関係に変えていくための南北間での民間の経済社

会協力、交流というプロセスを推進してきました。

そして３つ目には、新しい平和的な文化というの

も作り出していくことです。日本のみなさまもお感

じになることがあるのではないでしょうか。南北コ
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リアは 50 年の間、軍事的な対立状況を続けてき

た国です。ですから、南北コリアとも社会の隅々

まで非常に軍事文化が浸透してきている訳です。

韓国では全ての男性は 18 歳になると兵役に就か

なければなりません。そして軍隊の中で教育を受

けてきた男性たちが家庭を経営し、社会を経営し

ていくのです。そしてこれまでの韓国では、社会

や各家族を運営していく原理というのは軍事主義

です。そして教育やその他の文化的なシステムも、

軍事主義というものに非常に浸食されていたので

す。そしてまたこうした軍事的な文化というものが、

家父長制というものを極端な形で現実化したもの

であって、その家父長制を受容するような機能を

果たしてきたのです。そして韓国ではこうした、特

に平和の文化を作り出していくような国際的な運

動に関しては、家父長的軍事主義文化というもの

を一掃していくという目的の下に、特に女性たち、

女性団体の活動が主軸になっている訳です。そ

して４つ目には、軍事的な安保、国家的な安保

というものを、人間の安全保障というものに変え

ていくということです。みなさんもご存知のように、

これまで市民というのは安全保障の対象でしかな

かった訳です。しかしながら、今、韓国では市民

自体が安全保障を進めていく主体に成長している

のです。

そして次は、私たちの運動に関する評価を行っ

てみました。５ページの下の方をご覧ください。

特に 2000 年代に入って、米軍の装甲車に女子

中学生がひき殺されてしまった事件を契機に、ワ

ールドカップの時にも数十万人の市民が街頭に出

てキャンドル・デモで追悼する。また、北朝鮮に

対する支援を行うであるとか、その他もろもろここ

に書かれているように、これまでの分断体制の中

でのいわゆるタブーというものが全て市民社会に

よって取り払われているというのが韓国の状況で

す。つまり、これが家父長的な軍事主義、文化

の中で、男性エリートがかなり秘密裏、つまり市

民の目の届かないところで、安保外交統一政策と

いうものをこれまで論議し決めてきた訳です。この

さまざまなタブーを打ち破った中で、市民が実際

にそれを監視し、検証し、提言し、改良していく

という状況になってきている訳です。つまり、こう

した韓国での動き自体が、市民というものは一方

的な安全保障の対象なのではなくて、安全保障

政策自体の主人公であるということを示していま

す。

そして、今申し上げた点が 2000 年代の韓国

の大きな成果であったとするならば、２つ目の成

果は、アメリカによる軍事的な一国主義というも

のに対する反省を促すという問題提起です。しか

しながら、こうしたアメリカのユニラテラリズムに

対する問題提起というものは、親米なのか反米

なのかという、韓国内における大きな論争という

ものを引き起こしました。韓国で反米というもの

は、容共̶̶共産主義を受け入れていくものとイ

コールであるというような誤った考え方で捉えられ

る向きもありました。この反米イコールいわゆる社

会主義的なものなのだという意見は間違っていま

す。そうではなくて、そもそも反米というスローガ

ン自体が誤りなのです。アメリカの一国主義的な

あり方が世界の平和に対して脅威を与えている時

に、それに対して別のあり方を求めていくというこ

とがこの運動の本質的な主軸になる訳です。それ

は、そこに従属しているような国家からではなくて、

市民社会側からしか発信できない論議です。そし

てまた、アメリカのそのような軍事政策や外交政

策というものが、朝鮮半島の運命を非常に大きく

握っています。そのような中では、違う国ではあり

ますが、私たちはアメリカの外交政策や軍事政策

に対して発言をしていかざるを得ない立場にいる

訳です。韓国の歴史を見てみると、韓国が日本

の植民地になっていた時、また植民地から解放さ

れた後に冷戦の中で分断されていく時、アメリカ
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は常に否定的な影響を与えてきました。そして、

そうしたことの全ては、朝鮮半島という土地に暮

らしている全ての人々の意見を反映することなく、

別のところで決まっていた訳です。朝鮮半島を日

本にあげる時に、フィリピンを私たちにくれという

形で植民地化の約束をしている。これはアメリカ

と日本の間で行われたことです。ですから、韓国

における反米的に映るそういう運動というものは、

二度とそうした、自分たちの意見の反映しないと

ころで否定的な結論の出されることがない秩序を

作るという決意の表れなのです。ですから、反米

というのは共産主義的、社会主義的なものでは

ないのです。こうした認識が明確に広く市民にも

意識され始めたのが、2000 年代の韓国の市民社

会の特徴だと言えると思います。

そして、もうひとつは韓国でこれまで分断の対

象であった市民が、分断克服の主人公としてさま

ざまに動きを始めているということです。私たち

韓国の市民社会は 2000 年６月に南北の首脳会

談が行われた後に、南北のさまざまなレベルでの

交流と協力というものを促進させてきました。今、

大きいもので言いますと、年に少なくとも３回は

南北の市民たちが、700 名から 1000 名ほどの規

模になりますが、大規模に席を同じくして交流す

る機会があります。独立運動のあった３月１日、

そして南北首脳会談の行われた６月 15日、そし

て民族が植民地支配から解放された８月 15日。

大体この日をはさんで 1000 人規模の南北の人々

がソウル、プンナンガン、ピョンヤンという形で共

に交流を進めています。そしてかなり多くのいわ

ゆる NGO が、北朝鮮の今の経済状態の中で最も

被害を受けている部分に対して、人道的な支援

プログラムというのを継続して推進し続けている。

南北の鉄道もつながりました。南北の道路も連結

されました。そして、各大臣たちも席を共にする

機会が多くあります。他のことは時間がありません

ので割愛させていただきます。

次に、朝鮮半島の平和のためにできる東北アジ

アの教育フォーラムについてお話しします。お話

ししてきたように進められてきた平和の新しいシス

テムを作り出すための南北の協力のプロセスに、

今、大きな障害が出ています。北朝鮮の核危機

です。このような韓国内で新しいシステムを模索

するという流れの障害になっているのが北の核危

機、そしてそれと強く絡みながらブッシュ政権が

取っている軍事的な政策オプションですね。先制

攻撃、そして核の先制攻撃さえも辞さないという

やり方。そしてもうひとつは、いわゆる拉致問題

で日朝関係が最悪になっています。関係を改善

する傾向が見えていません。私たち韓国の市民

社会は、今の危機状況によって朝鮮半島で戦争

が始まるということが絶対にないように、この数年

貴重な努力を傾けてきました。ブッシュ大統領に

は何度も第二次朝鮮戦争につながるようなあらゆ

る行動を慎んでくれという公開書簡も送ってきまし

た。そして韓国の NGO の代表、そして学者、学

会の代表、そして国会議員の代表たちが共通で

枠組みを作って、アメリカの議会、国会議員たち、

そしてシンクタンクの人間、NGOを合わせて、朝

鮮半島問題の解決のためには戦争というオプショ

ンは決して助けにならないのだということを説得し

て回りました。そしてブッシュ大統領が韓国を訪

問した際に、韓国の NGO はかなり大規模な集会

を行いました。その時にブッシュ大統領が韓国の

市民に対して朝鮮半島で絶対に戦争を起こさない

という約束を口にしたりもしました。そしてその中

でアメリカの政策も、いくつか許せない部分もあ

った訳ですが、幸いにもそうやって始まった６者

会談が第２回目を迎える直前にある訳です。そし

て絶対私たちは朝鮮半島危機を解決するための

６者会談を成功に導くために、６か国のそれぞれ

の市民社会が協力をして、それぞれの国の政府

に対して提言をしていく、プレッシャーをかけてい

くということを提案したいのです。

そしてもうひとつ、先ほどお話ししたように、韓

国で新しいシステムを作るために進められている

南北間の交流と協力のプロセスに対する支持をみ

なさんにいただきたいのです。それを促進させ、

決して阻害しないというような支持を周辺各国の

市民社会から得たい。

そしてもうひとつは日本の再軍備、軍事大国化

ということを止めていくような市民社会間の協力を

していきたい。いわゆる普通の国になろうという

スローガンで、平和憲法をなくしてしまおうという
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日本の中での動きに対して、私は非常に心配して

います。過去、日本が軍隊を持っている普通の

国であった時、日本がどういうパフォーマンスをし

ていったか。明らかに普通の国ではなかった訳で

す。その当時の日本帝国が韓国において非常に

甚大な被害をもたらしました。私は、日本がその

反省の下に作り上げた平和憲法を持ち続けなが

ら、今後 21 世紀の世界平和におけるリーダーシ

ップをより強く発揮する国になることを願っていま

す。

最後に、きっとみなさんはこんなことも思われて

いるのではないでしょうか。北は核開発をしてい

る疑惑がある、核危機を引き起こしている国です。

また民主主義的ではなく、独裁であり、過去に拉

致事件も引き起こしている。なぜあなたたちはそ

ういう国と和解をするのかというような質問が出る

かもしれません。私はこれまで北朝鮮に数回行っ

ております。その中で私はそこに暮らしている人、

その社会を動かしている人、それが一体どういう

背景の下に動いているのか、そういうことを見て

きました。南北間の交流とか協力というのは非常

に一筋縄ではいきません。この交渉チームの代表

になりながら、北朝鮮側と非常に熾烈な激論を、

いわゆるケンカをしてきました。同じ朝鮮語を使う

のですけれども、住んでいる体制や背景というも

のが違って、意思の疎通がうまくいかないこともし

ばしばありました。そういう中で時には、もう統一

なんてしないでお互い別の国の人として生きましょ

うと思ったことも１度や２度ではありません。時に

は、軍事的な措置をとるというような議論さえ出

たこともあります。そして私が一緒に韓国側で北

との交渉に臨む同僚の１人は、そのお父さんお

母さんが北の共産党によって殺された経験を持っ

ています。そしてその友人は、ピョンヤンでの会

議に一緒に代表として派遣される前に、ピョンヤ

ンに行くべきかどうか家族会議を開きました。親

の敵の国に自分が足を踏み入れることが良いこと

なのか悪いことなのかということをずっと考えてい

ました。彼女はクリスチャンでした。結局、そう

いう議論を家庭内で繰り返しながら、最後には聖

書に出てくるように敵を愛しなさいと。そういう経

緯があって、同僚と一緒にピョンヤンに向かいま

した。そしてそのプログラムから帰ってきた後に、

彼女は私にこう言ったのです。私たちは 50 年間

北側を憎み続け、戦い続け、罵り続け過ごしてき

たけれども、それによって私たちが手にしたもの

がひとつでもあったのだろうかということを、私は

見つけて帰ってきたというようなことを。

私自身の個人の話をしますと、私の中で最も怖

い存在というのは、北朝鮮の共産党と戦前に韓国

に来た日本の警察でした。しかしながらこういった

恐怖心や憎悪というものは、50 年間ずっと対立

を続けてくることでは、ひとつも解決しないという

ことを私たちは学んだのです。戦争は更なる戦争

をもたらすしかないのです。それは歴史が証明し

ていることです。ですから私たちは、１度実験に

失敗している訳です。そして私たちは今、新しい

実験、２度目のチャレンジをしている訳です。そ

れは敵を友人に、そして親友に変えていくという

挑戦なのです。ヨーロッパではドイツとフランスは

戦ってきましたけれども、そのドイツとフランスが

友人になり、EUを作り上げました。朝鮮半島及

び北東アジアの平和を実現するのは私たちの手に

かかっています。戦争によって物事を解決してい

くのか、あるいは敵を友人に変えていくことで問

題を解決していくか。今、その選択の曲がり角に

立っているのだと思います。それは、ここにいらっ

しゃった日本のみなさんと韓国に暮らす私の、共

通の課題だと思っています。

みなさん、ありがとうございました。

佐藤安信（名古屋大学）

非常に重要なポイントが出たと思います。平和

構築という場合、誰にとっての平和かということで

すね。中央にとっての平和は周辺にとっての破壊

ということもある訳です。つまり日本が平和構築と

いうことを言うと、近隣の諸国から軍国主義じゃ

ないかという反応もあるという事実を認識しなくて

はいけない。そういう日本の置かれている歴史認

識ということも必要ではないか。そういうことを配

慮しながら考えて行かなくてはいけない。アメリカ

の単独行動主義というのがありますが、要するに

アメリカにとっての平和を実現するために、我々
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はやっている訳ではないのです。即ち平和を語る

時に、誰のための平和なのかという視点を持たな

くてはいけない。

朱成山（南京大虐殺記念館）

名古屋大学の佐藤先生をはじめとするみなさま

のご招待によって、このシンポジウムに参加でき

ることを光栄に思っております。本来はホアン・

ピン先生が発表される予定でしたが急用で来られ

なくなりましたので、私が代わりに発表させていた

だきます。

私は朝鮮問題を取り扱う専門家ではありませ

ん。私は教科書問題、あるいは歴史問題を取り

扱う平和研究の者です。この場で発表する意見

は、あくまでも私の個人的意見です。先程、韓国

の先生が朝鮮半島の問題について発表をなさり、

私は非常に興味を持って聞きました。その内容は

豊富で、非常に感動するお話でした。私は中国

人としてこの朝鮮問題をどう見ているか、個人的

に発表させていただきます。

私は主に３つのポイントをお話しします。まず

は朝鮮問題というのは非常に複雑な背景と理由が

あるということです。冷戦が終わった後で、米朝

両国は核問題、あとミサイルの問題、地下核施

設の問題、朝鮮の人工衛星発射問題などで多く

の対立をしてまいりました。朝鮮の危機という問

題は、表面だけ見れば、北朝鮮が核兵器を開発

することが理由に見えるのですが、本当の理由は

３つの戦争によるものだと思います。

第１の理由は日本の朝鮮半島に対する侵略戦

争であります。これがひとつの理由になっている

と思います。日本は中国も侵略しました。長期に

わたる侵略戦争でしたが、朝鮮半島においてはそ

の倍以上の長い侵略期間がありまして、中国人と

して心の傷と歴史の傷というものを非常に実感し

ており、朝鮮半島に暮らす人々の心の痛みも十分

理解しております。

第２の理由は朝鮮戦争です。1950 年から

1955 年までの朝鮮戦争。あと 50 年間の冷戦構

造などが含まれたものです。朝鮮半島が経済危

機にさらされる主な原因は 50 年間の冷戦にあり

ます。この冷戦によって朝鮮半島はどんどん経済

的に追い込まれました。これは中国の場合でも類

似したものがあります。

第３の理由は反テロ戦争です。ブッシュ政権に

なって以降、大きなテロが起きました。その後、

ブッシュ政権はテロそのものが戦争であるというこ

とを明言しました。あと、朝鮮半島は悪の枢軸だ

と明確に規定して、戦争の対象にしました。

こうしたことから見て、朝鮮半島の核問題という

のは長期にわたる朝鮮半島に対する敵視政策の

産物です。その後、2002 年 10月から始まった、

アメリカと北朝鮮の新しい確執というのは、本当

はブッシュ政権が引き起こしたものであると思われ

ます。

次のポイントに移りますが、平和というのは北

朝鮮の核問題を解決する最善の選択だと思いま

す。現在、全世界が北朝鮮の駆け引きに関心を

集めています。北朝鮮の核危機を解決するには、

いろんな選択の余地があります。その中で平和的

な解決というのは、北朝鮮の核危機を解決する

最善の選択だと思います。もしアメリカが北朝鮮

を先制攻撃して、第二次朝鮮戦争を引き起こし

た場合にもたらされる多大な人員の死亡と経済的

な損失は数え切れません。アメリカの大学の国際

学高級研究所で編集した『２つの朝鮮』という

本を引用してみますと、新しい朝鮮戦争が起これ

ば、少なくとも 100 万人以上が死亡します。これ

は朝鮮半島に災難的な影響をもたらします。そし
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てアジアの平和と世界の平和に対する破壊と脅威

になります。我々はそういう結果を望んでおりませ

ん。

現在、アメリカと北朝鮮のこの核問題に対する

状況と立場は大きく異なります。しかし、双方と

も平和的な解決を望みます。私は平和研究をす

る研究者として、そして中国のたくさんの平和研

究者を代表して、アメリカと北朝鮮双方に誠意を

持って、対話を通して、この大きな隔たりを解決

する。そして北朝鮮の核兵器を早めに解決する。

朝鮮半島に核を持たない無核化を実現する。そ

して朝鮮半島は平和と安定を維持する。従ってア

ジアの地域安定と平和に貢献する。世界の平和

に貢献するということを強く望みます。

３つ目のポイントは、６か国会談は朝鮮の核危

機を解決する最善のルートだと思います。去年８

月に北朝鮮の核問題に関する６か国協議が北京

で行われました。そこで、中国は仲介者の役を果

たしました。そしてアメリカと北朝鮮は中心です。

その他のロシア、日本、韓国は仲介者の役割を

果たしました。この問題に関しては非常に複雑で

困難だったなと。したがって実質的には何の進展

もない。しかし、この会談を通して、お互いに同

じテーブルに集まり、少なくとも共有する意識の

領域を広くする効果はあったと思います。そうい

う意味では非常に大きな一歩を進んだと評価しま

す。中国政府の役割として、我々は信じておりま

す。責任感を持って、この問題を通して、平和的

解決に向かうことが必要だと思います。アメリカと

北朝鮮は立場があまりにも異なりすぎる。そして

６か国協議は長期戦に入ると思われます。しかし

多くの問題を抱えながらも、６か国協議は朝鮮半

島の核危機を解決する最善のルートだと確信して

おります。

今回、また６か国協議を行いますが、私は中

国の平和研究者を代表してあるメッセージを送り

たいと思います。双方ともあくまでも冷静さを保っ

て、強硬な態度をやめて、お互いに敬意を持っ

て接してほしい。これが１番目です。２番目は平

和的対話の継続を最後まで守って、お互いに恐

喝したりすることをやめてほしい。あと３番目に、

北朝鮮に対して経済支援を再開するよう要求しま

す。マクロ的な立場から見ても、人道的な立場か

ら見ても、経済支援をしてこの危機を乗り越える

べきだと思います。ワシントンにおける日本とアメ

リカ、韓国の協議で、経済支援を断ち切るという

結果を出しましたが、その方針に対して私たちは

反対します。１月 25日に北京で会議が行われま

すが、私は民間組織、あるいは平和問題を研究

する研究者たちを代表して、新たな進展があるよ

うに期待しながら、できることは尽くしたいと思っ

ております。

ありがとうございました。

山本芳幸（名古屋大学）

ありがとうございました。ご専門ではないという

ことですが、非常に具体的な提言をいただきまし

た。特に紛争予防という観点から、北朝鮮問題

に政府開発援助をどのように使っていくのか。今

後、中身を具体的に考えていかなければいけな

いと思います。

吉岡達也（ピースボート）

こんにちは。ピースボートの吉岡と申します。次

のセッションの進行を行います。

今のお２人の話を聞いていただいて、非常に理

解していただける点は、これから東北アジアで本

当に平和を作って、共存していくということを考え

た場合には、どうしても過去の問題を克服してな

くては駄目だということです。これは逃げられない

事実として、日本人は考えていかなくてはいけな

いと思います。

逆に言えば、よく懺悔ばかりして、謝罪ばかりし

てとか言われますけれども、私は 20 年間ピース

ボートをしているのですが、ピースボートを始めた

時には初めの教科書問題̶̶今回のではなくて

前の教科書問題ですね。81 年に起こった「侵略」

を「進出」と書き換えるかどうかというあの問題

の時に、僕らは「教科書でホンマのこと教えてく

れへんのやったら、自分たちの足で現地を訪ねて、
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各国を巡って、ちゃんと過去の事実を確かめよう

やないか」と考えて始めたのがピースボートなの

です。それ以来、20 年間そういう活動をやって

いるのですけど、やればやるほど友人が増えるの

ですよ。分かりますか。別にこれは、過去への懺

悔で惨めな思いをする行動ではないのですよ。日

本人が過去の過ちを認めるということを、アジア

の人たちはいかに貴い、尊敬すべき行為として受

け取ってくれるのかということを体験する連続の

20 年間だったのですね。それを日本の社会はす

ごく誤解していると感じます。

イさんも朱さんもそうなのですけど、私たちが本

気で過去のことを見つめて、間違ったことは間違

ったとちゃんと謝ると、それに対してどれだけ温

かい気持ちで見てくださるのかというのを実際に

体験しています。子どもの時に教えられますよね、

人間は間違いをするのだと。その代わり、間違っ

た時はちゃんとそれを認めて謝りなさいと。当たり

前だと思うのですよね。

50 年も経っているにも関わらず、また本当に筆

舌に尽くしがたい酷いことをしてしまったにも関わ

らず、それは頬かむりをして、過去は忘れて未来

に向けてやっていきましょうよと、やった側からは

言えないですよね。やった側から言われたら、や

られた側は絶対に腹の虫は収まりませんよ。

その面で言うと逆に、過去の問題を克服すると

いうことは未来へのドアを開くキー、ものすごく楽

しいことにつながっている行為なのですね。もっと

言えば、過去を認めることで友人になれる訳です

よ。友人になれることで、もっと楽しい東北アジア

での人間の交流ができる訳です。そのことをもっ

ともっと進めていくべきです。

今、転機ではないかと思うのです。特に、戦争

体験をした方が亡くなっていかれる時期にあるの

ですね。逆に若い世代が中心になって新しい関

係を作るためには、やはり過去を克服しなくては

いけないということを、もっと共有できればなと思

っています。

そのような観点を踏まえながら、私たちの暮らし

ているこの東北アジア地域でどうすれば紛争を防

げるのか。ブッシュさんは何をするのか分からな

い人ですから、北朝鮮問題は予断を許さない訳

ですね。もちろん北朝鮮の体制も、非常に追い込

まれればどうするか分からない。その中で絶対に

紛争を防がないと、朝鮮半島で何人の方が亡くな

るのか。それに日本がどう絡まるのか。考えただ

けですごく恐ろしい状況になるのですね。紛争に

よらない方法で解決するしかないと僕は信じてい

ます。非暴力的に解決するしかないと思っていま

す。それは世界中で色々な方と話してきましたが、

ほとんどの人がそう思っている。特にいわゆる市

民社会、NGOと言われる世界の人々はそう思っ

ているという実感を持っています。

そんな中、先日から紛争予防のための東北アジ

ア地域協議というものをやっていまして、これに関

してはまた改めて児玉先生から詳しくご説明いた

だけると思うのですけれども、それに来ていただ

いているゲストのみなさんにお話いただいておりま

す。

この次はジニー・マニポンさん。今は香港に

おられて、紛争予防に関わる研究センターで

ARENAという団体、もしくはアジア平和連合とい

うNGO のアンブレラ組織があるのですけれども、

そこで働いておられます。ご出身はフィリピンです。

ちなみにフィリピンも第二次世界大戦中、日本軍

のひどい侵略を受けた地域です。従軍慰安婦の

問題もあります。

その後に、アニファー・メズーイさん。国連に

登録している NGO の総元締めで、国連に登録し

たいと思っている NGO に、登録の許認可ではな
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いのですけれども、アレンジをしていく総責任者

です。ですから、国連の NGO 窓口の責任者と思

っていただいて結構です。彼女もどうやって非暴

力で平和を作っていけるのか、非暴力で紛争を

防止していけるのか、そのためには NGO の役割

は不可欠であるという観点の下で、本当に積極的

に関わっていただいています。

ジニー・マニポン（APA）
みなさんこんにちは、ジニー・マニポンです。

スピーチの前に、名古屋大学の佐藤先生、あり

がとうございました。それからピースボートの代表、

吉岡達也さん、本当にどうもありがとうございます。

そして今回のいろんな手配をしてくださった杉本

さんもありがとうございました。ここに来て、みな

さんの前でお話しさせていただく機会を持てたこ

とを、本当にうれしく思っています。その代わり、

自分にできる限りの経験のシェアを、みなさんとさ

せていただきたいと思っております。

２日前に、近代の日本の現実というものを見る

機会がありました。要するに、靖国神社に連れて

行ってもらった訳です。はじめに、私は見たもの

を信じることができませんでした。日本がどのよう

に戦争に関わっていたのか、その展示の内容とい

うのを信じることが難しかったのです。まず展示

の中にたくさんの地図があったのですね。私の出

身であるフィリピンやその他のたくさんの島々の地

図がありました。ビルマだったり、インドネシアだ

ったり。それを見て、大変なショックを受けたの

ですね。と言いますのも、そこにあったのは島の

形や色ばかりで、その島に住んでいる人々の顔が

まったく見えるものではありませんでした。そこに

住んでいる人の顔が全くないのと裏腹に、日本人

兵士の顔だけが展示されていたのですね。その

展示の隣にあった説明書きはこのようなものでし

た。日本には石油が必要だったからインドネシア

を攻略した。日本にはコミュニケーション・ベース、

戦略発信基地が必要だったからフィリピンを取っ

た。こういったふうに書いてあった訳です。これで

は戦争の説明というよりは、何かチェスだったり、

囲碁だったり、ゲームのような感覚をすごく受けま

した。コンピューターのビデオゲームの説明か何

かのようだったのですね。

ここにあった説明というのは、私が小さい時に

祖父母から聞いた日本占領時代のフィリピンの戦

争の体験談とは全く違うものでした。私は常に自

分の祖父母から戦争の恐怖や占領の話を聞いて

きたのです。これというのは私たちがまさに今、

市民社会や特に NGO が取り組んでいかなければ

ならない課題なのだと思っています。本当の真実

は何であるかということを実際の目だったり、経験

を通して語ること。そしてそれが事実なのかどう

かを、政府に対して訴えていくことが市民社会と

NGO にできることではないでしょうか。自分の政

府の政策がどれだけ人に直接関わっていくのか、

これを訴えていけるのが市民社会ではないかと思

います。これは戦争の時代であっても平和の時代

であっても、NGO の大変重要な課題であると認

識しています。政府が政治や軍事的な問題に忙

しくしている間に、市民社会は同時に非常に重要

な課題を負っています。真実が何であるのか見極

めるということ。そしてその内の何を受け入れて、

何を受け入れないのか、これをしっかり見ていく。

そして、見て、考えて、経験したものを、政府と

共有していくということがとても大切なのではない

でしょうか。近年、政府のやっていることは必ずし

も完全ではないということを、政府自身が認識す

るようになってきているのではないでしょうか。政

府のやっていることが、時に現場のレベルにおい

ては不適当であったりするケースがたくさん出てき

ています。その時に、何かできることがあるので

はないかと、私の所属している ARENA は取り組
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んでいるのですけども、政府中心のアプローチだ

けではなく、人々が中心になってアプローチして

いけるような課題がたくさんあるのではないでしょ

うか。

そういう意味で近年、国連総会で NGO や市

民社会の役割が紛争予防にとってどれだけ重要

であるのかというような話が出てきています。そ

の一端で、先ほど吉岡さんの口からも出ていた

GPPAC、Global Partnership for the Prevention 

of Armed Confl ict、武力紛争予防のためのグ

ローバル・パートナーシップのようなものが出て

きています。この GPPAC の取り組みというのは、

NGO にとっては新しくて非常に重要な挑戦です。

自分たちのコミュニティレベルで意見の一致、共

有の認識をもっと増やしていくということ、それか

らトップダウンだけでなく、草の根からの動きを紛

争予防の分野においても見せていくということ。と

ても新しくて重要な取り組みだと思います。吉岡

さんから GPPAC のお話が出た時に、その GPPAC

の地域レベルの準備委員会としての相互開催協

議会の話も出たかもしれません。

今日そのプロセスを詳しくお話しするよりは、実

際に私たちが昨日までに行ってきた協議会の中で

さまざまな NGO の代表者が集まった時に発表さ

れたちょっとおもしろい意見をいくつかご紹介した

いと思います。まず、一番おもしろかった、みん

なの中で浮かび上がった疑問としまして、市民社

会とは何なのかということがそもそも問題になりま

した。市民社会を定義した時に、そこに含まれる

のは誰で、含まれないのは誰なのか。こうしたこ

とをこれから進めていく運営委員会の中で話して

いけたらなと思っています。それからもうひとつお

もしろかったものとしては、平和の文化を作って

いくのに必要なパラダイムは何であるのか、何が

その構成要素として必要なのか。これは今日せっ

かく平和研究者の方がたくさんいらっしゃっていま

すので、ぜひご意見をうかがいたいと思います。

それから、紛争におけるジェンダーの側面が何で

あるのかというものも大きな問題になってきている

と思います。それから、これは今回の東北アジア

協議会ではなく、去年行われたダバオでのアジア

の地域協議会で話された議題だったのですけれど

も、自分たちの地域の中の変化をどう認識し、理

解していくかということが大きなひとつの課題にな

りました。最近の例で言うと、例えばテロリズムだ

ったり、テロリズムに対する戦争であったり、そう

いうものをどう理解していくのかということが議題

に挙がりました。

東北アジアに関して話し合われた内容につい

ては、時間もありませんので、これ以上お話しす

ることはできませんが、ARENA がどういう組織で

あって、それから、その中で APA、Asian Peace 

Alliance、アジア平和連合をどのように作ってきた

のかを少しお話ししたいと思います。

私は市民社会の役割は問題を提起するというこ

とではなくて、解決方法を探すということだと思

っています。もう約３年前になりましたけれども、

９月 11日のテロ事件がありまして、それから世

論は大きく変わってきました。その事件の後、世

界でのテロリズムの脅威に関する見方というもの

が大きく変わっています。アメリカの主導によって

テロに対する戦争、反テロ戦争というものが繰り

広げられてきました。そしてアメリカの動きによっ

て世論も大きく影響を受けてきました。時には危

険だと思われるほど影響を受けています。例えば、

アジアでもいろんな地域が影響を受けています

が、例えばフィリピンのミンダナオにアメリカ軍が

送られたり、あるいは、北朝鮮が悪の枢軸国と名

指しされるようになりました。そしてある意味、こ

れはブッシュ大統領のカウボーイのようなものの見

方だと思うのですが、私たちの側に付くのか、そ

れとも敵側に付くのか、はっきりさせろというよう

な態度をとっています。そして例えばパキスタン

やインドネシアでは、世論が極端に極化してしま

って、反米感情も起こってきています。その中で

アメリカに付くのかまたはテロを支援するのか、ど

ちらかはっきりしろというような意見を示すことを

求められています。そして今まで、世論の中間層

にあった部分、反米でも反テロでもなかった部分

にあたる人たちがいなくなってしまいました。

そういった中間層、穏健派の人たちの意見があ

まりにも聞かれていないのではないか、消えてし

まったのではないかということで、ARENAとその

他のいくつかの団体で、先ほど申し上げた APAを
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作るになりました。ですから APA のメインの目的

としましては、そうした真ん中に来るはずの、極

端ではないはずの穏健派の意見をもう少し具体化

し、煮詰めていこうという動きになります。ひとつ

だけの国では解決しない問題だと思っています。

パキスタン、インド、バングラディシュ、台湾、中国、

日本、カンボジア、アメリカ、カナダ、スリラン

カ、こうした国々が全てつながっていかないことに

は、大きな目で見た時に世界がどうなっていくの

か、世界的な規模で反テロ戦争というものがどう

いった影響をそれぞれの地域に及ぼすのかという

ことが見えてこないのではないでしょうか。

フィリピンで作られた団体でサビナというのがあ

るのですけども、これはフィリピンの言葉で Asian 

People Shout for Peace、「アジアの人々よ、平

和のために声を上げよ」という意味の団体なので

すけれども、そのミーティングを行った際に、アフ

ガニスタンからの代表が来ることができませんでし

た。というのは当時、フィリピン政府がイスラム教

徒に対する強い反対を取っておりまして、ビザを

出すことをしなかったからです。しかし私たちはこ

の会議を行った際に、彼女が座られるはずだった

席に、彼女の名札だけを出しておきました。そし

て彼女の番が来た時に、もちろんスピーチをする

はずの彼女はいなかった訳ですけれども、その時

間は沈黙となりました。その沈黙が最も雄弁なス

ピーチになったと思います。そして参加者の発言

の中に、私たちが戦争や平和について話をする

時、多くの時に私たちの状況をよく表していると

いうものがありました。私たちの状況、アジアでの

状況というのは、西洋の状況とは全く異なってお

りまして、というのはアジアの社会の中では、平

和というものは常に身近にあるからです。そのよう

な状況の中で私たちが戦争に巻き込まれる時とい

うのは、周りが作った、私たち自身が作り出した

訳ではない戦争に巻き込まれることが多いです。

アジアの平和連合の活動について、最後に少し

紹介させていただきます。本当にたくさんのプロ

ジェクトがあるので、全て紹介できないのが残念

なのですけれども、私自身の目から見て重要であ

るというポイントだけを説明させていただきます。

アジア平和連合の目的なのですけれども、とにか

くお互いの間にある壁を崩していって、信頼関係

を築いていく。そこに最もポイントを置いて活動し

ています。国を超えたディスカッション、国際会

議のようなところでは、開かれた会議を持てること

が多いということを私たちは指摘しています。国

の中に留まっていては見えないものが多いのです

ね。戦争やテロの影響が、実は私たちをつなげ

ていくのに一番重要な役割を果たしてしまってい

るという皮肉なことが言えると思います。ただ、そ

の紛争自体の原因なのですけれども、これを探っ

ていくためには自分たち自身の気持ちにもっと入

っていかなければいけない。それが重要ではない

かと思っています。

これからの一番難しい課題だと思っているのは、

そもそも平和とは何なのかということを、みんなで

模索していくことでしょう。私たちの日常生活の中

の平和は何であるのか、それから自分たちが平和

だと信じていたものに対するオルタナティブ、新し

い平和は何なのかということを探っていきたいと

思っています。

それから先ほども申し上げたのですけれども、敵

というか、私と彼らというような極端なものの分け

方や言論というのは、私たちが平和の文化を作

っていく上で、最も大きなバリアになると思ってい

ます。アジア平和連合としてはもちろん GPPAC の

プロセス、国連の会議へとつながるこの地域ごと

の平和を作るプロセスに入りたいと思っています。

このテーマは、そもそも自分たちのコミュニティで

元々やっていたことなのですね。これをさらに他の

国の人たちと一緒に大きな視点で見つめ直すこと

で、自分たちのコミュニティでやっている問題に対

しても答えが見つけ出せれば良いなと思っていま

す。

ここで日本に来ての個人的な感想を言わせてく

ださい。ここに来てから、私はみなさんにすごく

インスパイアされました。日本の NGO、市民社

会がすごい勢いで動いているということ、みなさ

んの平和への貢献だったり、協力だったりに、も

のすごくインスパイアされたのですけれど、同

時にものすごく考えるきっかけを与えてくれたの

が、日本の憲法９条の問題です。今、大きな流

れで、この憲法９条を日本の憲法から取り除こう
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とするような努力が取られていますけれども、本

当にそれで良いのでしょうか。みなさんにどうし

ても分かってほしいことがあります。日本以外の

アジア人の目から見て憲法９条というのは、日

本の人たちも第二次世界大戦で本当に苦しん

できたのだという、その結果を二度と繰り返さ

ないということも表わしているのだと信じています。

この９条をもって、未来へのメッセージやビジョン

にしていけないかと私は思っています。日本で廃

止するということを止めるだけでなくて、どの国も

憲法９条を採用していくことが平和につながるの

ではないかと思っています。

最後にみなさんにひとつ提案があります。アジ

ア平和連合はこれから日本の NGOと協力して、

ぜひやっていきたいと思うことがひとつあります。

憲法９条を日本の中で守るということ以外に、９

月 11日以降イラクだったりアフガニスタンだった

りで、違った方向に動き始めているアメリカの政

府にも、ぜひこの第９条を採用したらどうかという

ことを訴えていけないものでしょうか。

どうもありがとうございました。

吉岡達也（ピースボート）

本当にすばらしい、熱いお話でした。ちょっと

補足です。GPPAC は武力紛争における市民社会

の役割というのを、世界レベルで NGO のネットワ

ークを作って考えていこうという動きなのですけれ

ども、これは国連が非常に協力をしてくれていま

す。2005 年の９月に、国連と共同するような形

で、NGOと各国政府とが紛争予防の世界会議を

行うということがほぼ決まっています。それに向か

って世界 17 地域に分かれて、協議が草の根レ

ベルから始まっているというふうに理解してくださ

い。そしてそこで話し合われたことがだんだんと

積み重ねられて、2005 年の世界会議に提案され

ていくということですね。ですから、これは平和構

築もある程度入っていきますので、紛争予防、平

和構築につながるいろんな小さな努力みたいなも

のを国際社会の中心にちゃんと示していこうという

役割を担う世界会議になってくるのではないかと

思います。そういう面でいうと、市民社会が紛争

予防に非常に重要な役割を果たすのだということ

を、国際社会が、国連が中心となって認めるとい

う意味で、非常に大きな歴史的な転換点になる

可能性もあると思って、がんばっております。こ

れは完全に開かれております。今、日本の NGO

としてはピースボートが中心で関わっているので

すけれども、私たちも関わってみたいという方は、

ぜひご連絡をいただければと思います。

それと２点だけ。２日間、今のメンバーを含め

て 12 名で話し合いを進めてきたのですけれども、

その中で、朝鮮半島の核危機と憲法９条の問題

がかなりの時間を割いて議論されました。朝鮮半

島の危機に関しては、具体的な行動では、国に

任せきりにするのではなくて、市民レベルでの６

者会談みたいなものができないかという提案が出

て、それを相談していくことになっています。それ

からもうひとつ、９条に関しては、国際的な非暴

力の紛争予防のメカニズムとして、何とか憲法９

条を東アジアの市民社会の中で認知していけない

だろうか、国際社会に持っていくための叩き台を

つくれないだろうかということです。日本だけが第

９条を守るということではなくて、世界にそれを広

げていくという方向の努力もしていかなければな

らないという話し合いがされております。

というところで、国連社会経済委員会の NGO

部長を務めておられますアニファー・メズーイさん

からお話をうかがいたいと思います。本当に国連

の中心で活躍されていまして、今回の GPPAC の

会議にも参加していただきました。今、おそらく

世界中の NGOを国連につなげていきたいと最も

思っていて、実行している方です。

アニファー・メズーイ（国連社会経済委員会）

ご紹介いただきましたアニファーです。

ここにいらっしゃるみなさんのほとんどが研究者

の方、または学生の方だということで、ひとつま

ず初めに申し上げたいことがあります。吉岡さん

の紹介通り、私は確かに国連の中でどの NGO に

協議資格を持っていただくかという審査をする立

場にあるのですけれども、その審査に通るか通ら
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ないかよりも、実際に日本の市民社会で何がなさ

れているのか、どの NGO がどういうことをしてい

るのかということに興味があります。それぞれの

NGO が平和を守るために、紛争を止めるために

何をしているのかということをお話しできればと思

います。

みなさま、今日は本当にありがとうございまし

た。国連について少々説明させていただきたいと

思います。国連は２つの大きな重要な目的を持

つ、巨大な機関です。その目的とは平和を達成

すること、そして国際開発を推進することの２つ

なのですけれども、この平和を達成するということ

が近年非常に難しくなってきています。平和を達

成するために不可欠なのは、もちろん人道的な課

題、人類としての挑戦ですよね。そうなのですけ

れども、その挑戦・課題というのが大変大きなも

のになってきています。この人道的な課題を達成

しないことには、持続可能な平和を達成すること

はできないのではないでしょうか。

この課題なのですけれども、大きく分けて３つ

あります。まず１つ目に、戦争や武力侵攻。２

つ目に、自然災害̶̶これは火山や地震、水害

などですね。それから３つ目、難民になったり、

強制退去をさせられた人々。この３つが大きな人

道的課題ではないでしょうか。そしてこの３つの

中でも、常に一番弱い立場にいるのが、女性や

子どもです。みなさんにとってはアジアが身近でし

ょうけれども、この課題を抱えている国を挙げて

いくと本当にきりがありません。

まずアフリカからいきますと、リベリア、アンゴラ、

シエラレオネ、コンゴ、スーダン、ソマリア、モ

ザンビーク、ギニア、ウガンダ、ジンバブエ、中

央アフリカ、チャド。それからヨーロッパでは、ボ

スニア、マケドニア、セルビア、クロアチア、旧

ユーゴスラビアの国々です。そしてそれからこの近

く、アジアですね。カンボジア、北朝鮮、アフガ

ニスタン、スリランカ、インドネシア、インド、パ

キスタン。それからラテンアメリカにはコロンビア

があります。そして、大きな争点となっているもの

に、イスラエルとパレスチナがあります。

先ほど申し上げた人道的な課題を達成するため

には、例えば、国際開発を協力して推進していく

ことが必要だということになっています。それで３

年前の 2000 年９月に、20 世紀の締めくくりとし

て国連ミレニアム・サミットが開かれました。この

サミットでは世界のリーダーたちが貧困の根絶と

人々の生活向上に関する課題への合意のために

集まっています。その時に出されたミレニアム・

サミット宣言なのですけれども、この中では、国

連加盟国は人々の生活向上に不可欠な要素とし

て、８つの項目にわたって、2015 年までに重要

な開発目標を達成するという意向を表明していま

す。その８つのものは、まず１つ目、極度の貧

困と飢餓状態の撲滅。それから２つ目、初等教

育の完全普及。３つ目、男女平等化の推進、女

性の地位向上。４つ目、幼児死亡率の低減。５

つ目、妊産婦の健康の改善。６つ目、エイズ、

マラリア、その他病気との闘い。７つ目、持続可

能な環境の確保。それから８つ目に、開発に関

するグローバル・パートナーシップの強化。この

８つが挙げられています。これらはミレニアム開

発目標、MDGsと呼ばれています。Millennium 

Development Goalsですね。この８つの目標は、

それぞれに相互関係があります。また持続可能な

環境づくりという目標に非常に関係しているので

すね。今日のこの会議ですけれども、これもこの

ミレニアム開発目標の達成に向けて、みなさんに

も関わってもらっているということを明確に示して

いるのではないでしょうか。政府は国連で自らが

下した決定事項を尊重し、実現していく義務があ

ります。同時にミレニアム開発目標は政府と市民
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社会が共同で働きかけていかない限り、達成でき

ないものです。NGO の役割はこの 10 年の間に非

常に幅広く、重要になってきました。国内におい

ても海外においても、健全な開発のためには市民

社会̶̶NGOですね、との連携が極めて不可欠

なものになってきていると思います。

ですから、先ほど、ジニーさんがおっしゃってい

たような活動は、本当に感動的です。東北アジ

アにおいて、NGO によってそんな活動が行われ

ているということに、私は大変感動いたしました。

近年、武力紛争はどんどん増えてきています。そ

の武力紛争に対して、市民社会として何ができる

のかということを改めて見せていただいたような気

がしています。

平和への脅威としてどのようなものがあるかとい

うことなのですけれども、例えばテロリズム、大量

破壊兵器、貧困、エイズのような病気といったも

のが挙げられます。ここ 10 年間、武力衝突はど

んどん増加しています。一方で NGO の役割の重

要性もまた増しています。それから更に、NGOと

国連の協力関係も高まっていると信じています。

NGOは人道援助の実力者として注目されてきまし

たけれども、政治レベルでも平和構築に大きな力

があることが、例えば地雷撲滅キャンペーンの成

功ですとか、国際刑事裁判所の設置、それから

児童兵士禁止に関する条約への影響力などを通

して証明されているのではないでしょうか。人々

や現場の状況に緊密に関われることは、平和構

築のプロセスに NGO が重要だと見なされる大き

な理由になっています。例えば、今回私が日本

で見たものなのですけれども、日本弁護士連合会

やピースボートなど NGO 間の連携は、国連にと

って紛争予防のための平和構築という概念を実行

に移す上で決定的に不可欠だと見なされます。平

和構築と紛争予防において NGO が重要な役割

を果たすべき朝鮮半島においては、特にそれが

必要です。先ほど申し上げたような朝鮮半島の問

題ですけれども、国連の事務総長も大変東北ア

ジアにおける朝鮮半島の問題を憂慮しています。

2003 年に彼自身が言ったセリフから引用させて

いただきます。対話と協力をベースにした朝鮮半

島の和解を育てていくためであれば、私は東北ア

ジア地域における努力と支援を惜しみません。地

域の平和と安定強化のためには朝鮮半島に歩み

寄ることが不可欠です。そのためにクリエイティブ

な戦略を模索し続けるよう、私は加盟国に訴えて

いこうと思います。これが彼の言葉でした。

地域コミュニティとの関係を継続していった結

果、NGO は本当の兆候としての、そのコミュニ

ティの中にある小さな変化を察知できる能力を持

っていると思います。戦争が始まる前の段階で、

NGO がこのような情報を必要な場所に提供する

ことで、将来的な危険を回避するための長期警

告という重要な役割を果たすことになるのではな

いでしょうか。またすでに紛争が始まってしまって

いる時にも、NGO は更に積極的な役割を果たす

ことができます。地域に密着した活動によって、

NGO は草の根のレベルの信頼を得ることができま

す。それから、NGO は紛争における当事者とは

見なされないので、敵対する双方にも信頼を失う

ことなく接することができます。特に国内紛争で

は価値ある仲介者として機能します。このように

NGO か介入している有名な例が、モザンビーク

において戦闘している党派間を仲介して、たった

ひとつの NGO の活動で平和を勝ち取った、サン

･エディジオというNGO があります。

それから今度は紛争後の段階ですけれども、こ

こでも NGO が彼らの持っているユニークな知識を

生かして、平和が持続していくための協議案の決

定に貢献することができます。例えば、民主化プ

ロセスの中で市民社会の役割を評価することを目

指している場合、そうした活動を通して市民参加

型統治を促進することができます。市民参加型統

治というのは、具体的には社会的インフラを再建

したり、信頼できる地域統治機構を確立できるよ

うに市民の力を強化したり、それから普遍的な人

権擁護に基づいた司法制度を作ることも、そのひ

とつの例ではないでしょうか。

今まで申し上げてきました通り、NGO の積極的

介入が平和構築において不可欠であることには議

論の余地がないことを、みなさまにも分かってい

ただけたのではないでしょうか。これらの組織は

他の NGO、国や政府、外国の政府、国際組織、

それから多国籍企業などと共に、コミュニティレ
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ベルでの戦略的な連携づくりに比較的好都合であ

ると一般的に認められています。紛争対処や平和

構築において、NGOと国連間のパートナーシップ

は本当に広い範囲にわたるものです。また、長続

きするものでもあるのですけれども、それは政府

間の政策決定のプロセスにおいて NGO の参加を

奨励していこうという、最近のイニシアティブによ

って更に評価されています。平和への努力におい

て、他の被害者と意思疎通、共有化を図ることで

平和創造により効果的に貢献できることはよく認

められている事実です。NGO や他の組織、セク

ター間でコミュニケーションを図っていくこと、そ

して現状に対するさまざまな活動の全体的な影響

の理解を分かちあうことなどを始めて、現状分析

を共有することによって、平和を維持していくとい

うこと、平和維持への追求も多大な恩恵を得るこ

とになるのではないでしょうか。

みなさんに覚えておいていただきたいことがあり

ます。平和とは何なのかという話が先ほども出ま

したけれども、平和とは戦争がない状態というだ

けではありません。共通な価値観を持つことが不

可欠なのです。共通な価値観とは何かと申し上げ

ますと、世界の資源を不公平に分配することは絶

対におかしいとする考え方です。それは宗教、文

化、社会の違いを超えた共通な倫理ではないで

しょうか。もちろん人種、民族、宗教、男女の差

別は許されません。それから基本的人権の抑圧、

侵害も許されません。

最後に、大変個人的なのですけれども、私自身

が感動したお話を、みなさんとシェアして終わりた

いと思います。昨年、私は自分にとって重要な２

つの場所に行きました。９月にシベリアに、そし

て 12月に自分の出身地であるアルジェリアへ行き

ました。

まずはシベリアです。そこで私が見た人々は何

に苦しんでいたかと言いますと、まず自分の置か

れている環境に苦しんでいました。その苦しい環

境の中で、どうやって子どもに教育を施していくの

か、それが彼らの課題だった訳です。シベリアで

は、子どもを学校に連れて行く交通手段が非常に

大きい問題になっていました。

今度はサハラに行った時の話なのですけど、シ

ベリアと同じような大変厳しい自然環境̶̶もし

かしたらもう少し悪かったかもしれません。̶̶そ

れにまず人々は苦しんでいたのですね。ものすご

く熱い気温ですし、水もありません。そこに暮ら

している遊牧民の人たちというのは 10 か国以上

を歩いている訳です。チュニジア、アルジェリア、

エジプト、ギニア、スーダン、チャド、マリ、モー

リタニア、こうした国々を越えて暮らしていたので

す。

シベリアとサハラは全く違った環境ですが、同じ

ような問題に苦しんでいる人たちを見ました。ま

ず、子どもの教育をどうするのかということ。それ

から厳しい自然環境の中で、それにどう耐えてい

くのかということ。それから社会的な制圧にどう対

処していくのかということ。ですから、シベリアと

サハラという全く異なる環境で暮らしている人たち

が、全く同じ問題に苦しんでいたということなので

す。彼らの課題はひとつでした。平和の中に生き、

そして子どもをどう教育していくのかということで

す。

ご静聴ありがとうございました。

吉岡達也（ピースボート）

ありがとうございました。最後に児玉先生にまと

めていただきます。

児玉克哉（三重大学）

今日は、朝から会議を持った訳ですけれども、

すごいメンバーが集まりました。これだけの人が

一堂に集まるというのは、NGO の問題がそれほど

重要だという認識があるからだと思います。

平和とは何かという話が先ほどからされていまし

たけれども、私は希望を持つことだと思っていま

す。現在はアメリカ中心の世界の中で希望を持ち

にくい状況です。紛争があってどうして良いか分

からない。パレスチナの問題なんかもよく分から

ない状態です。そういう中で、NGO はひとつの希
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望を呈していると思っています。ですから、私もこ

の問題を本当に考えていきたいですし、多くの人

がそう考えて、今日参加してくれているのだろうと

思います。

吉岡さんから 2005 年の国連での会議のことが

話されました。これはかなり期待を持てるものだと

思っています。今年は私のやっている国際平和研

究学会の会議もハンガリーであります。そこでもこ

の NGO の問題を扱っていくつもりです。

今日聞いていて思ったのは、NGOもただ単に“人

道援助をして良いことをしています” というだけで

はダメだろうと。むしろもっと研究というか、これ

からどんな社会を作っていくのかということを考え

ていく必要があるだろうと思います。そうなります

と、研究者も一緒になって、何をするのかを考え

ていかないといけないと思います。今日もこれだ

けのメンバーの方が来ていただいている訳で、ぜ

ひ本当に NGO がこれからどういう社会を作ってい

けるのかということを考えて、研究し、実際に作

っていきたい。これが今日の結論と言っても良い

のではないかと思っています。

ありがとうございました。

佐藤安信（名古屋大学）

ここで 10 分程、質疑応答を行いたいと思いま

す。

質問者 G
今日は貴重なお話をありがとうございました。ア

ニファーさんに簡単に質問させていただきたいと

思います。日本国際ボランティアセンターという、

人道支援と開発を８か国でやっている NGO のス

タッフです。

実は日本の NGO の場合は規模が限られていま

して、私はむしろ、今日アニファーさんのお話に

あったミレニアム開発目標のことを考えた時に、

日本の ODA の問題が結構大きいだろうと思って

いて、ODA をより良く使うためのアドボカシーを

しています。実は今、ODA が大きな変わり目に

来ていまして、いわゆる安全保障や治安のために

ODAを使うというふうに、OECD のラックで、今、

定義の見直しが行われているところです。明後日、

パリのラックの会合でその議論の方向性が決まる

と聞いていますが、日本の ODA チャーターも去

年書き直されて、我が国の安全保障の観点が入

れられました。これは日本だけではなくて、国際

社会の中でも安全保障のために ODAを使おうと

いうのがひとつの大きな共通変化のような気がし

ているのですが、この点についてのご見解をお聞

かせいただきたい。特に、NTGA のお金の配分が

リソースのダイバレーションが行われるということ

を非常に懸念しております。

質問者 H
今の質問と関連して、日本の ODA チャーター

の変化の言の中に国益の概念̶̶例えば安全

保障という問題でも日本の国益のために ODAを

使うという考え方が非常に強く入っています。そ

れに対しては NGO や我々も非常に厳しく批判し

ています。つまり国連も NGOも国益、National 

Interestというものを超えるところに、その役割と

か、働きとか、レーゾンデーテルというものがあっ

たと思います。ODA がそういう方向性で使われる

ことに、私は非常に危険性を感じています。それ

について、どう考えていらっしゃるかということも

お聞きしたいと思います。

アニファー・メズーイ（国連社会経済委員会）

まず、最初の質問にお答えします。日本の

ODA に関してですけれども、日本はもちろん ODA

に関しては大きな拠出国です。しばらく前に、人

間の安全保障ということがすごく重要な問題とし

て世界の中で挙がってきました。昨年、ピースボ

ートの吉岡さんと一緒に日本の外務省の方にも会

いに行って、人間の安全保障がどれだけ重要で

あるかという説明をしてきました。この人間の安

全保障が保証されない限り、資金を出してはいけ

ないのではないかという話がメインの目的だった
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のですけれども、ですからご質問に関しましても、

そのお金がいくらであるのかというのは大きな問

題ではなくて、それがどこに使われるのか、誰が

払っているのかということに注目してはいかがでし

ょうか。

ただ、ひとつ例を挙げてみたいと思います。去

年のことなのですけれども、ドイツ政府がケニアに

5200 万̶̶これはドイツマルクだと思うのですけ

れども̶̶の支援をしました。この時にドイツ政

府はケニアに条件を出したのですけれども、これ

が問題だったのです。その条件とは田舎を開発す

ること、それから衛生状態がちゃんと確保されて

いるのを確認すること、それからコーヒーをもっと

効率よく作っていくということでした。

それから、お金の細かい額ではなくて、誰がど

こに使うのかが重要なのだということに関して、も

うひとつ例を挙げてみようと思います。ビル・ゲ

イツが大変多くのお金を拠出しましたけれども、

彼はその行き先を選んでいるのですね。それは

HIV やマラリアの対策資金として使ってくれとい

うふうに条件を付けてお金を出しました。ミレニ

アム開発目標にはちゃんとした審査機関がありま

して、そのお金がどこに行くのか、NGO なのか、

異目的に使われるのかといったことを審査する機

関ときちんとしたガイドラインがあるということをお

伝えしておきたいと思います。

もうひとつの質問に対してコメントするのは大変

難しいですね。というのも、やはり自分の国のお

金を出すからには、自分の国の利益のことも考え

なくてはいけないと思いますから。先ほど私が出

したドイツの例です。ドイツはケニアに条件を出し

たと申し上げました。条件のひとつに、コーヒー

をもっとたくさん作ることというのがありましたけれ

ども、それはもちろんドイツがコーヒーをケニアか

らほしかったということですよね。なので、国益と

いう理由は、あっても仕方がないものではないか

と思います。

その他の例としてお伝えしたいことなのですけれ

ども、以前、メキシコのモントレーで会議がありま

した。その後、ドーハでも同じような会議が行われ、

その中で ODA のようなお金をどのように分配して

いくべきかを考える機会がありました。しかしその

２つの会議を通じても、お金の分配の最善の方

法というのは分からず、未だ模索中ということで、

分配方法は決まりませんでした。

もうひとつだけ、先ほどジニーさんもおっしゃっ

ていたことですけれども、こうした ODA のお金と

いうのは、最近は平和のための開発ではなくて、

多くの場合、反テロ戦争のために使われています。

安全保障を確立するのだとか、平和をつくるのだ

とかいう名目で、軍隊を派遣するのに何十億とい

うお金が使われています。人道的な開発に向かう

お金というのはどんどんコストダウンされていまし

て、現在国連の中にこうした人道的支援をするた

めの団体が 48 団体あったのですけれども、こうし

た団体に向けた予算は次々にカットされています。

この 48 団体がやっていた活動というのは、私の

スピーチの中で申し上げたような天災に対する人

道支援や、難民や強制退去をさせられたような

人々のための人道支援であり、そのための予算が

カットされているというのは大変悲しいことである

ということで、お話を締めさせていただきたいと思

います。

質問者 I
今日は一般から参加させていただきました。学

者だけではなく、一般にもオープンにこういう催し

物をしていただけるというのはすごく意義深いこと

だと思います。私が思った以上に中身が濃く、す

ごく勉強になりました。

それでですね、いろいろ平和についてどういうも

のかということについて考え直すということが提起

されていましたけれども、自分も人も認め合うとい

うことが一番の原点ではないかなと思います。今、

日本の状況では、すごくその点が危ういと日常生

活の中ですごく感じることがあります。私も４人の

子どもがいますけれども、その子どもたちの学校

のこととか、地域のこととかを思うと、人が人を認

め合えなくなっている、なんか攻撃し合っていると

いうようなことを常々感じることがあります。そうい

うことをもっと大事にしていくことが、平和構築の

ための第一歩ではないかなと思います。
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質問者 J
先ほど、ジニーさんのお話の中で主に ARENA

だったり、アジア平和連合の扱っている問題とい

うのが、特に９月 11日以降のアメリカ単独主義

だったり、ヘゲモニーだったり、力の外交だったり

といったものにどう対処していくのかということだ

ったと理解していますけれども、では９月 11日以

降のアメリカの大きな力に対して、逆に何を具体

的に提案していくかお聞かせいただきたいです。

ジニー・マニポン（APA）
まず初めに、hegemony force、覇権主義的な

力という言葉はあなたの言葉であって、私の言葉

ではないということを申し上げたいですけれども、

ともかく良い質問、ありがとうございました。

今の質問のおかげで、どういう形で平和をつく

っていけるのかを、また考えることができるのでは

ないでしょうか。国際社会の中で平和構築をして

いくにあたって、国連はまだまだとても重要な存

在であるということは、やはりまず申し上げたいと

思います。ですけれども、私たちが具体的にやっ

ている取り組みということで申し上げますと、例え

ば去年ですね、アジア地域の中でオルタナティブ・

スクールという名前で、トレーニングのようなもの

を行いました。アジア各地域から代表が集まって、

活動家や教育者などが集まったスクールだったの

ですけれども、この中で、韓国の言葉での平和「ヒ

ョンファ」というのは、大きなオルタナティブを示

してくれたと思います。「ヒョンファ」というのは、

そのオルタナティブ・スクールのテーマだったので

すね。この中でたくさんのことを話し合いまして、

今、アメリカの戦い方や政策に対して、NGOとし

て何をしていくのかというご質問がありましたけれ

ども、このオルタナティブ・スクールの中では、ア

メリカだけではなくて、では日本の戦争はどうなの

だ、イギリスの戦争、フランスの戦争はどうなの

だというようなことを話し合いました。特に大きか

ったのは、このアジア地域に他の国の軍隊がいて、

その地域の中で暴力的な圧力をかけるなんてもっ

てのほかである、その地域の中に他国の基地があ

るということは、大きな暴力なのではないかという

話がありました。ただ、NGO が平和をつくってい

くにあたって関係してくるのは何層もの力関係で

す。一国の外交政策だけではありません。ですの

で、こういうことを考えながら頑張っていきたいと

思います。

佐藤安信（名古屋大学）

どうもありがとうございました。時間が終わりま

したので、大変残念ですが、ここでシンポジウム

を終わらせていただきます。ひと言だけ申し上げ

て、閉会の言葉とさせていただきたいと思います。

今回は、本当に貴重な発表を、本当に普通で

はなかなかお招きできない方が運良く一堂に会し

ていただいて、うかがうことができました。そうし

た意味で、まだ消化し切れない部分というか、あ

まりにもいろんな論点がありすぎて、私としても掴

みきれないというのが正直なところです。逆に言う

と、後はみなさんに宿題というか、みなさんそれ

ぞれの持ち場でできることを考えていただく。そし

てやはり大切なのは、ここで出てきたパートナーシ

ップということだと思います。我々研究者だけでも

何もできない、NGOだけでも何もできない、まし

て政府だけでも、ということもあると思うので、そ

うした政府、NGO、そしてまた中間的な立場とし

ての学識者グループというものの新しいパートナ

ーシップをつくっていくべきだと思います。

今回のシンポジウムで分かったのは、やはり武

器や軍事力で平和はつくれないということ。そし

て、ましてや平和はお金で買えないということで

すね。では、どういうふうにして平和をつくってい

くのか、維持していくのか。それはやはり個々人

の常識が出発点であろうし、そうした意識を持っ

た人たちの協力だと思います。研究者というのは、

一歩社会を外から見るという訓練をすることによ

って中立性を保つということを言いつつ、ある種

社会から逃げている部分もなきにしもあらずという

ところでありますので、こうした機会を使って、こ

の研究会を現実に平和構築のために活動してらっ

しゃる国際機関や NGO、市民の方々と意見交換

の場を作り、そうしたものをつないで、ある種のオ

ピニオン・リーダーになれるように、そしてまた現
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地に足を置くことによって、地に着いた研究を考

えていきたいと思います。

本当に今日はどうもありがとうございました。


